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第１ はじめに 

 

 １ 情報公開制度について 

   情報公開制度とは、実施機関が保有している情報（公文書）を皆さんからの

請求により公開する制度です。 

   この制度は、市の行政活動について説明する責任を全うするようにするとと

もに、公正で開かれた市政を一層推進していくことを目的としています。 

   実施機関は、次のとおりです。 

・市長､教育委員会､選挙管理委員会､公平委員会､監査委員､農業委員会､ 

固定資産評価審査委員会 

・議会 

・越谷市土地開発公社、財団法人越谷コミユニテイセンター、財団法人 

越谷市施設管理公社 

  制度を利用できる方 

   どなたでも請求することができます。 

  請求から決定まで 

   情報公開センターの職員と相談し、請求書に公文書の名称又は内容、公開の

方法など所定の事項を記入してください。郵送でも請求することができます。 

   実施機関は、公開請求があった日から原則として１５日以内に公開するかし

ないかを決定し、速やかに書面でお知らせします。 

   ただし、事務処理上どうしても困難なとき、その他正当な理由があるときに

は、決定期間を延長することがあります。その場合、延長の期間と理由を書面

でお知らせします。 

  公開に要する費用 

   原則として１件につき２００円の手数料がかかりますが、市民の皆さんや公

文書の内容に利害関係のある方などは、無料です。 

   なお、写しの交付や写しの郵送を希望される場合は、手数料のほかにコピー

代や郵送料を負担していただきます。 

  公開できない場合 

   公開請求のあった公文書は、公開することを原則としていますが、個人のプ

ライバシーに関する情報などが記録されている場合は、公開できないことがあ

ります。 

   なお、決定に不服がある場合には、不服申立て等をすることができます。 
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 ２ 個人情報保護制度について 

  個人情報保護制度とは、実施機関が保有している個人情報の開示・訂正等を

ご本人の請求により行う制度です。また、実施機関が個人情報を適正に取り扱

うためのルールを定めています。 

  この制度は、個人の権利利益の保護を図るとともに、公正で信頼される市政

を一層推進していくことを目的としています。 

  実施機関は、情報公開制度と同じです。 

 制度を利用できる方 

  どなたでもご本人の個人情報の開示・訂正等を請求することができます。 

 請求から決定まで 

  開示、訂正、削除、目的外利用の中止、外部提供の中止の請求ができます。 

  情報公開センターで職員と相談のうえ、個人情報を特定し、請求書に所定の

事項を記入してください。 

  その際、個人情報のご本人であることを確認するための書類（運転免許証、

旅券など）の提出又は提示が必要になります。また、訂正の場合には、ご本人

であることを確認するための書類のほか、訂正を求める内容が事実に合致する

ことを証明する書類等の提出又は提示が必要になります。 

  実施機関は、開示・訂正等をするかどうかについて、原則として請求があっ

た日から１５日以内に決定し、速やかに書面でお知らせします。 

  ただし、事務処理上どうしても困難なとき、その他正当な理由があるときに

は、決定期間を延長することがあります。その場合、延長の期間と理由を書面

でお知らせします。 

 開示・訂正等に要する費用 

  手数料は無料です。 

  なお、写しの交付や写しの郵送を希望される場合には、コピー代や郵送料を

負担していただきます。 

 開示・訂正等ができない場合 

  開示請求のあった個人情報は、開示することを原則としていますが、開示す

ることにより第三者に不利益を与えるものなど、開示できない情報もあります。

また、訂正等の場合も、事実に誤りがあると認められないときなどは、訂正等

をしないことがあります。 

  なお、決定に不服がある場合には、不服申立て等をすることができます。 
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第２ 情報公開制度の実施状況 

 

１ 公開請求の件数及び処理状況 

越谷市情報公開条例に基づく平成１９年度の公開請求の件数は３７件（平成

１８年度は３２件）で、公開請求の対象となった公文書数は２１１文書（平成

１８年度は１，１５０文書）でした。なお、実施機関別の公開請求の件数及び

処理状況は表１のとおりで、部分公開を含め、文書不存在等による非公開を除

いた公開率は１００％（平成１８年度は１００％）となっています。 

また、請求者の区分別件数は表２、課別の処理状況は表３のとおりです。 

 

表１ 実施機関別の公開請求の件数及び処理状況        （ ）内は平成１８年度 

処  理  状  況 
実  施  機  関 

請 求 

件 数 公 開 部分公開 非公開 取下げ 合 計 

３０ １８ １２ ３ ５ ３８ 
市 長 

(22) (10) (12) (3) (3) (28) 

３ ０ １ １ ２ ４ 
教 育 委 員 会 

(3) (1) (3) (0) (0) (4) 

１ ０ １ ０ ０ １ 
選挙管理委員会 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

０ ０ ０ ０ ０ ０ 
公 平 委 員 会 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

０ ０ ０ ０ ０ ０ 
監 査 委 員 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

１ ０ １ ０ ０ １ 
農 業 委 員 会 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

０ ０ ０ ０ ０ ０ 
固定資産評価審査委員会 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

２ ２ ２ ０ ０ ４ 
議 会 

(5) (0) (5) (0) (0) (5) 

０ ０ ０ ０ ０ ０ 
土 地 開 発 公 社 

(2) (1) (1) (0) (0) (2) 

０ ０ ０ ０ ０ ０ 
越谷コミユニテイセンター 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

０ ０ ０ ０ ０ ０ 
施 設 管 理 公 社 

(0) (0) (0) (0) (0) (0)  

３７ ２０ １７ ４ ７ ４８ 
合    計 

(32) (12) (21) (3) (3) (39) 

※ １件の請求で複数の文書が対象となる場合は、１件に対し複数の決定が行 

われることがあるため、請求件数と処理状況の合計は一致しないことがあり 

ます。 
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表２ 請求者の区分別件数                           （ ）内は平成１８年度 

請  求  者  の  区  分 件 数 

１２ 
市内に住所を有する者 

(16) 

５ 
市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

(2) 

２ 
市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

(0) 

０ 
市内に存する学校に在学する者 

(0) 

０ 
公開請求に係る公文書の内容に利害関係を有するもの  

(0) 

１８ 
その他 

(14) 

 

表３ 課別の処理状況 

処   理   状   況 
課 名 

公 開 部分公開 非公開 取下げ 合 計 

広報広聴課 ０ ２ ０ ０ ２ 

市民課 ０ ０ ０ １ １ 

地域活動推進課 １ ０ ０ ０ １ 

環境保全課 ２ １ １ １ ５ 

産業支援課 ０ １ １ ０ ２ 

農政課 １ １ ０ ０ ２ 

市街地整備課 ３ ０ ０ ０ ３ 

再開発課 ０ １ ０ １ ２ 

公園緑地課 ０ １ ０ ０ １ 

開発指導課 ６ ４ １ ０ １１ 

建築住宅課 ５ １ ０ １ ７ 

市 
 
 
 
 
 
 
 

長 

消防本部予防課 ０ ０ ０ １ １ 

小      計 １８ １２ ３ ５ ３８ 

総務課 ０ ０ ０ １ １ 教 育 

委員会 指導課 ０ １ １ １ ３ 

小      計 ０ １ １ ２ ４ 

選挙管理委員会 ０ １ ０ ０ １ 

農 業 委 員 会 ０ １ ０ ０ １ 

議 会 ２ ２ ０ ０ ４ 

合       計 ２０ １７ ４ ７ ４８ 
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 ２ 非公開決定等の理由 

非公開又は部分公開の理由は、表４のとおりです。 

 

表４ 非公開又は部分公開の理由                （ ）内は平成１８年度 

理                     由 件  数 

１６個人に関する情報（第７条第１号） 
(16) 

１０ 
法人等に関する情報（第７条第２号） 

(14) 

０ 
国等との協力関係等に関する情報（第７条第３号） 

(1) 

３ 
公共の安全等に関する情報（第７条第４号） 

(6) 

２ 
審議、検討又は協議に関する情報（第７条第５号） 

(1) 

１ 
事務又は事業に関する情報（第７条第６号） 

(0) 

２ 
法令秘情報（第７条第７号） 

(0) 

０ 
存否不回答（第１０条） 

(0) 

４ 
文書不存在 

(3) 

０ 
その他 

(0) 

※ １件の決定に、複数の非公開理由が含まれているものがあります。 

 

 

３ 公開請求の処理状況 

公開請求の処理状況は、表５のとおりです。 
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件
数

件
　
　
　
名

区
　
分
理
　
由

非
公
開
部
分

手
数
料
複
写
料
金

1

道
路
廃
止
申
請
書
(
平
成
1
9
年
3
月

3
0
日
第
6
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
及

び
道
路
位
置
図
の
部
分
。
た
だ

し
、
印
影
を
除
く

公
開

2
0
0
円

4
0
円

2

1
.
道
路
位
置
指
定
申
請
書
(
平
成
1
9

 
 
年
3
月
3
0
日
第
2
号
)
の
う
ち
、
申

 
 
請
書
及
び
道
路
位
置
図
の
部

 
 
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

2
.
道
路
廃
止
申
請
書
(
平
成
1
9
年
2

 
 
月
9
日
第
5
号
)
の
う
ち
、
申
請
書

 
 
及
び
道
路
位
置
図
の
部
分
。
た

 
 
だ
し
、
印
影
を
除
く

部
分
公
開
第
7
条

第
1
号

個
人
の
電
話
番
号

4
0
0
円

7
0
円

2
1
9
.
4
.
1
8
平
成
1
9
年
2
月
1
日
か
ら
平
成
1
9
年

3
月
3
1
日
ま
で
に
工
事
が
完
了
し

た
非
自
己
用
の
分
譲
宅
地
･
建
売

住
宅
･
共
同
住
宅
の
都
市
計
画
法

に
基
づ
く
開
発
行
為
許
可
(
変
更
)

申
請
書
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計

説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内

図
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

そ
の
他

1
1

※

公
開

2
,
2
0
0
円

3
5
0
円

市
　
長

（
開
発
指
導
課
）
1
9
.
4
.
2
7

※ 1
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
8
年
4
月
1
8
日
第
5
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

2
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
8
年
9
月
1
1
日
第
9
2
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

3
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
8
年
1
2
月
1
日
第
1
2
7
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

4
.
開
発
許
可
事
項
変
更
許
可
申
請
書
(
変
更
許
可
番
号
平
成
1
9
年
2
月
2
日
第
1
2
7
-
1
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
及
び
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

5
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
8
年
1
1
月
1
3
日
第
1
1
1
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

6
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
8
年
3
月
2
7
日
第
1
9
0
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

7
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
1
月
9
日
第
1
4
0
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

8
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
8
年
4
月
2
8
日
第
2
5
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

9
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
8
年
2
月
9
日
第
1
6
6
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

1
0
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
8
年
1
2
月
1
9
日
第
1
3
6
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

1
1
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
8
年
4
月
1
0
日
第
1
9
7
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

公
開
に
係
る
費
用

実
施
機
関

（
所
管
課
）

決
定
日

備
　
考

対
象
公
文
書

公
開
決
定
等
の
内
容

1
1
9
.
4
.
1
8
平
成
1
9
年
2
月
1
日
か
ら
平
成
1
9
年

3
月
3
1
日
ま
で
の
建
築
基
準
法
第

4
2
条
第
1
項
第
5
号
に
基
づ
く
道
路

位
置
指
定
(
変
更
･
廃
止
)
申
請
書

の
う
ち
、
申
請
書
及
び
道
路
位
置

図
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

表
５
　
公
開
請
求
の
処
理
状
況
(４
月
分
)

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

請
求
者

の
区
分

そ
の
他

市
　
長

(
建
築
住
宅
課
)
1
9
.
4
.
2
7
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件
数

件
　
　
　
名

区
　
分
理
　
由

非
公
開
部
分

手
数
料
複
写
料
金

3
1
9
.
5
.
1
5
平
成
1
9
年
4
月
1
日
現
在
に
お
い
て

越
谷
市
に
現
存
す
る
消
防
法
施
行

令
別
表
第
1
の
防
火
対
象
物
の
う

ち
、
(
4
)
、
(
5
)
、
(
6
)
、
(
1
3
)

イ
、
(
1
6
)
、
(
1
6
の
2
)
及
び
(
1
8
)

の
名
称
、
所
在
地
番
、
建
築
面
積

(
又
は
床
面
積
･
戸
数
)
、
高
さ
(
又

は
階
数
)
及
び
建
築
年
月
日
(
S
5
6

年
以
前
か
以
降
か
で
も
可
)
の
一

覧
並
び
に
そ
の
所
在
地
図

そ
の
他

市
　
長

（
予
防
課
）

1
9
.
5
.
1
7

取
下
げ

対
象
公
文
書

公
開
決
定
等
の
内
容

公
開
請
求
の
処
理
状
況
(５
月
分
)

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

請
求
者

の
区
分

公
開
に
係
る
費
用

実
施
機
関

（
所
管
課
）

決
定
日

備
　
考
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件
数

件
　
　
　
名

区
　
分
理
　
由

非
公
開
部
分

手
数
料
複
写
料
金

4
1
9
.
6
.
4
汚
染
拡
散
防
止
計
画
完
了
報
告
書

(
西
方
2
9
7
5
-
1
)

市
内
在

勤
者

1

汚
染
処
理
(
汚
染
拡
散
防
止
措
置
)

完
了
報
告
書
の
受
理
に
つ
い
て
(
伺

い
)
(
平
成
1
8
年
2
月
3
日
決
裁
)

部
分
公
開
第
7
条

第
1
号

第
2
号

･
環
境
計
量
士
の
印
影

･
法
人
の
登
記
済
印
の
印

 
影
･
計
量
証
明
事
業
者
の
印

 
影

0
円
1
,
2
8
0
円

市
　
長

(
環
境
保
全
課
)
1
9
.
6
.
1
8

5
1
9
.
6
.
1
1
平
成
1
9
年
4
月
1
日
か
ら
平
成
1
9
年

5
月
3
1
日
ま
で
に
工
事
が
完
了
し

た
非
自
己
用
の
分
譲
宅
地
･
建
売

住
宅
･
共
同
住
宅
の
都
市
計
画
法

に
基
づ
く
開
発
行
為
許
可
(
変
更
)

申
請
書
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計

説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内

図
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

そ
の
他

7

※

公
開

1
,
4
0
0
円

2
2
0
円

市
　
長

（
開
発
指
導
課
）
1
9
.
6
.
2
5

6
1
9
.
6
.
1
1
平
成
1
9
年
4
月
1
日
か
ら
平
成
1
9
年

5
月
3
1
日
ま
で
の
建
築
基
準
法
第

4
2
条
第
1
項
第
5
号
に
基
づ
く
道
路

位
置
指
定
(
変
更
･
廃
止
)
申
請
書

の
う
ち
、
申
請
書
及
び
道
路
位
置

図
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

そ
の
他

2

1
.
道
路
位
置
指
定
申
請
書
(
平
成
1
9

 
 
年
5
月
1
日
第
1
号
)
の
う
ち
、
申

 
 
請
書
及
び
道
路
位
置
図
の
部

 
 
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

2
.
道
路
変
更
申
請
書
(
平
成
1
9
年
5

 
 
月
2
1
日
第
2
号
)
の
う
ち
、
申
請

 
 
書
及
び
道
路
位
置
図
の
部
分
。

 
 
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

公
開

4
0
0
円

8
5
円

市
　
長

(
建
築
住
宅
課
)
1
9
.
6
.
2
1

7
1
9
.
6
.
1
2
平
成
1
9
年
4
月
1
日
か
ら
平
成
1
9
年

5
月
3
1
日
ま
で
の
越
谷
市
住
居
表

示
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
建
物

等
新
築
届
等
に
係
る
受
付
日
(
付

定
日
)
、
町
名
、
住
居
番
号
及
び

地
番
。
た
だ
し
、
氏
名
を
除
く

そ
の
他

市
　
長

(
市
民
課
)

1
9
.
6
.
1
2

取
下
げ

8
1
9
.
6
.
1
8
越
谷
市
教
育
委
員
会
が
管
理
す
る

小
中
学
校
の
プ
ー
ル
に
係
る
材

質
、
大
き
さ
(
縦
×
横
)
、
コ
ー
ス

数
及
び
建
設
(
改
修
)
年
度

そ
の
他

教
育
委
員
会

(
総
務
課
)

1
9
.
6
.
1
8

取
下
げ

公
開
請
求
の
処
理
状
況
(６
月
分
)

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

請
求
者

の
区
分

※ 1
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
8
年
5
月
1
6
日
第
5
1
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

2
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
8
年
1
2
月
2
0
日
第
1
3
7
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

3
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
8
年
1
2
月
2
6
日
第
1
3
9
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

4
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
3
月
2
2
日
第
1
6
4
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

5
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
3
月
3
0
日
第
1
7
1
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

6
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
3
月
9
日
第
1
5
6
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

7
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
3
月
1
6
日
第
1
6
1
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

公
開
に
係
る
費
用

実
施
機
関

（
所
管
課
）

決
定
日

備
　
考

対
象
公
文
書

公
開
決
定
等
の
内
容
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件
数

件
　
　
　
名

区
　
分
理
　
由

非
公
開
部
分

手
数
料
複
写
料
金

9
1
9
.
7
.
3
(
仮
称
)
御
殿
町
公
園
用
地
の
買
収

事
業
に
関
す
る
経
過
が
わ
か
る
書

類
市
内
の

個
人

2
3

※

部
分
公
開

第
7
条

第
1
号

第
2
号

第
6
号

イ
･
オ

※
※

0
円
1
,
9
8
5
円

市
　
長

（
公
園
緑
地
課
）
1
9
.
7
.
1
7

1
9
.
8
.
2
0

異
議
申
立
て

1

市
長
へ
の
手
紙
等
受
付
カ
ー
ド
(
平

成
1
9
年
度
整
理
番
号
2
3
)
の
う
ち
、

回
答
書
の
部
分

部
分
公
開
第
7
条

第
1
号

個
人
の
氏
名

0
円

1
0
円

市
　
長

（
広
報
広
聴
課
）
1
9
.
7
.
1
7

1

中
島
地
区
の
開
発
に
つ
い
て
(
報

告
)
(
平
成
1
9
年
6
月
1
日
決
裁
)
。
た

だ
し
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
印

影
を
除
く

部
分
公
開

第
7
条

第
1
号

第
2
号

第
5
号

※
※
※

0
円

4
8
0
円

市
　
長

（
開
発
指
導
課
）
1
9
.
7
.
1
7

1
9
.
7
.
4

1
0

市
内
の

個
人

※
※
※

･
個
人
(
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
活
動
に
属
す
る
個
人
を
除
く
)
の
氏
名
、
郵
便
番
号
、
住
所
、
印
影
、
配
達
証
明
郵
便
番
号
、
所
属
団
体
名
、
所
属
団
体
の
地
位
(
肩
書
)
及
び
携
帯
電
話
番
号

･
開
発
予
定
地
を
示
す
中
島
地
区
の
大
字
･
丁
名
及
び
位
置
図
等
5
葉

･
法
人
顧
問
の
主
張
及
び
進
出
企
業
の
課
題
と
必
要
敷
地
面
積

･
農
政
課
資
料
(
別
紙
6
)
の
雑
談

広
報
広
聴
課
及
び
開
発
指
導
課
が

保
有
す
る
中
島
地
区
工
業
団
地
に

関
す
る
書
類
。
た
だ
し
、
法
人
そ

の
他
の
団
体
の
印
影
及
び
重
複
す

る
書
類
を
除
く

※ 1
.
御
殿
町
ふ
れ
あ
い
公
園
の
用
地
取
得
に
対
す
る
要
望
書
に
つ
い
て
(
報
告
)
(
平
成
1
4
年
4
月
5
日
決
裁
)

2
.
(
仮
称
)
御
殿
町
公
園
用
地
の
取
得
に
つ
い
て
(
伺
い
)
(
平
成
1
6
年
2
月
2
日
決
裁
)

3
.
土
地
鑑
定
評
価
の
発
注
に
つ
い
て
(
伺
い
)
(
平
成
1
6
年
2
月
2
6
日
決
裁
)

4
.
土
地
鑑
定
評
価
額
に
つ
い
て
(
報
告
)
(
平
成
1
6
年
3
月
2
4
日
決
裁
)

5
.
土
地
鑑
定
評
価
の
発
注
に
つ
い
て
(
伺
い
)
(
平
成
1
8
年
3
月
3
日
決
裁
)

6
.
土
地
鑑
定
評
価
額
の
算
定
結
果
に
つ
い
て
(
報
告
)
(
平
成
1
8
年
3
月
2
4
日
決
裁
)

7
.
(
仮
)
御
殿
町
公
園
用
地
の
取
得
方
針
に
つ
い
て
(
伺
い
)
(
平
成
1
8
年
8
月
8
日
決
裁
)

8
.
打
ち
合
わ
せ
･
協
議
記
録
簿
(
平
成
1
3
年
4
月
1
0
日
)

9
.
打
ち
合
わ
せ
･
協
議
記
録
簿
(
平
成
1
3
年
1
0
月
2
5
日
)

1
0
.
打
ち
合
わ
せ
･
協
議
記
録
簿
(
平
成
1
3
年
1
2
月
2
7
日
)

1
1
.
打
ち
合
わ
せ
･
協
議
記
録
簿
(
平
成
1
4
年
1
0
月
2
2
日
)

1
2
.
打
ち
合
わ
せ
･
協
議
記
録
簿
(
平
成
1
6
年
2
月
2
6
日
)

1
3
.
打
ち
合
わ
せ
･
協
議
記
録
簿
(
平
成
1
6
年
3
月
9
日
)

1
4
.
報
告
事
項
(
平
成
1
6
年
1
0
月
2
8
日
)

1
5
.
報
告
事
項
(
平
成
1
6
年
1
1
月
1
6
日
)

1
6
.
報
告
事
項
(
平
成
1
7
年
2
月
1
0
日
)

1
7
.
報
告
事
項
(
平
成
1
7
年
8
月
1
7
日
)

1
8
.
報
告
事
項
(
平
成
1
7
年
1
2
月
1
5
日
)

1
9
.
報
告
事
項
(
平
成
1
8
年
3
月
1
6
日
)

2
0
.
報
告
事
項
(
平
成
1
8
年
4
月
1
0
日
)

2
1
.
報
告
事
項
(
平
成
1
8
年
8
月
2
2
日
)

2
2
.
報
告
事
項
(
平
成
1
8
年
1
1
月
2
日
)

2
3
.
報
告
事
項
(
平
成
1
8
年
1
2
月
7
日
)

※
※

･
対
象
不
動
産
･
公
示
地
及
び
取
引
事
例
地
の
位
置
図
(
縮
尺
1
/
1
0
,
0
0
0
)
1
葉
、
取
引
事
例
地
の
所
在
、
所
在
位
置

 
略
図
2
葉
、
用
地
交
渉
に
係
る
地
権
者
の
意
見
等
(
地
権
者
の
意
見
等
が
推
測
さ
れ
る
市
の
回
答
を
含
む
)
、
地
権

 
者
の
買
取
要
望
価
格
及
び
早
期
処
分
の
理
由

･
個
人
、
自
治
会
長
印
、
法
人
の
登
記
済
印
及
び
不
動
産
鑑
定
士
の
職
印
の
印
影

･
法
人
の
振
込
先
の
銀
行
名
、
支
店
名
及
び
普
通
預
金
口
座
番
号

公
開
に
係
る
費
用

実
施
機
関

（
所
管
課
）

決
定
日

備
　
考

公
開
請
求
の
処
理
状
況
(７
月
分
)

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

請
求
者

の
区
分

対
象
公
文
書

公
開
決
定
等
の
内
容
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件
数

件
　
　
　
名

区
　
分
理
　
由

非
公
開
部
分

手
数
料
複
写
料
金

公
開
に
係
る
費
用

実
施
機
関

（
所
管
課
）

決
定
日

備
　
考

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

請
求
者

の
区
分

対
象
公
文
書

公
開
決
定
等
の
内
容

1
1
1
9
.
7
.
1
7
水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く
特
定

施
設
の
事
業
所
名
、
所
在
地
、
排

水
先
等
が
わ
か
る
書
類

そ
の
他

市
　
長

(
環
境
保
全
課
)

1
9
.
7
.
1
7

取
下
げ
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件
数

件
　
　
　
名

区
　
分
理
　
由

非
公
開
部
分

手
数
料
複
写
料
金

1
2
1
9
.
8
.
9
建
築
事
前
協
議
申
請
書
(
昭
和
6
2

年
1
月
2
9
日
受
付
番
号
1
1
1
9
)
。
た

だ
し
、
建
築
主
及
び
設
計
者
の
印

影
を
除
く

市
内
に

事
務
所

を
有
す

る
個
人

1

建
築
事
前
協
議
申
請
書
(
昭
和
6
2
年

1
月
2
9
日
受
付
番
号
1
1
1
9
)
。
た
だ

し
、
建
築
主
及
び
設
計
者
の
印
影

を
除
く

部
分
公
開
第
7
条

第
1
号

･
念
書
に
記
録
さ
れ
た
住

 
所
及
び
氏
名

･
申
請
書
に
記
録
さ
れ
た

 
奥
の
建
物
の
居
住
者
と

 
申
請
者
の
関
係

･
印
鑑
登
録
証
明
書
に
記

 
録
さ
れ
た
性
別
及
び
生

 
年
月
日

0
円

7
0
円

市
　
長

（
開
発
指
導
課
）
1
9
.
8
.
2
3

1
3
1
9
.
8
.
9
平
成
1
9
年
6
月
1
日
か
ら
平
成
1
9
年

7
月
3
1
日
ま
で
の
建
築
基
準
法
第

4
2
条
第
1
項
第
5
号
に
基
づ
く
道
路

位
置
指
定
(
変
更
･
廃
止
)
申
請
書

の
う
ち
、
申
請
書
及
び
道
路
位
置

図
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

そ
の
他

1

道
路
廃
止
申
請
書
(
平
成
1
9
年
7
月

2
7
日
第
1
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
及

び
道
路
位
置
図
の
部
分
。
た
だ

し
、
印
影
を
除
く

公
開

2
0
0
円

3
5
円

市
　
長

（
建
築
住
宅
課
）
1
9
.
8
.
1
4

1
4
1
9
.
8
.
9
平
成
1
9
年
6
月
1
日
か
ら
平
成
1
9
年

7
月
3
1
日
ま
で
に
工
事
が
完
了
し

た
非
自
己
用
の
分
譲
宅
地
･
建
売

住
宅
･
共
同
住
宅
の
都
市
計
画
法

に
基
づ
く
開
発
行
為
許
可
(
変
更
)

申
請
書
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計

説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内

図
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

そ
の
他

1
7

※

公
開

3
,
4
0
0
円

4
5
0
円

市
　
長

(
開
発
指
導
課
)
1
9
.
8
.
2
3

公
開
請
求
の
処
理
状
況
(８
月
分
)

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

請
求
者

の
区
分

対
象
公
文
書

公
開
決
定
等
の
内
容

※ 1
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
3
月
2
9
日
第
1
6
8
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

2
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
3
月
5
日
第
1
5
5
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

3
.
開
発
許
可
事
項
変
更
許
可
申
請
書
(
変
更
許
可
番
号
平
成
1
9
年
6
月
5
日
第
1
5
5
-
1
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
及
び
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

4
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
1
月
2
5
日
第
1
4
4
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

5
.
開
発
許
可
事
項
変
更
許
可
申
請
書
(
変
更
許
可
番
号
平
成
1
9
年
4
月
2
6
日
第
1
4
4
-
1
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

6
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
2
月
1
3
日
第
1
4
8
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

7
.
開
発
許
可
事
項
変
更
許
可
申
請
書
(
変
更
許
可
番
号
平
成
1
9
年
6
月
1
9
日
第
1
4
8
-
1
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
及
び
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

8
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
8
年
5
月
1
5
日
第
5
3
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

9
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
4
月
2
0
日
第
9
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

1
0
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
4
月
1
3
日
第
1
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

1
1
.
開
発
許
可
事
項
変
更
許
可
申
請
書
(
変
更
許
可
番
号
平
成
1
9
年
5
月
2
3
日
第
1
-
1
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

1
2
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
4
月
1
8
日
第
7
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

1
3
.
開
発
許
可
事
項
変
更
許
可
申
請
書
(
変
更
許
可
番
号
平
成
1
9
年
6
月
7
日
第
7
-
1
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
及
び
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

1
4
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
8
年
3
月
9
日
第
1
8
3
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

1
5
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
4
月
1
7
日
第
3
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

1
6
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
6
月
8
日
第
2
4
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

1
7
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
5
月
2
9
日
第
2
2
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

公
開
に
係
る
費
用

実
施
機
関

（
所
管
課
）

決
定
日

備
　
考

-11-



件
数

件
　
　
　
名

区
　
分
理
　
由

非
公
開
部
分

手
数
料
複
写
料
金

1

越
谷
霊
廟
S
5
1
.
1
.
8
許
可
(
墓
地
経

営
)
の
う
ち
、
越
ヶ
谷
霊
廟
計
画
平

面
図
(
縮
尺
1
:
3
0
0
)
及
び
越
ヶ
谷
霊

廟
標
準
断
面
図
(
S
=
1
/
1
0
)
の
部
分

公
開

0
円

8
0
円

越
谷
霊
廟
を
建
設
す
る
際
に
、
近

隣
住
民
、
墓
地
施
行
業
者
及
び
宗

教
法
人
が
申
し
合
わ
せ
た
内
容
の

わ
か
る
書
類

非
公
開
不
存
在

1
6
1
9
.
9
.
2
5
平
成
1
9
年
8
月
1
日
か
ら
平
成
1
9
年

8
月
3
1
日
ま
で
に
工
事
が
完
了
し

た
非
自
己
用
の
分
譲
宅
地
･
建
売

住
宅
･
共
同
住
宅
の
都
市
計
画
法

に
基
づ
く
開
発
行
為
許
可
(
変
更
)

申
請
書
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計

説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内

図
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

そ
の
他

3

1
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番

 
 
号
平
成
1
9
年
1
月
3
0
日
第
1
4
6
号
)

 
 
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明

 
 
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図

 
 
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除

 
 
く

2
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番

 
 
号
平
成
1
9
年
3
月
2
7
日
第
1
6
6
号
)

 
 
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明

 
 
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図

 
 
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除

 
 
く

3
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番

 
 
号
平
成
1
9
年
7
月
2
7
日
第
4
3
号
)

 
 
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明

 
 
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図

 
 
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除

 
 
く

公
開

6
0
0
円

9
0
円

市
　
長

（
開
発
指
導
課
）
1
9
.
1
0
.
4

1
7
1
9
.
9
.
2
5
平
成
1
9
年
8
月
1
日
か
ら
平
成
1
9
年

8
月
3
1
日
ま
で
の
建
築
基
準
法
第

4
2
条
第
1
項
第
5
号
に
基
づ
く
道
路

位
置
指
定
(
変
更
･
廃
止
)
申
請
書

の
う
ち
、
申
請
書
及
び
道
路
位
置

図
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

そ
の
他

市
　
長

(
建
築
住
宅
課
)

1
9
.
9
.
2
6

取
下
げ

備
　
考

1
5
1
9
.
9
.
1
4
1
.
越
谷
霊
廟
を
建
設
す
る
際
に
、

 
 
近
隣
住
民
、
墓
地
施
行
業
者
及

 
 
び
宗
教
法
人
が
申
し
合
わ
せ
た

 
 
内
容
の
わ
か
る
書
類

2
.
越
谷
霊
廟
を
建
設
す
る
際
に
届

 
 
け
ら
れ
た
書
類
の
う
ち
、
障
壁

 
 
の
構
造
が
わ
か
る
も
の

市
内
の

個
人

市
　
長

（
環
境
保
全
課
）

公
開
決
定
等
の
内
容

公
開
に
係
る
費
用

実
施
機
関

（
所
管
課
）

決
定
日

1
9
.
9
.
2
8

公
開
請
求
の
処
理
状
況
(９
月
分
)

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

請
求
者

の
区
分

対
象
公
文
書
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件
数

件
　
　
　
名

区
　
分
理
　
由

非
公
開
部
分

手
数
料
複
写
料
金

1

市
長
へ
の
手
紙
等
受
付
カ
ー
ド
(
平

成
1
9
年
度
整
理
番
号
2
3
)
の
う
ち
、

回
答
書
の
部
分

部
分
公
開
第
7
条

第
1
号

個
人
の
氏
名

0
円

1
0
円

市
　
長

（
広
報
広
聴
課
）
1
9
.
1
0
.
2
3

1

中
島
地
区
の
開
発
に
つ
い
て
(
報

告
)
(
平
成
1
9
年
6
月
1
日
決
裁
)
。
た

だ
し
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
印

影
を
除
く

部
分
公
開

第
7
条

第
1
号

第
2
号

第
5
号

※

0
円

4
8
0
円

市
　
長

（
開
発
指
導
課
）
1
9
.
1
0
.
2
3

1
9
1
9
.
1
0
.
2
2
越
谷
市
大
字
船
渡
字
上
川
原

1
6
0
5
-
7
外
5
筆
及
び
大
字
船
渡
字

稲
荷
前
4
3
-
2
外
9
筆
の
農
地
転
用

許
可
申
請
書

市
内
に

事
務
所

を
有
す

る
個
人

2

※
※

部
分
公
開

第
7
条

第
1
号

第
2
号

第
4
号

第
7
号

※
※
※

0
円

農
業
委
員
会

1
9
.
1
1
.
5

広
報
広
聴
課
及
び
開
発
指
導
課
が

保
有
す
る
中
島
地
区
工
業
団
地
に

関
す
る
書
類
。
た
だ
し
、
法
人
そ

の
他
の
団
体
の
印
影
及
び
重
複
す

る
書
類
を
除
く

市
内
の

個
人

決
定
日

対
象
公
文
書

公
開
決
定
等
の
内
容

公
開
に
係
る
費
用

実
施
機
関

（
所
管
課
）

※ ･
個
人
(
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
活
動
に
属
す
る
個
人
を
除
く
)
の
氏
名
、
郵
便
番
号
、
住
所
、
印
影
、
配
達
証
明
郵
便
番
号
、
所
属
団
体
名
、
所
属
団
体
の
地
位
(
肩
書
)
及
び
携
帯
電
話
番
号

･
開
発
予
定
地
を
示
す
中
島
地
区
の
大
字
･
丁
名
及
び
位
置
図
等
5
葉

･
法
人
顧
問
の
主
張
及
び
進
出
企
業
の
課
題
と
必
要
敷
地
面
積

･
農
政
課
資
料
(
別
紙
6
)
の
雑
談

※
※

1
.
農
地
法
第
5
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
申
請
書
(
平
成
1
9
年
8
月
1
5
日
受
付
第
5
0
2
号
)

 
･
許
可
申
請
書

 
･
許
可
申
請
書
に
係
る
意
見
書

 
･
住
民
票
の
写
し

 
･
全
部
事
項
証
明
書
(
土
地
)

 
･
同
意
申
出
書

 
･
都
市
計
画
図

 
･
案
内
図

 
･
公
図
の
写
し

 
･
土
地
改
良
区
内
の
農
地
の
転
用
に
つ
い
て
の
意
見
書

 
･
転
用
理
由
書

 
･
(
農
用
地
区
域
除
外
)
証
明
願

 
･
誓
約
書

 
･
被
害
防
除
対
策
書

 
･
県
費
補
助
金
協
議
書

 
･
県
費
補
助
金
内
示
通
知

 
･
施
設
建
設
費
内
訳
表

 
･
施
設
建
設
等
設
計
見
積
書

 
･
融
資
証
明
願

 
･
福
祉
貸
付
資
金
借
入
申
込
書

 
･
残
高
証
明
書

 
･
土
地
利
用
計
画
図

 
･
平
面
図
･
屋
根
伏
図
･
立
面
図

※
※
※

1
.
農
地
法
第
5
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
申
請
書
(
平
成
1
9
年
8
月
1
5
日
受
付
第
5
0
2
号
)

 
･
許
可
申
請
書
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影
及
び
職
業

 
･
住
民
票
の
写
し
の
う
ち
、
世
帯
主
の
氏
名
、
譲
受
人
の
異
動
年
月
日
･
異
動
事
由
･
届
出
年
月
日
･
生
年
月
日
･
性

 
 
別
･
市
民
と
な
っ
た
年
月
日
･
世
帯
主
と
の
続
柄
等
及
び
筆
頭
者
の
氏
名

 
･
同
意
申
出
書
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影

 
･
土
地
改
良
区
内
の
農
地
の
転
用
に
つ
い
て
の
意
見
書
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影

 
･
転
用
理
由
書
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影

 
･
誓
約
書
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影

 
･
被
害
防
除
対
策
書
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影

 
･
県
費
補
助
金
協
議
書
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影
、
借
入
先
の
名
称
･
借
入
金
額
･
償
還
年
数
･
償
還
利
率
、
寄

 
 
附
金
の
額
及
び
自
己
資
金
計
の
額

 
･
施
設
建
設
費
内
訳
表
の
う
ち
、
融
資
先
の
名
称
･
融
資
額
及
び
自
己
資
金
額

 
･
施
設
建
設
等
設
計
見
積
書
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影
、
法
人
登
記
済
印
の
印
影
及
び
合
計
を
除
い
た
金
額

 
 
欄
の
額

 
･
融
資
証
明
願
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影
、
融
資
先
の
銀
行
名
･
支
店
名
、
支
店
長
の
氏
名
及
び
融
資
額

 
･
福
祉
貸
付
資
金
借
入
申
込
書
の
う
ち
、
法
人
代
表
者
個
人
の
実
印
の
印
影
･
生
年
月
日
･
年
齢
、
借
入
先
の
名

 
 
称
、
申
込
金
額
、
年
賦
償
還
年
数
、
連
帯
保
証
人
の
人
数
及
び
事
務
担
当
者
の
郵
便
番
号
･
住
所

 
･
残
高
証
明
書
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影
、
個
人
の
氏
名
･
肩
書
き
、
法
人
の
名
称
、
郵
便
番
号
、
住
所
、
口

 
 
座
番
号
、
預
金
種
別
、
金
額
、
お
客
様
番
号
、
金
融
機
関
の
名
称
･
支
店
名
及
び
金
融
機
関
の
名
称
等
が
特
定
で

 
 
き
る
銀
行
員
の
氏
名
･
電
話
番
号
･
印
影

 
･
平
面
図
･
屋
根
伏
図
･
立
面
図

 
･
収
入
内
訳
(
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
)
の
う
ち
、
合
計
を
除
く
入
所
人
数
欄
の
人
数
、
合
計
/
日
欄
の
金
額
、
合
計
/
年

 
 
欄
の
金
額
、
日
額
欄
の
金
額
、
月
額
欄
の
金
額
、
合
計
/
月
欄
の
金
額
、
利
用
人
数
欄
の
人
数
及
び
欄
外
に
記
録

備
　
考

1
8
1
9
.
1
0
.
1
1

公
開
請
求
の
処
理
状
況
(１
０
月
分
)

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

請
求
者

の
区
分
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件
数

件
　
　
　
名

区
　
分
理
　
由

非
公
開
部
分

手
数
料
複
写
料
金

決
定
日

対
象
公
文
書

公
開
決
定
等
の
内
容

公
開
に
係
る
費
用

実
施
機
関

（
所
管
課
）

備
　
考

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

請
求
者

の
区
分

2
0
1
9
.
1
0
.
2
2
越
谷
市
大
字
船
渡
字
上
川
原

1
6
0
5
-
7
外
5
筆
の
農
業
振
興
地
域

整
備
に
係
る
農
用
地
区
域
か
ら
の

除
外
申
出
書

市
内
に

事
務
所

を
有
す

る
個
人

2

※
※
※
※

部
分
公
開

第
7
条

第
1
号

第
2
号

第
4
号

第
7
号

※
※
※
※
※

0
円

市
　
長

(
農
政
課
)

1
9
.
1
1
.
5

2
.
農
地
法
第
5
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
申
請
書
(
平
成
1
9
年
8
月
1
5
日
受
付
第
5
0
7
号
)

 
･
許
可
申
請
書
の
う
ち
、
個
人
の
印
影
･
職
業
及
び
法
人
の
登
記
済
印
の
印
影

 
･
住
民
票
の
写
し
の
う
ち
、
世
帯
主
の
氏
名
及
び
譲
渡
人
の
生
年
月
日
･
性
別
･
続
柄
･
住
民
と
な
っ
た
日
･
異
動
日
･

 
 
事
由
･
届
出
日
･
本
籍
･
筆
頭
者
･
前
住
所
(
た
だ
し
、
法
令
に
基
づ
き
何
人
も
登
記
事
項
証
明
書
等
の
交
付
等
を
受

 
 
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
除
く
)

 
･
土
地
改
良
区
内
の
農
地
の
転
用
に
つ
い
て
の
意
見
書
の
う
ち
、
個
人
の
印
影

 
･
理
由
書
の
う
ち
、
法
人
の
登
記
済
印
の
印
影

 
･
誓
約
書
の
う
ち
、
法
人
の
登
記
済
印
の
印
影

 
･
被
害
防
除
対
策
書
の
う
ち
、
法
人
の
登
記
済
印
の
印
影

 
･
特
養
施
設
事
業
計
画
書
の
う
ち
、
借
入
金
額
、
自
己
資
金
額
、
資
金
計
画
合
計
金
額
及
び
調
達
先
の
名
称
･
調
達

 
 
金
額

 
･
県
費
補
助
金
協
議
書
の
う
ち
、
法
人
の
登
記
済
印
の
印
影
、
一
般
財
源
の
金
額
、
借
入
先
の
名
称
･
借
入
金
額
･

 
 
償
還
年
数
･
償
還
利
率
及
び
自
己
資
金
計
の
額

 
･
収
入
内
訳
(
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
)

 
･
支
出
内
訳
(
人
件
費
)

 
･
短
期
収
支
計
算
予
定
表

 
･
長
期
収
支
計
算
予
定
表

 
･
委
任
状

 
･
開
発
行
為
等
事
前
協
議
済
証

 
･
農
地
転
用
許
可
証
受
領
に
つ
い
て
の
お
願
い

 
･
登
記
申
請
書
の
受
領
証

2
.
農
地
法
第
5
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
申
請
書
(
平
成
1
9
年
8
月
1
5
日
受
付
第
5
0
7
号
)

 
･
許
可
申
請
書

 
･
許
可
申
請
書
に
係
る
意
見
書

 
 
さ
れ
た
金
額

 
･
支
出
内
訳
(
人
件
費
)
の
う
ち
、
配
置
計
画
欄
の
人
数
、
月
額
給
与
欄
の
金
額
、
月
額
給
与
合
計
欄
の
金
額
、
年

 
 
間
計
欄
の
金
額
、
賞
与
欄
の
金
額
、
法
定
福
利
費
欄
の
金
額
及
び
年
間
合
計
欄
の
金
額

 
･
短
期
収
支
計
算
予
定
表
の
う
ち
、
稼
働
率
欄
の
パ
ー
セ
ン
ト
の
数
値
、
特
養
入
所
者
数
欄
の
人
数
、
デ
ィ
サ
ー

 
 
ビ
ス
利
用
者
数
欄
の
人
数
、
収
入
欄
の
金
額
、
支
出
欄
の
金
額
、
収
支
差
額
欄
の
金
額
、
前
月
残
高
欄
の
金

 
 
額
、
借
入
金
元
金
支
払
欄
の
金
額
、
次
月
繰
越
欄
の
金
額
及
び
借
入
残
高
欄
の
金
額

 
･
長
期
収
支
計
算
予
定
表
の
う
ち
、
稼
働
率
欄
の
パ
ー
セ
ン
ト
の
数
値
、
特
養
入
所
者
数
欄
の
人
数
、
デ
ィ
サ
ー

 
 
ビ
ス
利
用
者
数
欄
の
人
数
、
収
入
欄
の
金
額
、
支
出
欄
の
金
額
、
収
支
差
額
欄
の
金
額
、
前
年
残
高
欄
の
金

 
 
額
、
借
入
金
元
金
支
払
欄
の
金
額
、
次
年
繰
越
欄
の
金
額
及
び
借
入
残
高
欄
の
金
額

 
･
委
任
状
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影

 
･
農
地
転
用
許
可
証
受
領
に
つ
い
て
の
お
願
い
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影
及
び
融
資
先
の
銀
行
･
支
店
名

 
･
福
祉
貸
付
金
借
入
申
込
書
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影
･
生
年
月
日
･
年
齢
、
法
人
の
登
記
済
印
の
印
影
･
名
称

 
 
及
び
借
入
申
込
金
額
･
年
賦
償
還
年
数
･
据
置
期
間

 
･
埼
玉
県
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
支
援
融
資
の
借
入
に
関
す
る
意
見
書
交
付
願
の
う
ち
、
法
人
の
登
記
済

 
 
印
の
印
影
、
融
資
金
額
及
び
金
融
機
関
名
･
支
店
名
･
支
店
長
名
等
金
融
機
関
の
名
称
を
特
定
で
き
る
も
の

 
･
残
高
証
明
書
の
う
ち
、
預
金
の
種
別
、
金
額
、
金
融
機
関
名
･
支
店
名
、
郵
便
番
号
、
住
所
、
口
座
番
号
、
金
融

 
 
機
関
名
･
支
店
名
を
表
示
し
た
印
影
、
金
融
機
関
の
電
話
番
号
及
び
金
融
機
関
の
マ
ー
ク
等
金
融
機
関
を
特
定
で

 
 
き
る
も
の

 
･
建
設
工
事
費
御
見
積
書
の
う
ち
、
合
計
を
除
い
た
金
額
欄
の
額

 
･
平
面
図
･
立
面
図
･
断
面
図

 
･
施
設
運
営
収
支
計
画
書
の
う
ち
、
開
業
前
欄
の
金
額
(
た
だ
し
、
運
転
資
金
を
除
く
)
、
1
～
2
1
年
欄
の
金
額
、
人

 
 
件
費
の
増
加
率
の
数
値
及
び
入
居
率
の
パ
ー
セ
ン
ト
の
数
値

 
･
委
任
状
の
う
ち
、
個
人
の
印
影
･
職
業
及
び
法
人
の
登
記
済
印
の
印
影

 
･
(
土
地
改
良
区
)
事
前
協
議
書
の
う
ち
、
法
人
の
登
記
済
印
の
印
影

 
･
土
地
分
筆
登
記
受
領
証
の
う
ち
、
土
地
家
屋
調
査
士
の
職
印
の
印
影

 
･
履
歴
事
項
全
部
証
明
書

 
･
定
款

 
･
全
部
事
項
証
明
書
(
土
地
)

 
･
土
地
権
利
者
の
同
意
書

 
･
住
民
票
の
写
し

 
･
都
市
計
画
図

 
･
案
内
図

 
･
公
図
の
写
し

 
･
土
地
改
良
区
内
の
農
地
の
転
用
に
つ
い
て
の
意
見
書

 
･
理
由
書

 
･
(
農
業
振
興
地
域
除
外
)
証
明
願

 
･
誓
約
書

 
･
被
害
防
除
対
策
書

 
･
特
養
施
設
事
業
計
画
書

 
･
県
費
補
助
金
協
議
書

 
･
福
祉
貸
付
金
借
入
申
込
書

 
･
埼
玉
県
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
整
備
支
援
融
資
の
借
入
に
関
す
る
意
見
書
交
付
願

 
･
残
高
証
明
書

 
･
県
費
補
助
金
内
示
通
知

 
･
建
設
工
事
費
御
見
積
書

 
･
土
地
利
用
計
画
図

 
･
平
面
図
･
立
面
図
･
断
面
図

 
･
施
設
運
営
収
支
計
画
書

 
･
委
任
状

 
･
開
発
行
為
等
事
前
協
議
済
証

 
･
(
土
地
改
良
区
)
事
前
協
議
書

 
･
土
地
分
筆
登
記
受
領
証
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件
数

件
　
　
　
名

区
　
分
理
　
由

非
公
開
部
分

手
数
料
複
写
料
金

決
定
日

対
象
公
文
書

公
開
決
定
等
の
内
容

公
開
に
係
る
費
用

実
施
機
関

（
所
管
課
）

備
　
考

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

請
求
者

の
区
分

2
.
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
変
更
後
(
除
外
済
)
の
土
地
に
係
る
申
出
人
の
変
更
に
つ
い
て
(
伺
い
)
(
平
成

 
 
1
9
年
7
月
2
3
日
決
裁
)

 
･
起
案

 
･
申
出
書

 
･
委
任
状

 
･
(
変
更
)
理
由
書

 
･
印
鑑
登
録
証
明
書

 
･
埼
玉
県
社
会
福
祉
法
人
認
可
等
及
び
老
人
保
健
施
設
審
査
委
員
会
審
査
結
果
通
知

 
･
変
更
後
の
使
用
目
的
に
か
か
る
資
料

 
･
土
地
の
権
利
者
の
同
意
書

 
･
全
部
事
項
証
明
書
(
土
地
)

 
･
被
害
防
除
対
策
書

 
･
案
内
図

 
･
公
図
の
写
し

 
･
配
置
図

 
･
撮
影
方
向
図

 
･
近
隣
説
明
会
議
事
録

 
･
近
隣
住
民
へ
の
説
明
会
資
料

 
･
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
に
係
る
農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
申
出
書
(
平
成
1
7
年
1
2
月
2
7
日
受
付
第
2
2
号
)
の
写

 
 
し
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影
･
携
帯
電
話
番
号
及
び
法
人
の
登
記
済
印
の
印
影

※
※
※
※

1
.
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
に
係
る
農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
申
出
書
(
平
成
1
7
年
1
2
月
2
7
日
受
付
第
2
2

 
 
号
)

 
･
申
出
書

 
･
委
任
状

 
･
印
鑑
登
録
証
明
書

 
･
変
更
後
の
使
用
目
的
に
か
か
る
資
料

 
･
土
地
の
権
利
者
の
同
意
書

 
･
全
部
事
項
証
明
書
(
土
地
)

 
･
案
内
図

 
･
公
図
の
写
し

 
･
土
地
利
用
計
画
図

 
･
被
害
防
除
対
策
書

 
･
撮
影
方
向
図

 
･
障
害
児
(
者
)
福
祉
施
設
設
立
計
画
書
添
付
書
類
一
覧

※
※
※
※
※

1
.
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
に
係
る
農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
申
出
書
(
平
成
1
7
年
1
2
月
2
7
日
受
付
第
2
2
号
)

 
･
申
出
書
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影
･
携
帯
電
話
番
号
及
び
法
人
の
登
記
済
印
の
印
影

 
･
委
任
状
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影

 
･
印
鑑
登
録
証
明
書
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影
、
性
別
及
び
生
年
月
日

 
･
変
更
後
の
使
用
目
的
に
か
か
る
資
料
の
う
ち
、
生
年
月
日
及
び
職
業

 
･
土
地
の
権
利
者
の
同
意
書
の
う
ち
、
個
人
の
署
名
及
び
実
印
の
印
影

 
･
被
害
防
除
対
策
書
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影

 
･
社
会
福
祉
法
人
設
立
許
可
等
協
議
書
の
う
ち
、
整
備
資
金
計
画
欄
の
借
入
金
の
金
額
･
補
助
者
等
の
名
称
･
自
己

 
 
資
金
額
及
び
借
入
償
還
計
画
欄
の
元
金
の
金
額
･
利
子
分
計
の
金
額
･
合
計
の
金
額

 
･
障
害
児
(
者
)
施
設
設
計
計
画
書
の
う
ち
、
資
金
計
画
欄
の
借
入
先
の
名
称
･
借
入
金
の
金
額
･
そ
の
他
の
金
額
及

 
 
び
個
人
の
住
所
･
主
な
連
絡
先
･
職
業
(
た
だ
し
、
住
所
に
つ
い
て
は
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
何
人
も
登
記
事
項

 
 
証
明
書
等
の
交
付
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
除
く
)

 
･
全
部
事
項
証
明
書
(
戸
籍
)
(
た
だ
し
、
氏
名
欄
及
び
戸
籍
事
項
戸
籍
改
製
欄
の
部
分
を
除
く
)

 
･
見
積
書
の
う
ち
、
法
人
の
登
記
済
印
の
印
影
及
び
開
発
設
計
監
理
業
務
費
･
建
築
設
計
監
理
業
務
費
･
施
設
建
設

 
･
社
会
福
祉
法
人
設
立
許
可
等
協
議
書

 
･
障
害
児
(
者
)
施
設
設
計
計
画
書

 
･
都
市
計
画
図

 
･
農
業
振
興
地
域
図

 
･
工
事
工
程
表

 
･
平
面
図

 
･
賃
貸
借
確
約
書

 
･
地
上
権
設
定
確
約
書

 
･
全
部
事
項
証
明
書
(
戸
籍
)

 
･
賃
借
権
設
定
登
記
誓
約
書

 
･
地
上
権
設
定
登
記
誓
約
書

 
･
見
積
書

 
･
融
資
証
明

 
･
近
隣
住
民
へ
の
説
明
会
資
料

 
 
工
事
費
の
金
額
(
た
だ
し
、
開
発
設
計
監
理
業
務
費
、
建
築
設
計
監
理
業
務
費
及
び
施
設
建
設
工
事
費
の
合
計
の

 
 
金
額
を
除
く
)

 
･
融
資
証
明
の
う
ち
、
融
資
先
の
金
融
機
関
の
名
称
･
支
店
名
及
び
自
己
資
金
の
金
額

2
.
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
変
更
後
(
除
外
済
)
の
土
地
に
係
る
申
出
人
の
変
更
に
つ
い
て
(
伺
い
)
(
平
成
1
9
年
7
月

 
 
2
3
日
決
裁
)

 
･
申
出
書
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影
及
び
法
人
の
登
記
済
印
の
印
影

 
･
委
任
状
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影

 
･
(
変
更
)
理
由
書
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影

 
･
印
鑑
登
録
証
明
書
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影
、
性
別
及
び
生
年
月
日

 
･
変
更
後
の
使
用
目
的
に
か
か
る
資
料
の
う
ち
、
生
年
月
日
及
び
職
業

 
･
土
地
の
権
利
者
の
同
意
書
の
う
ち
、
個
人
の
署
名
及
び
実
印
の
印
影

 
･
被
害
防
除
対
策
書
の
う
ち
、
個
人
の
実
印
の
印
影

 
･
配
置
図
の
う
ち
、
施
設
の
間
取
り
及
び
そ
の
用
途

 
･
近
隣
説
明
会
出
席
者
名
簿
の
う
ち
、
氏
名
及
び
住
所
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件
数

件
　
　
　
名

区
　
分
理
　
由

非
公
開
部
分

手
数
料
複
写
料
金

決
定
日

対
象
公
文
書

公
開
決
定
等
の
内
容

公
開
に
係
る
費
用

実
施
機
関

（
所
管
課
）

備
　
考

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

請
求
者

の
区
分

 
･
近
隣
説
明
会
出
席
者
名
簿

 
･
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
に
係
る
農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
申
出
書
(
平
成
1
7
年
1
2
月
2
7
日
受
付
第
2
2

 
 
号
)
の
写
し

 
･
農
用
地
除
外
台
帳
(
重
要
変
更
台
帳
)
の
当
該
地
が
記
録
さ
れ
た
部
分
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件
数

件
　
　
　
名

区
　
分
理
　
由

非
公
開
部
分

手
数
料
複
写
料
金

2
1
1
9
.
1
1
.
2
平
成
1
9
年
9
月
1
日
か
ら
平
成
1
9
年

1
0
月
3
1
日
ま
で
に
工
事
が
完
了
し

た
非
自
己
用
の
分
譲
宅
地
･
建
売

住
宅
･
共
同
住
宅
の
都
市
計
画
法

に
基
づ
く
開
発
行
為
許
可
(
変
更
)

申
請
書
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計

説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内

図
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

そ
の
他

8

※

公
開

1
,
6
0
0
円

2
4
0
円

市
　
長

(
開
発
指
導
課
)
1
9
.
1
1
.
1
5

2
2
1
9
.
1
1
.
2
平
成
1
9
年
9
月
1
日
か
ら
平
成
1
9
年

1
0
月
3
1
日
ま
で
の
建
築
基
準
法
第

4
2
条
第
1
項
第
5
号
に
基
づ
く
道
路

位
置
指
定
(
変
更
･
廃
止
)
申
請
書

の
う
ち
、
申
請
書
及
び
道
路
位
置

図
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

そ
の
他

3

1
.
道
路
廃
止
申
請
書
(
平
成
1
9
年
9

 
 
月
1
2
日
第
2
号
)
の
う
ち
、
申
請

 
 
書
及
び
道
路
位
置
図
の
部
分
。

 
 
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

2
.
道
路
廃
止
申
請
書
(
平
成
1
9
年
1
0

 
 
月
1
5
日
第
3
号
)
の
う
ち
、
申
請

 
 
書
及
び
道
路
位
置
図
の
部
分
。

 
 
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

3
.
道
路
廃
止
申
請
書
(
平
成
1
9
年
1
0

 
 
月
2
3
日
第
4
号
)
の
う
ち
、
申
請

 
 
書
及
び
道
路
位
置
図
の
部
分
。

 
 
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

公
開

6
0
0
円

1
1
5
円

市
　
長

(
建
築
住
宅
課
)
1
9
.
1
1
.
1
4

中
島
地
区
の
開
発
に
つ
い
て
(
報

告
)
(
平
成
1
9
年
6
月
1
日
決
裁
)
の
う

ち
、
別
紙
4
の
根
拠
と
な
る
書
類

非
公
開
不
存
在

市
　
長

(
開
発
指
導
課
)
1
9
.
1
1
.
1
9

1

H
1
6
.
3
.
1
6
A
M
1
0
:
3
0
来
庁
記
録

(
中
島
地
区
の
開
発
に
つ
い
て
(
報

告
)
(
平
成
1
9
年
6
月
1
日
決
裁
)
の
う

ち
、
別
紙
5
の
根
拠
と
な
る
書
類
)

部
分
公
開
第
7
条

第
2
号

企
業
の
必
要
敷
地
面
積

0
円

1
0
円

中
島
地
区
の
開
発
に
つ
い
て
(
報

告
)
(
平
成
1
9
年
6
月
1
日
決
裁
)
の
う

ち
、
別
紙
5
の
平
成
1
6
年
3
月
1
5
日

以
前
の
書
類

非
公
開
不
存
在

※ 1
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
6
月
1
2
日
第
2
3
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

2
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
8
月
7
日
第
4
6
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

3
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
4
月
2
6
日
第
1
2
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

4
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
7
月
5
日
第
3
4
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

5
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
7
月
2
6
日
第
4
1
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

6
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
2
月
2
3
日
第
1
5
3
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

7
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
3
月
2
3
日
第
1
6
5
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

8
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
6
月
1
3
日
第
2
5
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

2
3

公
開
に
係
る
費
用

実
施
機
関

（
所
管
課
）

決
定
日

備
　
考

1
9
.
1
1
.
5
中
島
地
区
の
開
発
に
つ
い
て
(
報

告
)
(
平
成
1
9
年
6
月
1
日
決
裁
)
の

う
ち
、
別
紙
4
･
5
･
6
の
根
拠
と
な

る
書
類
及
び
別
紙
5
の
平
成
1
6
年
3

月
1
5
日
以
前
の
書
類
。
た
だ
し
、

法
人
そ
の
他
の
団
体
の
印
影
及
び

重
複
す
る
書
類
を
除
く

市
　
長

(
産
業
支
援
課
)

市
内
の

個
人

公
開
請
求
の
処
理
状
況
(１
１
月
分
)

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

請
求
者

の
区
分

対
象
公
文
書

公
開
決
定
等
の
内
容

1
9
.
1
1
.
1
9
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件
数

件
　
　
　
名

区
　
分
理
　
由

非
公
開
部
分

手
数
料
複
写
料
金

公
開
に
係
る
費
用

実
施
機
関

（
所
管
課
）

決
定
日

備
　
考

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

請
求
者

の
区
分

対
象
公
文
書

公
開
決
定
等
の
内
容

1

農
業
振
興
地
域
制
度

(
中
島
地
区
の
開
発
に
つ
い
て
(
報

告
)
(
平
成
1
9
年
6
月
1
日
決
裁
)
の
う

ち
、
別
紙
6
の
根
拠
と
な
る
書
類
)

公
開

0
円

4
0
円

市
　
長

(
農
政
課
)

1
9
.
1
1
.
1
9

2
4
1
9
.
1
1
.
9
1
.
平
成
2
0
年
度
特
別
支
援
学
級
在

 
 
籍
予
定
児
童
の
状
況
と
補
助
教

 
 
員
の
優
先
順
位
に
つ
い
て
(
小

 
 
学
校
)

2
.
平
成
2
0
年
度
特
別
支
援
学
級
在

 
 
籍
予
定
生
徒
の
状
況
と
補
助
教

 
 
員
の
優
先
順
位
に
つ
い
て
(
中

 
 
学
校
)

3
.
平
成
2
0
年
度
越
谷
市
内
小
中
学

 
 
校
通
常
の
学
級
に
在
籍
す
る
特

 
 
別
な
配
慮
を
要
す
る
児
童
生
徒

 
 
に
つ
い
て

市
内
の

個
人

教
育
委
員
会

(
指
 
 
導
 
 
課

教
育
セ
ン
タ
ー
)

1
9
.
1
1
.
1
2

取
下
げ

2

1
.
松
沢
勇
議
員
の
辞
職
に
伴
う
政

 
 
務
調
査
費
収
支
報
告
に
つ
い
て

 
 
(
伺
い
)
(
平
成
1
7
年
9
月
1
5
日
決

 
 
裁
)

2
.
樫
村
紀
元
議
員
の
辞
職
に
伴
う

 
 
政
務
調
査
費
収
支
報
告
に
つ
い

 
 
て
(
伺
い
)
(
平
成
1
7
年
1
0
月
3
1
日

 
 
決
裁
)

公
開

0
円

1
1
0
円

5

※
※

部
分
公
開
第
7
条

第
1
号

第
2
号

※
※
※

0
円
2
4
,
6
1
0
円

議
　
会

(
議
事
課
)

1
9
.
1
2
.
3

※
※
※

･
個
人
の
実
印
及
び
銀
行
印
(
実
印
又
は
銀
行
印
に
該
当
す
る
か
確
認
で
き
な
い
も
の
を
含
む
)
の
印
影

･
議
員
の
公
表
し
て
い
な
い
住
所
、
電
話
番
号
及
び
F
A
X
番
号
並
び
に
車
両
ナ
ン
バ
ー

･
議
員
の
取
引
金
融
機
関
の
名
称
(
取
引
金
融
機
関
が
判
別
で
き
る
部
分
を
含
む
)
、
支
店
名
(
店
番
号
)
、
住
所
、
電

 
話
番
号
、
預
金
種
別
(
科
目
)
、
口
座
番
号
及
び
取
引
(
差
引
)
残
高

･
議
員
の
預
金
通
帳
の
明
細
。
た
だ
し
、
政
務
調
査
費
に
関
す
る
部
分
を
除
く

･
議
員
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
会
社
名
(
会
社
名
が
判
別
で
き
る
部
分
を
含
む
)
、
会
員
番
号
及
び
利
用
明
細
。
た

 
だ
し
、
政
務
調
査
費
に
関
す
る
部
分
を
除
く

･
議
員
と
雇
用
契
約
等
を
し
た
個
人
の
住
所
及
び
印
影

･
議
員
の
遺
族
の
氏
名
及
び
印
影

･
法
人
そ
の
他
の
団
体
又
は
事
業
を
営
む
個
人
(
以
下
「
法
人
等
」
と
い
う
)
の
登
記
済
印
及
び
銀
行
印
(
登
記
済
印

 
又
は
銀
行
印
に
該
当
す
る
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
含
む
)
の
印
影

･
法
人
等
の
取
引
金
融
機
関
の
名
称
(
取
引
金
融
機
関
が
判
別
で
き
る
部
分
を
含
む
)
、
支
店
名
(
店
番
号
)
、
預
金
種

 
別
(
科
目
)
、
口
座
番
号
の
う
ち
、
当
該
法
人
等
が
外
部
に
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
も
の
(
当
該
法
人
等
が
外
部
に

 
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
含
む
)

2
5
1
9
.
1
1
.
1
9
平
成
1
6
年
度
以
降
の
政
務
調
査
費

収
支
報
告
書

市
内
に

事
務
所

を
有
す

る
法
人

※
※

1
.
平
成
1
6
年
度
(
4
～
3
月
)
政
務
調
査
費
収
支
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
(
伺
い
)
(
平
成
1
7
年
3
月
3
1
日
決

 
 
裁
)

2
.
平
成
1
7
年
度
(
4
～
3
月
)
政
務
調
査
費
収
支
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
(
伺
い
)
(
平
成
1
8
年
4
月
2
4
日
決

 
 
裁
)

3
.
平
成
1
8
年
度
政
務
調
査
費
収
支
報
告
書
(
会
派
)
の
提
出
に
つ
い
て
(
伺
い
)
(
平
成
1
9
年
5
月
1
1
日
決
裁
)

4
.
平
成
1
8
年
度
政
務
調
査
費
収
支
報
告
書
(
議
員
)
の
提
出
に
つ
い
て
(
伺
い
)
(
平
成
1
9
年
5
月
1
1
日
決
裁
)

5
.
故
大
熊
米
蔵
議
員
の
政
務
調
査
費
収
支
報
告
に
つ
い
て
(
伺
い
)
(
平
成
1
6
年
8
月
2
3
日
決
裁
)
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件
数

件
　
　
　
名

区
　
分
理
　
由

非
公
開
部
分

手
数
料
複
写
料
金

公
開
に
係
る
費
用

実
施
機
関

（
所
管
課
）

決
定
日

備
　
考

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

請
求
者

の
区
分

対
象
公
文
書

公
開
決
定
等
の
内
容

2
6
1
9
.
1
1
.
1
9
平
成
1
9
年
4
月
2
2
日
執
行
の
越
谷

市
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
選
挙
公

営
に
関
す
る
書
類
の
う
ち
、
選
挙

運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届

け
出
書
及
び
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約

届
け
出
書

市
内
に

事
務
所

を
有
す

る
法
人

8
3

※
※
※
※

部
分
公
開

第
7
条

第
1
号

第
2
号

第
4
号

※
※
※
※
※

0
円
8
.
1
9
0
円
選
挙
管
理
委
員
会
1
9
.
1
2
.
3

※
※
※
※
※

･
候
補
者
と
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
を
締
結
し
た
個
人
の
氏
名
、
住
所
、
自
動
車
登
録
番
号
、
印
影
、

 
郵
便
番
号
、
電
話
番
号
及
び
銀
行
名
･
支
店
名
･
口
座
名
･
口
座
番
号
･
ふ
り
が
な
･
口
座
名
義

･
候
補
者
の
印
影

･
法
人
そ
の
他
の
団
体
又
は
事
業
を
営
む
個
人
の
自
動
車
登
録
番
号
、
登
記
済
印
の
印
影
及
び
銀
行
名
･
支
店
名
･
口

 
座
名
･
口
座
番
号
。
た
だ
し
、
廃
業
し
た
法
人
を
除
く

･
取
締
役
常
務
、
店
長
等
の
個
人
の
印
影

1
6
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
1
6
日
第
1
6
号
)

1
7
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
1
7
号
)

1
8
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
1
日
第
1
8
号
)

1
9
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
1
9
号
)

2
0
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
1
日
第
2
0
号
)

2
1
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
2
日
第
2
1
号
)

2
2
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
2
2
号
)

2
3
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
1
日
第
2
3
号
)

2
4
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
1
日
第
2
4
号
)

2
5
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
2
6
号
)

2
6
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
2
7
号
)

2
7
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
1
日
第
2
8
号
)

2
8
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
4
月
2
7
日
第
2
9
号
)

2
9
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
2
日
第
3
0
号
)

3
0
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
3
1
号
)

※
※
※
※

1
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
1
号
)

2
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
2
号
)

3
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
3
号
)

4
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
4
月
2
7
日
第
4
号
)

5
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
4
月
2
3
日
第
5
号
)

6
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
2
日
第
6
号
)

7
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
2
日
第
7
号
)

8
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
1
6
日
第
8
号
)

9
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
9
号
)

1
0
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
1
0
号
)

1
1
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
2
日
第
1
1
号
)

1
2
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
1
2
号
)

1
3
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
2
日
第
1
3
号
)

1
4
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
1
4
号
)

1
5
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
1
5
号
)

3
1
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
3
2
号
)

3
2
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
3
3
号
)

3
3
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
3
4
号
)

3
4
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
3
5
号
)

3
5
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
3
6
号
)

3
6
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
3
7
号
)

3
7
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
3
8
号
)

3
8
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
3
9
号
)

3
9
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
4
0
号
)
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件
数

件
　
　
　
名

区
　
分
理
　
由

非
公
開
部
分

手
数
料
複
写
料
金

公
開
に
係
る
費
用

実
施
機
関

（
所
管
課
）

決
定
日

備
　
考

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

請
求
者

の
区
分

対
象
公
文
書

公
開
決
定
等
の
内
容

4
6
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
4
月
2
3
日
第
5
号
)

4
7
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
2
日
第
6
号
)

4
8
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
2
日
第
7
号
)

4
9
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
8
号
)

5
0
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
9
号
)

5
1
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
1
0
号
)

5
2
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
4
月
2
5
日
第
1
1
号
)

5
3
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
1
2
号
)

5
4
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
2
日
第
1
3
号
)

5
5
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
1
4
号
)

5
6
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
1
5
号
)

5
7
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
1
6
号
)

5
8
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
1
7
号
)

5
9
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
4
月
2
7
日
第
1
8
号
)

6
0
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
1
9
号
)

6
1
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
4
月
2
5
日
第
2
0
号
)

6
2
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
2
日
第
2
1
号
)

6
3
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
2
2
号
)

6
4
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
1
日
第
2
3
号
)

6
5
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
4
月
2
5
日
第
2
4
号
)

6
6
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
1
日
第
2
5
号
)

6
7
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
2
6
号
)

6
8
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
2
7
号
)

6
9
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
4
月
2
5
日
第
2
8
号
)

7
0
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
4
月
2
7
日
第
2
9
号
)

7
1
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
4
月
2
7
日
第
3
0
号
)

7
2
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
3
1
号
)

7
3
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
3
2
号
)

7
4
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
3
3
号
)

7
5
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
4
月
2
7
日
第
3
4
号
)

7
6
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
3
5
号
)

7
7
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
3
6
号
)

7
8
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
3
7
号
)

7
9
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
3
8
号
)

8
0
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
3
9
号
)

8
1
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
4
0
号
)

8
2
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
4
1
号
)

8
3
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
4
2
号
)

4
0
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
4
1
号
)

4
1
.
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
の
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
4
2
号
)

4
2
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
1
号
)

4
3
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
2
号
)

4
4
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
5
月
7
日
第
3
号
)

4
5
.
ポ
ス
タ
ー
作
成
契
約
届
け
出
書
(
平
成
1
9
年
4
月
2
5
日
第
4
号
)
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件
　
　
　
名
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分
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非
公
開
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手
数
料
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料
金

公
開
に
係
る
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用

実
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所
管
課
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備
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№
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求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

請
求
者

の
区
分

対
象
公
文
書

公
開
決
定
等
の
内
容

1

平
成
2
0
年
度
特
別
な
配
慮
を
要
す

る
児
童
生
徒
の
資
料
提
出
に
つ
い

て
(
伺
い
)
(
平
成
1
9
年
1
1
月
1
6
日
決

裁
)
。
た
だ
し
、
起
案
の
部
分
を
除

く (
請
求
の
内
容
の
1
及
び
3
に
該
当
す

る
公
文
書
)

部
分
公
開
第
7
条

第
1
号

氏
名
、
学
年
、
性
別
、

障
害
(
病
)
名
及
び
障
害

(
病
)
の
状
況
等

0
円

4
0
円

平
成
2
0
年
度
特
別
支
援
学
級
在
籍

予
定
生
徒
の
状
況
と
補
助
教
員
の

優
先
順
位
に
つ
い
て
(
中
学
校
)

非
公
開
不
存
在

教
育
委
員
会

(
指
 
 
導
 
 
課

教
育
セ
ン
タ
ー
)
1
9
.
1
2
.
1
0

2
7
1
9
.
1
1
.
2
7
1
.
平
成
2
0
年
度
特
別
支
援
学
級
在

 
 
籍
予
定
児
童
の
状
況
と
補
助
教

 
 
員
の
優
先
順
位
に
つ
い
て
(
小

 
 
学
校
)
。
た
だ
し
、
起
案
を
除

 
 
く
2
.
平
成
2
0
年
度
特
別
支
援
学
級
在

 
 
籍
予
定
生
徒
の
状
況
と
補
助
教

 
 
員
の
優
先
順
位
に
つ
い
て
(
中

 
 
学
校
)
。
た
だ
し
、
起
案
を
除

 
 
く
3
.
平
成
2
0
年
度
越
谷
市
内
小
中
学

 
 
校
通
常
の
学
級
に
在
籍
す
る
特

 
 
別
な
配
慮
を
要
す
る
児
童
生
徒

 
 
に
つ
い
て
。
た
だ
し
、
起
案
を

 
 
除
く

市
内
の

個
人
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件
数

件
　
　
　
名

区
　
分
理
　
由

非
公
開
部
分

手
数
料
複
写
料
金

越
谷
駅
東
口
再
開
発
事
業
に
係
る

資
料
の
う
ち
、
先
行
取
得
し
た
土

地
等
の
地
番
･
所
有
者
･
面
積
･
金
額

の
内
訳

2
0
.
1
.
2
1

取
下
げ

2

1
.
報
告
書
(
越
谷
駅
東
口
地
区
市
街

 
 
地
再
開
発
準
備
組
合
の
臨
時
総

 
 
会
に
つ
い
て
(
平
成
1
7
年
1
1
月
2
0

 
 
日
)
)

2
.
事
業
の
経
緯
の
う
ち
、
平
成
1
7

 
 
年
度
の
部
分

部
分
公
開
第
7
条

第
1
号

第
2
号

※

0
円

4
4
0
円

2
0
.
1
.
3
0

2
9
2
0
.
1
.
2
4
平
成
1
9
年
1
1
月
1
日
か
ら
平
成
1
9

年
1
2
月
3
1
日
ま
で
に
工
事
が
完
了

し
た
非
自
己
用
の
分
譲
宅
地
･
建

売
住
宅
･
共
同
住
宅
の
都
市
計
画

法
に
基
づ
く
開
発
行
為
許
可
(
変

更
)
申
請
書
の
う
ち
、
申
請
書
、

設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び

案
内
図
。
た
だ
し
、
印
影
を
除

く
。

な
お
、
変
更
申
請
が
あ
る
場
合
で

文
書
が
重
複
す
る
と
き
は
、
最
終

の
も
の
(
こ
の
場
合
は
、
当
初
許

可
の
申
請
書
を
含
む
)

そ
の
他

1
3

※
※

公
開

2
,
6
0
0
円

3
6
0
円

市
　
長

(
開
発
指
導
課
)

2
0
.
2
.
6

市
　
長

(
再
開
発
課
)

※ 1
.
報
告
書
(
越
谷
駅
東
口
地
区
市
街
地
再
開
発
準
備
組
合
の
臨
時
総
会
に
つ
い
て
(
平
成
1
7
年
1
1
月
2
0
日
)
)

 
･
｢
越
谷
駅
東
口
市
街
地
再
開
発
事
業
臨
時
総
会
資
料
(
株
式
会
社
大
林
組
)
｣
の
う
ち
、
｢
フ
ロ
ア
別
業
種
構
成
案
と
目
標
賃
料
案
｣
に
記
録
さ
れ
た
想
定
賃
料
の
額
･
出
店
意
向
が
あ
る
テ
ナ
ン
ト
の
名
称
、
｢
概
略
資
金
計
画

 
 
(
案
)
｣
に
記
録
さ
れ
た
支
出
･
収
入
の
金
額
･
構
成
比
(
た
だ
し
、
合
計
を
除
く
)
、
｢
概
算
床
価
格
(
案
)
｣
に
記
録
さ
れ
た
床
の
単
価
･
価
格
及
び
権
利
者
の
資
産
額
、
｢
用
途
別
･
所
有
区
分
別
床
価
格
(
延
床
面
積
あ
た
り
(
住

 
 
宅
を
除
く
)
)
｣
に
記
録
さ
れ
た
床
の
単
価
･
価
格
、
｢
A
街
区
:
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
」
に
記
録
さ
れ
た
候
補
テ
ナ
ン
ト
･
事
業
者
の
名
称
並
び
に
｢
B
街
区
:
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ク
ラ
ブ
」
に
記
録
さ
れ
た
候
補
テ
ナ
ン
ト
･
事
業

 
 
者
の
名
称

 
･
｢
商
業
施
設
の
事
業
化
案
(
株
式
会
社
タ
カ
ハ
都
市
科
学
研
究
所
)
｣
の
う
ち
、
｢
事
業
概
要
｣
に
記
録
さ
れ
た
権
利
床
価
額
･
保
留
床
価
額
及
び
｢
規
模
及
び
概
算
床
価
額
｣
に
記
録
さ
れ
た
権
利
床
価
額
･
保
留
床
価
額

 
･
｢
大
林
組
提
案
と
タ
カ
ハ
提
案
の
比
較
｣
の
う
ち
、
具
体
的
な
テ
ナ
ン
ト
等
の
名
称

 
･
｢
副
理
事
長
の
選
任
に
つ
い
て
｣
の
う
ち
、
副
理
事
長
の
辞
任
の
理
由

2
.
事
業
の
経
緯
の
う
ち
、
平
成
1
7
年
度
の
部
分

 
･
H
1
7
.
4
.
2
8
の
保
留
床
単
価

 
･
H
1
7
.
1
1
.
4
の
利
回
り
の
利
率

※
※

1
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
3
月
2
9
日
第
1
7
0
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

2
.
開
発
許
可
事
項
変
更
許
可
申
請
書
(
変
更
許
可
番
号
平
成
1
9
年
1
0
月
1
0
日
第
1
7
0
-
1
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
及
び
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

3
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
7
月
3
1
日
第
4
4
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

4
.
開
発
許
可
事
項
変
更
許
可
申
請
書
(
変
更
許
可
番
号
平
成
1
9
年
8
月
2
7
日
第
4
4
-
1
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
及
び
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

5
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
1
1
月
1
2
日
第
7
2
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

2
0
.
1
.
1
6

2
8

市
内
の

個
人

越
谷
駅
東
口
再
開
発
事
業
に
係
る

資
料
の
う
ち
、
先
行
取
得
し
た
土

地
等
の
地
番
･
所
有
者
･
面
積
･
金

額
の
内
訳
並
び
に
事
業
の
経
緯
を

ま
と
め
た
概
要
版
及
び
臨
時
総
会

の
報
告
書

公
開
請
求
の
処
理
状
況
(１
月
分
)

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

請
求
者

の
区
分

対
象
公
文
書

備
　
考

公
開
決
定
等
の
内
容

公
開
に
係
る
費
用

実
施
機
関

（
所
管
課
）

決
定
日
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件
数

件
　
　
　
名

区
　
分
理
　
由

非
公
開
部
分

手
数
料
複
写
料
金

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

請
求
者

の
区
分

対
象
公
文
書

備
　
考

公
開
決
定
等
の
内
容

公
開
に
係
る
費
用

実
施
機
関

（
所
管
課
）

決
定
日

3
0
2
0
.
1
.
2
4
平
成
1
9
年
1
1
月
1
日
か
ら
平
成
1
9

年
1
2
月
3
1
日
ま
で
の
建
築
基
準
法

第
4
2
条
第
1
項
第
5
号
に
基
づ
く
道

路
位
置
指
定
(
変
更
･
廃
止
)
申
請

書
の
う
ち
、
申
請
書
及
び
道
路
位

置
図
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

そ
の
他

2

1
.
道
路
廃
止
申
請
書
(
平
成
1
9
年
1
2

 
 
月
1
7
日
第
5
号
)
の
う
ち
、
申
請

 
 
書
及
び
道
路
位
置
図
の
部
分
。

 
 
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

2
.
道
路
廃
止
申
請
書
(
平
成
1
9
年
1
2

 
 
月
2
0
日
第
6
号
)
の
う
ち
、
申
請

 
 
書
及
び
道
路
位
置
図
の
部
分
。

 
 
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

公
開

4
0
0
円

8
0
円

市
　
長

(
建
築
住
宅
課
)

2
0
.
2
.
1

3
1
2
0
.
1
.
3
0
質
問
状
(
平
成
1
9
年
1
0
月
1
6
日
)
に

対
す
る
市
長
の
回
答
に
書
か
れ
て

い
た
平
成
1
9
年
9
月
及
び
1
0
月
に

実
施
し
た
聞
き
取
り
調
査
の
資
料
市
内
の

個
人

1

(
有
)
関
東
き
の
こ
セ
ン
タ
ー
の
苦

情
に
係
る
都
市
計
画
法
に
関
す
る

調
査
に
つ
い
て
(
報
告
)
(
平
成
1
9
年

1
1
月
9
日
決
裁
)
の
う
ち
、
起
案
、
6

ペ
ー
ジ
目
及
び
7
ペ
ー
ジ
目
の
部
分

部
分
公
開
第
7
条

第
1
号

個
人
(
法
人
の
活
動
に
属

す
る
個
人
を
除
く
)
の
氏

名
、
住
所
、
情
報
提
供

者
の
続
柄
及
び
責
任
者

と
○
○
氏
の
関
係

0
円

3
0
円

市
　
長

(
開
発
指
導
課
)
2
0
.
2
.
1
3

6
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
1
0
月
1
6
日
第
6
0
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

7
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
1
0
月
1
8
日
第
6
6
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

8
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
1
0
月
1
8
日
第
6
4
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

9
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
3
年
5
月
1
5
日
第
2
7
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

1
0
.
開
発
許
可
事
項
変
更
許
可
申
請
書
(
変
更
許
可
番
号
平
成
1
8
年
8
月
2
8
日
第
2
7
-
1
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

1
1
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
1
1
月
6
日
第
7
1
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

1
2
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
9
年
1
0
月
2
5
日
第
6
8
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

1
3
.
開
発
行
為
許
可
申
請
書
(
許
可
番
号
平
成
1
8
年
5
月
1
7
日
第
6
0
号
)
の
う
ち
、
申
請
書
、
設
計
説
明
書
(
裏
面
を
除
く
)
及
び
案
内
図
の
部
分
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く
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件
数

件
　
　
　
名

区
　
分
理
　
由

非
公
開
部
分

手
数
料
複
写
料
金

3
2
2
0
.
2
.
1
2
第
6
次
水
質
総
量
規
制
の
対
象
事

業
所
リ
ス
ト

そ
の
他

1
報
告
対
象
事
業
所
一
覧
(
第
6
次
総

量
規
制
対
象
事
業
所
リ
ス
ト
)

公
開

2
0
0
円

1
0
円

市
　
長

(
環
境
保
全
課
)
2
0
.
2
.
2
1

1

平
成
1
6
年
度
(
4
～
3
月
)
政
務
調
査

費
収
支
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て

(
伺
い
)
(
平
成
1
7
年
3
月
3
1
日
決
裁
)

の
う
ち
、
樫
村
紀
元
議
員
の
部
分

部
分
公
開
第
7
条

第
1
号

事
務
所
契
約
し
た
個
人

の
住
所
及
び
印
影

0
円

3
0
円

1

樫
村
紀
元
議
員
の
辞
職
に
伴
う
政

務
調
査
費
収
支
報
告
に
つ
い
て
(
伺

い
)
(
平
成
1
7
年
1
0
月
3
1
日
決
裁
)

公
開

0
円

7
0
円

3
4
2
0
.
2
.
2
1
平
成
1
9
年
度
版
自
治
会
長
名
簿
。

た
だ
し
、
住
所
及
び
電
話
番
号
を

除
く

そ
の
他

1

自
治
会
長
名
簿
平
成
1
9
年
度
(
平
成

1
9
年
6
月
1
日
現
在
)
。
た
だ
し
、
住

所
及
び
電
話
番
号
の
部
分
を
除
く

公
開

2
0
0
円

2
0
0
円

市
　
長

(
地
域
活
動

推
進
課
)

2
0
.
3
.
4

備
　
考

公
開
に
係
る
費
用

実
施
機
関

（
所
管
課
）

決
定
日

議
　
会

(
議
事
課
)

2
0
.
2
.
2
6

公
開
請
求
の
処
理
状
況
(２
月
分
)

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

請
求
者

の
区
分

対
象
公
文
書

公
開
決
定
等
の
内
容

3
3
2
0
.
2
.
2
0
1
.
平
成
1
6
年
度
(
4
～
3
月
)
政
務
調

 
 
査
費
収
支
報
告
書
の
提
出
に
つ

 
 
い
て
(
伺
い
)
(
平
成
1
7
年
3
月
3
1

 
 
日
決
裁
)
の
う
ち
、
樫
村
紀
元

 
 
議
員
の
部
分

2
.
樫
村
紀
元
議
員
の
辞
職
に
伴
う

 
 
政
務
調
査
費
収
支
報
告
に
つ
い

 
 
て
(
伺
い
)
(
平
成
1
7
年
1
0
月
3
1

 
 
日
決
裁
)

市
内
の

個
人
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件
数

件
　
　
　
名

区
　
分
理
　
由

非
公
開
部
分

手
数
料
複
写
料
金

3
5
2
0
.
3
.
2
4
西
大
袋
土
地
区
画
整
理
地
内
の
産

業
廃
棄
物
の
報
告
書

市
内
の

個
人

1
報
告
事
項
(
産
廃
に
つ
い
て
･
平
成

1
5
年
1
月
2
0
日
)

公
開

0
円

5
0
円

市
　
長

(
市
街
地
整
備
課
)
2
0
.
3
.
2
6

3
6
2
0
.
3
.
2
4
西
大
袋
土
地
区
画
整
理
地
内
の
う

ち
、
大
竹
1
～
7
番
地
及
び
大
竹
3
1

～
3
3
番
地
の
産
業
廃
棄
物
の
処
理

費
用
が
わ
か
る
書
類

市
内
の

個
人

5

※

公
開

0
円

8
2
0
円

市
　
長

(
市
街
地
整
備
課
)
2
0
.
4
.
3

3
7
2
0
.
3
.
2
5
西
大
袋
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係

る
産
業
廃
棄
物
処
分
の
方
針
決
定

と
そ
れ
に
至
る
経
緯
に
関
す
る
報

告
書

市
内
在

勤
者

1

報
告
事
項
(
産
廃
に
つ
い
て
･
平
成

1
5
年
1
月
2
0
日
)

公
開

0
円

5
0
円

市
　
長

(
市
街
地
整
備
課
)
2
0
.
3
.
2
6

※ 1
.
予
算
執
行
伺
書
(
平
成
1
5
年
8
月
4
日
決
裁
･
伝
票
番
号
0
0
2
2
2
5
3
-
0
0
0
)
の
う
ち
、
伺
書
、
街
路
網
図
、
平
成
1
5
年
度
単
独
実
施
合
算
設
計
書
の
1
ペ
ー
ジ
目
･
2
ペ
ー
ジ
目
･
3
ペ
ー
ジ
目
･
4
ペ
ー
ジ
目
、
平
成
1
5
年
度
補
助
実
施

 
 
単
独
設
計
書
の
1
ペ
ー
ジ
目
･
9
ペ
ー
ジ
目
･
1
0
ペ
ー
ジ
目
及
び
平
面
図
(
S
=
1
/
5
0
0
･
図
番
1
/
2
)
の
部
分

2
.
予
算
執
行
変
更
伺
書
(
平
成
1
7
年
1
2
月
8
日
決
裁
･
伝
票
番
号
0
0
1
7
5
5
3
-
0
0
1
)
の
う
ち
、
伺
書
、
街
路
網
図
、
平
成
1
7
年
度
変
更
実
施
設
計
書
の
1
ペ
ー
ジ
目
･
2
ペ
ー
ジ
目
･
3
ペ
ー
ジ
目
･
4
ペ
ー
ジ
目
･
5
ペ
ー
ジ
目
･
6
ペ
ー
ジ

 
 
目
･
7
ペ
ー
ジ
目
･
8
ペ
ー
ジ
目
･
9
ペ
ー
ジ
目
･
1
0
ペ
ー
ジ
目
･
1
9
ペ
ー
ジ
目
･
2
0
ペ
ー
ジ
目
･
2
1
ペ
ー
ジ
目
及
び
処
理
工
(
s
=
1
/
3
0
0
)
の
部
分

3
.
工
事
の
変
更
に
つ
い
て
(
伺
い
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【参 考】 公開請求の内容別件数 

平成１９年度  

請    求    内    容 件 数 

開発行為許可申請書等、開発に関する文書 ８ 

道路位置指定（変更・廃止）申請書 ６ 

水質汚濁防止法に基づく特定施設一覧等、環境に関する文書 ３ 

中島地区の工業団地に関する文書 ３ 

西大袋土地区画整理事業地内の産業廃棄物に関する文書 ３ 

小中学校補助教員の優先順位等に関する文書 ２ 

農地転用許可申請書等、農地の転用等に関する文書 ２ 

政務調査費収支報告書 ２ 

市議選の選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成に関する契約届け出書 １ 

消防法に基づく防火対象物に関する文書 １ 

新築建物等の住居表示に関する文書 １ 

小中学校のプールの材質、建設（改修）年度等に関する文書 １ 

（仮称）御殿町公園用地の買収に関する文書 １ 

霊廟の建設に関する文書 １ 

越谷駅東口再開発事業の事業経緯等に関する文書 １ 

自治会長名簿 １ 

 

平成１８年度  

請    求    内    容 件 数 

建築計画概要書等、建築に関する文書 ７ 

開発行為許可申請書等、開発に関する文書 ５ 

政務調査費収支報告書 ５ 

小中学校補助教員の予算・配置等に関する文書 ３ 

新旧対照表等、住居表示に関する文書 ２ 

分筆登記等、市道の整備に関する文書 ２ 

官民境界査定申請書 ２ 

移転契約書等、土地区画整理事業に関する文書 ２ 

幼稚園施設の増築に係る適合証明書 １ 

駐車場運営状況等に関する株主総会議案書 １ 

不動産鑑定評価書 １ 

政策会議会議録 １ 
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平成１７年度  

請    求    内    容 件 数 

道路用地買収等、市道の整備に関する文書 ９ 

官民境界査定等、道水路の管理に関する文書 ７ 

職員団体等との労使協定に関する文書 ６ 

交際費出納簿及び交際費支出規定 ４ 

汚染拡散防止計画作成報告書等、環境に関する文書 ３ 

建築計画概要書等、建築に関する文書 ３ 

開発指導要綱に基づく協議書 １ 

不動産鑑定評価書 １ 

小学校陸上競技大会実施アンケート １ 

姉妹都市提携２０周年記念使節団派遣事業に関する文書 １ 

ゴミ収集に係る予算及び実績に関する文書 １ 

墓地経営計画協議書 １ 

特別委員会書記録 １ 

住居表示台帳 １ 

所管課から監査委員に提出された文書 １ 

 

平成１６年度  

請    求    内    容 件 数 

土壌汚染状況調査結果報告書等、環境に関する文書 ７ 

業者選考・見積開札記録書等、委託関係文書 ４ 

開発行為等事前協議書等、開発に関する文書 ４ 

道路用地買収等、市道の整備に関する文書 ４ 

職員団体等との労使協定に関する文書 ３ 

建築確認済証等、建築に関する文書 ２ 

常任委員会書記録 ２ 

職員の処分説明書 １ 

住民基本台帳の閲覧申請書 １ 

廃棄物処分許可書等 １ 

転作等実施計画書 １ 

教職員健康診断調査票 １ 

学校給食費未納家庭状況調査に関する文書 １ 

市立病院の医療事故に関する文書 １ 
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第３ 個人情報保護制度の実施状況 

 

 １ 個人情報取扱事務の状況 

   実施機関が、個人情報を取り扱う事務を新たに開始したり、変更や廃止をし

ようとする場合は、越谷市個人情報保護条例に基づいて、収集する個人情報の

取扱事務の名称や目的、対象者の範囲や記録の項目などを記載した個人情報取

扱事務開始届出書等をあらかじめ市長に届け出なければなりません。 

   この個人情報取扱事務開始届出書等は、情報公開センターで閲覧することが

できます。 

   平成１８年度末の個人情報取扱事務の届出件数は１,５２９件で、その後の

平成２０年３月３１日までの１年間に、個人情報取扱事務の開始の届出が２６

件（前年度３６件）、変更の届出が４０件（前年度３７件）、廃止の届出が１

７件（前年度９件）あり、平成１９年度末の届出件数は１,５３８件となって

います（※平成１９年度末の届出件数＝平成１８年度末の届出件数＋開始届出

件数－廃止届出件数）。 

   なお、実施機関及び課別の個人情報取扱事務の届出状況については、表６の

とおりです。 

 

表６ 個人情報取扱事務の届出状況         （平成２０年３月３１日現在） 

１９年度届出件数 
実 施 機 関 及 び 課 

１８年度末 

の届出件数 開 始 変 更 廃 止 

１９年度末

の届出件数

市       長 １，１１１ ２４ ３２ １０ １，１２５

秘書課 １１ １ ２ ０ １２

広報広聴課 １５ １ ０ ０ １６

企画課 １８ ４ ０ ０ ２２

政策経営課 ５ ０ ２ ０ ５

財政課 ６ ０ ０ ０ ６

情報統計課 ５ ０ ０ ０ ５

財産管理課 ７ ０ ０ ０ ７

人権推進課 ２ ０ ０ ０ ２

文書法規課 １１ ２ ８ ０ １３

人事研修課 ２６ ２ ０ ０ ２８

契約課 ７ １ ０ ０ ８

総務管理課 １４ ０ ０ ０ １４

工事検査課 ２ １ ０ ０ ３

  

  

  

  

 

  

  

市民税課 ８ ０ ０ ０ ８
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資産税課 １０ ０ １ ０ １０
  

納税課 ４ ０ ０ ０ ４

  市民課 ２５ ０ ０ ０ ２５

 北部出張所 ０ ０ ０ ０ ０

 南部出張所 ０ ０ ０ ０ ０

  地域活動推進課 ２１ １ ０ ０ ２２

 危機管理課 ２０ ２ ３ １ ２１

 くらし安心課 ２６ ０ ３ ０ ２６

  社会福祉課 ２５ ０ ０ ０ ２５

  障害福祉課 ８０ １ ０ ０ ８１

 高齢介護課 ５０ １ １ ０ ５１

  国民健康保険課 ４５ ２ ５ ５ ４２

  市民健康課 ７０ １ １ ０ ７１

  児童福祉課 １１０ ０ １ ２ １０８

  保育課 ３５ ０ ０ ０ ３５

  環境資源課 ２４ ４ ２ ０ ２８

  環境保全課 ３７ ０ ０ ０ ３７

  産業支援課 ３０ ０ １ ０ ３０

  農政課 ４３ ０ ０ ２ ４１

  建設総務課 ９ ０ ０ ０ ９

  道路街路課 ２５ ０ １ ０ ２５

  治水課 １０ ０ ０ ０ １０

  下水道課 ９ ０ ０ ０ ９

  営繕課 １ ０ ０ ０ １

都市計画課 ３０ ０ １ ０ ３０  

  市街地整備課 １９ ０ ０ ０ １９

  再開発課 ２ ０ ０ ０ ２

  公園緑地課 １１ ０ ０ ０ １１

 開発指導課 ６ ０ ０ ０ ６

建築住宅課 ３８ ０ ０ ０ ３８  

  市立病院庶務課 ６０ ０ ０ ０ ６０

  市立病院医事課 ４０ ０ ０ ０ ４０

  出納課 ９ ０ ０ ０ ９

  消防本部総務課 １１ ０ ０ ０ １１

  消防本部予防課 １９ ０ ０ ０ １９

 消防本部警防課 ９ ０ ０ ０ ９
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消防本部指令課 ５ ０ ０ ０ ５  

  消防署本署 ６ ０ ０ ０ ６

教 育 委 員 会 ２６３ ２ ７ ７ ２５８

  総務課 ３８ ０ １ ０ ３８

  指導課 ３６ １ ５ ７ ３０

  学校課 ４５ ０ ０ ０ ４５

 給食課 ４ ０ ０ ０ ４

 生涯学習課 ８９ １ １ ０ ９０

  体育課 ２９ ０ ０ ０ ２９

 図書館 ２２ ０ ０ ０ ２２

選挙管理委員会 ２４ ０ １ ０ ２４

公平委員会  ４ ０ ０ ０ ４

監 査 委 員 ３ ０ ０ ０ ３

農業委員会 ３４ ０ ０ ０ ３４

固定資産評価審査委員会 ２ ０ ０ ０ ２

議   会 ２０ ０ ０ ０ ２０

土地開発公社 ２０ ０ ０ ０ ２０

越谷コミユニテイセンター ３４ ０ ０ ０ ３４

施設管理公社 １４ ０ ０ ０ １４

合        計 １，５２９ ２６ ４０ １７ １，５３８

※〔１９年度末の届出件数〕＝〔１８年度末の届出件数〕＋〔開始〕－〔廃止〕     
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 ２ 保有個人情報の目的外利用等の状況 

   実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超える保有個人情報の利用

（目的外利用）や、実施機関以外の者への保有個人情報の提供（外部提供）が

原則禁止されています。 

   しかし、すべての個人情報取扱事務にこの原則を適用すると、同じ情報を事

務ごとに何度も本人から収集することとなり、本人にとって負担となったり、

あるいは事務処理上非効率であったりします。そこで、一定の要件と手続きの

もとで目的外利用や外部提供を認めて、市民の利便性の向上と事務の円滑化を

図っています。 

   平成１９年度の目的外利用は７６３件で、外部提供は４９８件となっていま

す。 

   なお、実施機関及び課別の保有個人情報の目的外利用及び外部提供の状況に

ついては、表７のとおりです。 

 

表７ 保有個人情報の目的外利用等の状況 （平成２０年３月３１日現在） 

実 施 機 関 及 び 課 目的外利用 外部提供 

市       長 ６８８ ３７４

秘書課 ２ ３

広報広聴課 ０ ６

企画課 ０ ９

政策経営課 １ １

財政課 ０ １

情報統計課 ６ ３

財産管理課 ４ ２

人権推進課 ０ ０

文書法規課 ０ ９

人事研修課 ２ １０

契約課 ０ ０

総務管理課 ０ ２

工事検査課 ０ ３

市民税課 １３ ３

資産税課 １５ ２

納税課 １０ ４

市民課 １５ １４

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

北部出張所 ０ ０
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南部出張所 ０ ０
 

地域活動推進課 ２ ３

危機管理課 ９ ４
 

くらし安心課 ８ ９

  社会福祉課 ５０ １２

  障害福祉課 ４４ ３６

  高齢介護課 ５４ １２

  国民健康保険課 ４９ ２７

  市民健康課 ２３ ２０

  児童福祉課 １４４ ３２

  保育課 １９ ９

  環境資源課 ０ ９

  環境保全課 １０ ２２

  産業支援課 ４ ７

  農政課 ２４ ６

  建設総務課 ６ ０

  道路街路課 ３１ ８

  治水課 ８ １

  下水道課 ３ ２

  営繕課 ５ ０

  都市計画課 ８２ １７

  市街地整備課 ９ １０

  再開発課 ５ ０

  公園緑地課 ３ ０

  開発指導課 ３ １

  建築住宅課 １６ ８

市立病院庶務課 ０ １６

市立病院医事課 ２ ２４

出納課 ０ ０

消防本部総務課 ２ ３

消防本部予防課 ４ １

  

  

  

  

  

  消防本部警防課 ０ ０

  消防本部指令課 １ ０

  消防署本署 ０ ３
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教 育 委 員 会 ３９ ７６

  総務課 ６ ９

  指導課 １ ８

  学校課 ２２ １５

  給食課 ０ ０

  生涯学習課 １０ ３０

  体育課 ０ １３

  図書館 ０ １

選挙管理委員会 ６ ５

公平委員会  ２ １

監 査 委 員 １ ２

農業委員会 １４ ６

固定資産評価審査委員会 １ ０

議   会 ０ ８

土地開発公社 ９ １０

越谷コミユニテイセンター ２ ９

施設管理公社 １ ７

合          計 ７６３ ４９８

 

 

 ３ 保有個人情報の開示請求の件数及び処理状況 

   越谷市個人情報保護条例に基づく平成１９年度の保有個人情報の開示請求の

件数は１１件（平成１８年度は１２件）で、開示請求の対象となった公文書数

は２８文書（平成１８年度は１０文書）でした。 

   また、実施機関別の開示請求の件数及び処理状況は表８、課別の処理状況は

表９のとおりです。 
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表８ 実施機関別の開示請求の件数及び処理状況      （ ）内は平成１８年度 

処  理  状  況 
実 施 機 関 

請 求 

件 数 開 示 部分開示 不開示 取下げ 合 計 

９ ４ ７ ０ １ １２ 
市 長 

(10) (4) (4) (1) (1) (10) 

１ １ ０ １ ０ ２ 
教 育 委 員 会 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

０ ０ ０ ０ ０ ０ 
選挙管理委員会 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

０ ０ ０ ０ ０ ０ 
公 平 委 員 会 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

０ ０ ０ ０ ０ ０ 
監 査 委 員 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

１ ０ １ ０ ０ １ 
農 業 委 員 会 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

０ ０ ０ ０ ０ ０ 
固定資産評価審査委員会 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

０ ０ ０ ０ ０ ０ 
議 会 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

０ ０ ０ ０ ０ ０ 
土 地 開 発 公 社 

(2) (1) (0) (1) (0) (2) 

０ ０ ０ ０ ０ ０ 
越谷コミユニテイセンター 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

０ ０ ０ ０ ０ ０ 
施 設 管 理 公 社 

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

１１ ５ ８ １ １ １５ 
合    計 

(12) (5) (4) (2) (1) (12) 

※ １件の請求で複数の文書が対象となる場合は、１件に対し複数の決定が行 

われることがあるため、請求件数と処理状況の合計は一致しないことがあり 

ます。 
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表９ 課別の処理状況 

処   理   状   況 
課 名 

開 示 部分開示 不開示 取下げ 合 計 

広報広聴課 ０ １ ０ ０ １ 

市民課 ０ １ ０ １ ２ 

くらし安心課 ０ １ ０ ０ １ 

高齢介護課 ２ １ ０ ０ ３ 

市立病院医事課 １ １ ０ ０ ２ 

消防本部予防課 ０ １ ０ ０ １ 

市 
 
 

長 

消防本部警防課 １ １ ０ ０ ２ 

小      計 ４ ７ ０ １ １２ 

教 育 
委員会 

学校課 １ ０ １ ０ ２ 

農 業 委 員 会 ０ １ ０ ０ １ 

合       計 ５ ８ １ １ １５ 

 

 

 ４ 不開示決定等の理由 

   不開示１件については、文書不存在によるものです。また、部分開示８件に

ついては、個人情報保護条例第１５条第１号の第三者に関する情報、第４号の

公共の安全等に関する情報並びに第６号オの事務又は事業の適正な遂行を著し

く困難にする情報に該当するとしたものです。 

 

 

 ５ 開示請求の処理状況 

   開示請求の処理状況は、表１０のとおりです。 

 

 

 ６ 保有個人情報の訂正等請求の件数及び処理状況 

   平成１９年度は、保有個人情報の訂正等の請求はありませんでした。 
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件
数

件
　
　
　
　
名

区
　
分

理
　
由

不
開
示
部
分

1
1
9
.
5
.
1
4
住
民
票
の
写
し
等
請
求
書
(
平
成

1
8
年
7
月
～
平
成
1
9
年
5
月
分
)

市
　
長

（
市
民
課
）

1
9
.
5
.
2
8

取
下
げ

件
数

件
　
　
　
　
名

区
　
分

理
　
由

不
開
示
部
分

1
災
害
出
場
報
告
書
(
平
成
○
○
年

○
○
月
○
○
日
)

開
示

1
0
円

2

1
.
出
場
表
(
平
成
○
○
年
○
○
月

 
 
○
○
日
)

2
.
そ
の
他
の
災
害
受
信
記
録
報
告

 
 
書
(
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○

 
 
日
)

部
分
開
示

第
1
5
条

第
１
号

･
出
場
表
(
平
成
○
○
年
○

 
○
月
○
○
日
)
の
う
ち
、

 
通
報
者
及
び
法
人
社
員

 
の
氏
(
名
字
)
及
び
性
別

･
そ
の
他
の
災
害
受
信
記

 
録
報
告
書
(
平
成
○
○
年

 
○
○
月
○
○
日
)
の
う

 
ち
、
通
報
者
の
氏
(
名

 
字
)
、
性
別
及
び
電
話
番

 
号

3
0
円

1
9
.
7
.
1
7

2
1
9
.
7
.
4
大
竹
○
○
-
○
○
の
災
害
出
場
報

告
書
、
出
場
表
及
び
そ
の
他
の
災

害
受
信
記
録
報
告
書

市
　
長

（
警
防
課
）

複
写
料
金

実
施
機
関

（
所
管
課
）

決
定
日

備
　
考

開
示
請
求
の
処
理
状
況
(７
月
分
)

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

対
象
保
有
個
人
情
報

開
示
決
定
等
の
内
容

複
写
料
金

実
施
機
関

（
所
管
課
）

決
定
日

備
　
考

表
１
０
　
開
示
請
求
の
処
理
状
況
(５
月
分
)

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

対
象
保
有
個
人
情
報

開
示
決
定
等
の
内
容

-36-



件
数

件
　
　
　
　
名

区
　
分

理
　
由

不
開
示
部
分

1

小
学
校
児
童
指
導
要
録

(
小
学
校
1
年
生
か
ら
6
年
生
ま
で

の
学
籍
に
関
す
る
記
録
及
び
小
学

校
1
年
生
か
ら
3
年
生
ま
で
の
指
導

に
関
す
る
記
録
)

開
示

2
0
円

小
学
校
児
童
指
導
要
録

(
小
学
校
4
年
生
か
ら
6
年
生
ま
で

の
指
導
に
関
す
る
記
録
)

不
開
示

不
存
在

4
1
9
.
1
1
.
8
戸
籍
の
全
部
事
項
証
明
書
と
住
民

票
の
写
し
の
請
求
書
(
平
成
1
9
年

1
0
月
1
0
日
～
平
成
1
9
年
1
0
月
1
9

日
)
。
た
だ
し
、
本
人
申
請
を
除

く

2

1
.
戸
籍
謄
本
等
職
務
上
請
求
書

 
 
(
平
成
1
9
年
1
0
月
1
9
日
)

2
.
住
民
票
の
写
し
等
職
務
上
請
求

 
 
書
(
平
成
1
9
年
1
0
月
1
9
日
)

部
分
開
示

第
1
5
条

第
１
号

請
求
者
の
事
務
所
の
電
話

番
号
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号

及
び
職
印
の
印
影

2
0
円

市
　
長

（
市
民
課
）

1
9
.
1
1
.
1
9

複
写
料
金

実
施
機
関

（
所
管
課
）

決
定
日

備
　
考

開
示
請
求
の
処
理
状
況
(１
１
月
分
)

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

対
象
保
有
個
人
情
報

開
示
決
定
等
の
内
容

1
9
.
1
1
.
2
0

3
1
9
.
1
1
.
7
小
学
校
の
成
績
に
関
す
る
一
切
の

文
書

教
育
委
員
会

（
学
校
課
）
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件
数

件
　
　
　
　
名

区
　
分

理
　
由

不
開
示
部
分

5

1
.
入
院
診
療
録
(
平
成
○
○
年
○

 
 
○
月
○
○
日
～
平
成
○
○
年
○

 
 
○
月
○
○
日
)

2
.
入
院
診
療
録
(
平
成
○
○
年
○

 
 
○
月
○
○
日
～
平
成
○
○
年
○

 
 
○
月
○
○
日
)

3
.
入
院
診
療
録
(
平
成
○
○
年
○

 
 
○
月
○
○
日
～
平
成
○
○
年
○

 
 
○
月
○
○
日
)

4
.
放
射
線
科
フ
ァ
イ
ル

5
.
エ
ッ
ク
ス
線
写
真

開
示

4
4
,
1
0
0
円

4

1
.
外
来
診
療
録

2
.
入
院
診
療
録
(
平
成
○
○
年
○

 
 
○
月
○
○
日
～
平
成
○
○
年
○

 
 
○
月
○
○
日
)

3
.
入
院
診
療
録
(
平
成
○
○
年
○

 
 
○
月
○
○
日
～
平
成
○
○
年
○

 
 
○
月
○
○
日
)

4
.
入
院
診
療
録
(
平
成
○
○
年
○

 
 
○
月
○
○
日
～
平
成
○
○
年
○

 
 
○
月
○
○
日
)

部
分
開
示

第
1
5
条

第
１
号

第
４
号

･
亡
父
以
外
の
個
人
の
銀

 
行
名
･
支
店
名
･
口
座
番

 
号
･
印
影
及
び
ぼ
印

･
開
業
医
個
人
の
印
影

6
.
5
7
0
円

6
1
9
.
1
2
.
1
3
亡
父
の
要
介
護
認
定
履
歴
。
た
だ

し
、
詳
細
情
報
欄
の
部
分
を
除
く

1
要
介
護
認
定
履
歴
。
た
だ
し
、
詳

細
情
報
欄
の
部
分
を
除
く

開
示

1
0
円

市
　
長

（
高
齢
介
護
課
）

1
9
.
1
2
.
1
7

7
1
9
.
1
2
.
1
7
相
模
町
一
丁
目
○
○
-
○
○
で
発

生
し
た
火
災
調
査
報
告
書
及
び
火

災
概
況
即
報

2

※

部
分
開
示

第
1
5
条

第
１
号

第
６
号

オ

※
※

3
7
0
円

市
　
長

（
予
防
課
）

1
9
.
1
2
.
2
8

開
示
請
求
の
処
理
状
況
(１
２
月
分
)

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

対
象
保
有
個
人
情
報

開
示
決
定
等
の
内
容

複
写
料
金

実
施
機
関

（
所
管
課
）

決
定
日

備
　
考

※ 1
.
火
災
調
査
報
告
書
に
つ
い
て
(
報
告
)
(
平
成
1
3
年
3
月
1
4
日
決
裁
)

 
･
起
案

 
･
火
災
調
査
報
告
書

 
･
火
災
原
因
判
定
書

 
･
実
況
見
分
調
書

 
･
質
問
調
書
(
本
人
)

 
･
質
問
調
書
(
第
三
者
)

 
･
第
1
通
報
者
の
供
述

 
･
火
災
損
害
集
計
表

 
･
建
物
損
害
明
細
書

 
･
動
産
損
害
明
細
書

 
･
死
傷
者
調
査
明
細
書
(
本
人
)

 
･
死
傷
者
調
査
明
細
書
(
消
防
職
員
)

※
※

1
.
火
災
調
査
報
告
書
に
つ
い
て
(
報
告
)
(
平
成
1
3
年
3
月
1
4
日
決
裁
)

 
･
火
災
原
因
判
定
書
に
記
録
さ
れ
た
開
示
請
求
者
以
外
の
者
の
供
述

 
･
質
問
調
書
(
第
三
者
)

 
･
第
1
通
報
者
の
供
述

 
･
死
傷
者
調
査
明
細
書
(
消
防
職
員
)
に
記
録
さ
れ
た
消
防
職
員
の
年
齢

2
.
火
災
概
況
即
報
(
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
)

 
･
第
1
通
報
者
、
第
2
通
報
者
及
び
初
期
消
火
協
力
者
の
住
所
･
氏
名
･
電
話
番
号

 
･
開
示
請
求
者
以
外
の
死
傷
者
の
年
齢

5
1
9
.
1
2
.
6
亡
父
の
カ
ル
テ
、
各
種
検
査
･
結

果
、
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
、
手
術
記

録
、
看
護
日
誌
ほ
か
同
人
の
医
療

に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
一
切
の
書

類

市
　
長

（
医
事
課
）

1
9
.
1
2
.
2
0

 
･
図
面
(
N
o
.
1
～
3
)

 
･
火
災
現
場
写
真
綴

2
.
火
災
概
況
即
報
(
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
)
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件
数

件
　
　
　
　
名

区
　
分

理
　
由

不
開
示
部
分

8
2
0
.
1
.
4
市
長
へ
の
手
紙
等
受
付
カ
ー
ド

(
整
理
番
号
○
○
○
)

1

市
長
へ
の
手
紙
等
受
付
カ
ー
ド

(
平
成
1
9
年
度
整
理
番
号
○
○
○
)

部
分
開
示

第
1
5
条

第
１
号

･
提
案
者
の
年
齢
及
び
電

 
話
番
号

･
提
案
者
を
除
く
個
人
の

 
氏
名
、
財
産
･
収
入
に
関

 
す
る
情
報
及
び
病
名

･
｢
市
長
へ
の
手
紙
｣
に
添

 
付
さ
れ
た
書
類
及
び
そ

 
の
書
類
か
ら
の
引
用
部

 
分

7
0
円

市
　
長

（
広
報
広
聴
課
）

2
0
.
1
.
1
6

決
定
日

備
　
考

開
示
請
求
の
処
理
状
況
(１
月
分
)

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

対
象
保
有
個
人
情
報

開
示
決
定
等
の
内
容

複
写
料
金

実
施
機
関

（
所
管
課
）
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件
数

件
　
　
　
　
名

区
　
分

理
　
由

不
開
示
部
分

9
2
0
.
3
.
7
消
費
生
活
相
談
カ
ー
ド

1

消
費
生
活
相
談
カ
ー
ド
(
受
付
番

号
○
○
)

部
分
開
示

第
1
5
条

第
６
号

オ

メ
モ
欄
の
記
録
の
う
ち
、

契
約
先
事
業
者
の
記
録
の

一
部
分

2
0
円

市
　
長

(
く
ら
し
安
心
課
)
2
0
.
3
.
2
1

5

1
.
要
介
護
申
請
履
歴

2
.
介
護
保
険
要
介
護
認
定
･
要
支

 
 
援
認
定
申
請
書
(
平
成
1
8
年
1
0

 
 
月
3
1
日
受
付
)

3
.
認
定
調
査
票
(
平
成
1
8
年
1
1
月
2

 
 
日
実
施
)

4
.
介
護
保
険
要
介
護
認
定
･
要
支

 
 
援
認
定
区
分
変
更
申
請
書
(
平

 
 
成
1
9
年
3
月
1
日
受
付
)
。
た
だ

 
 
し
、
印
影
を
除
く

5
.
認
定
調
査
票
(
平
成
1
9
年
3
月
9

 
 
日
実
施
)

開
示

9
0
円

2

1
.
主
治
医
意
見
書
(
平
成
1
8
年
1
1

 
 
月
1
6
日
記
入
)
。
た
だ
し
、
印

 
 
影
を
除
く

2
.
主
治
医
意
見
書
(
平
成
1
9
年
3
月

 
 
1
0
日
記
入
)

部
分
開
示

第
1
5
条

第
１
号

主
治
医
の
自
署

4
0
円

1
1
2
0
.
3
.
1
9
農
地
法
第
3
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
書
一
式
(
平
成
○
○
年
○

○
月
○
○
日
申
請
)

1

農
地
法
第
3
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
書
(
平
成
○
○
年
○
○
月

○
○
日
受
付
第
○
○
号
)
。
た
だ

し
、
譲
受
人
の
住
民
票
を
除
く

部
分
開
示

第
1
5
条

第
１
号

･
譲
受
人
の
印
影

･
貸
人
の
住
所
、
氏
名
、

 
印
影

1
3
0
円

農
業
委
員
会

2
0
.
4
.
2

2
0
.
4
.
2

1
0
2
0
.
3
.
1
9
亡
母
の
要
介
護
申
請
履
歴
と
そ
の

申
請
書
、
医
師
意
見
書
及
び
訪
問

調
査
票
。
た
だ
し
、
印
影
を
除
く

市
　
長

（
高
齢
介
護
課
）

開
示
請
求
の
処
理
状
況
(３
月
分
)

№
請
求
日

請
　
求
　
の
　
内
　
容

対
象
保
有
個
人
情
報

開
示
決
定
等
の
内
容

複
写
料
金

実
施
機
関

（
所
管
課
）

決
定
日

備
　
考
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第４ 情報公開・個人情報保護審査会の運営状況 

  

１ 情報公開・個人情報保護審査会 

審査会は、情報公開請求に対する決定及び保有個人情報の開示・訂正等の請

求に対する決定について、不服があった場合の救済機関で、公平で迅速な審査

を行う第三者機関として、実施機関からの諮問に応じて審査し、答申する市長

の附属機関です。 

諮問した実施機関は、審査会の答申を尊重して、当該異議申立てについての

決定をします。 

審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度に識見を有する３人の委員で

構成されています（表１１）。 

 

表１１ 審査会委員       （平成２０年３月３１日現在） 

氏  名 備  考 

右 崎 正 博 会     長 

茅 沼 英 幸 会長職務代理者 

近 藤   勲  

 

 

２ 不服申立ての状況 

平成１９年度は、情報公開請求に対する部分公開決定について異議申立てが

１件（第７号事案）あり、実施機関は、審査会の答申を踏まえて、平成２０年

１月に棄却の決定を行っています。 

また、平成１８年度に諮問され、審査が継続となっていた第６号事案につい

ても、実施機関は、平成１９年５月に棄却の決定を行っています。 

異議申立ての処理状況は、表１２のとおりです。 

 

 

３ 審査会の開催状況 

平成１９年度は、審査会は７回開催されています。 

審査会の開催状況は、表１３のとおりです。 
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公
開
決
定

等
の
区
分

理
由

非
公
開
部
分

諮
問
年
月
日
答
申
年
月
日

答
申
の
内
容

年
月
日

内
容

1
1
8
.
1
2
.
2
3

※

部
分
公
開

第
7
条

第
1
号

第
2
号

※
※

1
9
.
1
.
2
6

1
9
.
4
.
2
7
実
施
機
関
の
決
定
は
、
妥
当

で
あ
る

1
9
.
5
.
2
1

棄
却

市
　
長

(
企
画
課
)

表
１
２
　
異
議
申
立
て
の
処
理
状
況
（
第
６
号
事
案
）

※
※

1
.
平
成
1
5
年
度
株
式
会
社
パ
ル
テ
き
た
こ
し
定
時
株
主
総
会
議
案
書
(
た
だ
し
、
第
3
号
議
案
、
第
4
号
議
案
及
び
第
5
号
議
案
を
除
く
)
の
う
ち
、
貸
借
対
照
表
の
金
額
欄
の
額
、
損
益
計
算
書
の
金
額
欄
の
額
、
販
売
費
及
び

 
 
一
般
管
理
費
の
金
額
欄
の
額
、
利
益
金
処
分
計
算
書
の
金
額
欄
の
額
、
パ
ル
テ
き
た
こ
し
売
上
/
客
数
実
績
《
1
4
年
度
》
の
店
舗
別
(
東
急
ス
ト
ア
～
キ
ッ
ズ
ラ
ン
ド
)
売
上
欄
の
額
･
店
舗
別
(
東
急
ス
ト
ア
～
キ
ッ
ズ
ラ
ン

 
 
ド
)
客
数
欄
の
客
数
･
店
舗
総
売
上
欄
の
額
･
1
時
間
券
回
収
金
額
換
算
欄
の
額
･
3
0
分
券
回
収
金
額
換
算
欄
の
額
･
現
金
収
入
欄
の
額
･
店
舗
別
(
東
急
ス
ト
ア
～
パ
ル
テ
)
固
定
収
入
欄
の
額
(
た
だ
し
、
ほ
っ
と
越
谷
を
除
く
)

 
 
･
テ
ナ
ン
ト
定
期
小
計
欄
の
額
･
住
宅
棟
収
入
欄
の
額
･
個
人
負
担
分
欄
の
額
･
大
京
負
担
分
欄
の
額
･
満
車
時
差
額
欄
の
額
･
サ
ー
ビ
ス
券
販
売
実
績
欄
の
額
･
時
間
延
長
照
明
費
(
管
理
組
合
負
担
)
欄
の
額
･
駐
車
場
総
収
入

 
 
欄
の
額

1
.
平
成
1
5
年
度
株
式
会
社
パ
ル
テ
き
た
こ
し
定
時
株
主
総
会
議
案
書
(
た
だ
し
、
第
3
号
議
案
、
第
4
号
議
案
及
び
第
5
号
議
案
を
除
く
)
の
う
ち
、
監
査
報
告
書
の
監
査
役
の
印
影

2
.
平
成
1
6
年
度
株
式
会
社
パ
ル
テ
き
た
こ
し
定
時
株
主
総
会
議
案
書
(
た
だ
し
、
第
3
号
議
案
、
第
4
号
議
案
、
第
5
号
議
案
及
び
第
6
号
議
案
を
除
く
)
 
の
う
ち
、
パ
ル
テ
き
た
こ
し
売
上
/
客
数
実
績
《
1
5
年
度
》
の
店
舗
別

 
 
(
東
急
ス
ト
ア
～
キ
ッ
ズ
ラ
ン
ド
)
売
上
欄
の
額
･
店
舗
別
(
東
急
ス
ト
ア
～
キ
ッ
ズ
ラ
ン
ド
)
客
数
欄
の
客
数
･
店
舗
総
売
上
欄
の
額
、
パ
ル
テ
き
た
こ
し
売
上
/
客
数
前
年
比
《
1
5
年
度
》
の
店
舗
別
(
東
急
ス
ト
ア
～
キ
ッ

 
 
ズ
ラ
ン
ド
)
売
上
(
%
)
欄
の
数
値
･
店
舗
別
(
東
急
ス
ト
ア
～
キ
ッ
ズ
ラ
ン
ド
)
客
数
(
%
)
欄
の
数
値
･
店
舗
総
売
上
(
%
)
欄
の
数
値
･
1
時
間
券
回
収
金
額
換
算
欄
の
額
(
欄
外
の
前
年
度
及
び
差
額
の
額
を
含
む
)
･
3
0
分
券
回
収
金

 
 
額
換
算
欄
の
額
(
欄
外
の
前
年
度
及
び
差
額
の
額
を
含
む
)
･
現
金
収
入
欄
の
額
(
欄
外
の
前
年
度
及
び
差
額
の
額
を
含
む
)
･
テ
ナ
ン
ト
定
期
欄
の
額
(
欄
外
の
前
年
度
及
び
差
額
の
額
を
含
む
)
･
住
宅
棟
収
入
欄
の
額
(
欄
外

 
 
の
前
年
度
及
び
差
額
の
額
を
含
む
)
･
個
人
負
担
分
欄
の
額
･
大
京
負
担
分
欄
の
額
･
満
車
時
差
額
欄
の
額
･
未
収
金
欄
の
額
･
サ
ー
ビ
ス
券
販
売
実
績
欄
の
額
(
欄
外
の
前
年
度
及
び
差
額
の
額
を
含
む
)
･
駐
車
場
時
間
延
長
照

 
 
明
費
そ
の
他
収
入
欄
の
額
･
駐
車
場
総
収
入
欄
の
額
(
欄
外
の
前
年
度
及
び
差
額
の
額
を
含
む
)
･
駐
車
場
管
理
費
等
固
定
支
出
水
光
熱
費
そ
の
他
諸
経
費
欄
の
額
･
収
支
(
販
売
実
績
)
欄
の
額
(
欄
外
の
前
年
度
及
び
差
額
の

 
 
額
を
含
む
)
･
欄
外
の
月
当
た
り
の
管
理
費
及
び
1
4
年
度
管
理
費
の
額
･
欄
外
の
月
当
た
り
の
委
託
費
及
び
4
月
～
9
月
ま
で
の
月
当
た
り
の
委
託
費
並
び
に
差
額
の
額
･
欄
外
の
月
当
た
り
の
5
階
年
間
費
及
び
年
当
た
り
の
管

 
 
理
組
合
借
地
料
の
額
･
欄
外
の
月
当
た
り
の
ゴ
ミ
処
理
費
の
額
･
欄
外
の
月
当
た
り
の
借
入
金
返
済
の
額
並
び
に
金
融
公
庫
借
入
返
済
の
額
及
び
無
利
子
融
資
返
済
の
額
並
び
に
1
0
.
5
9
%
(
駐
車
場
価
格
)
の
も
と
に
な
る
借
入

 
 
金
の
額
･
欄
外
の
月
当
た
り
の
固
定
資
産
税
の
額
及
び
年
間
の
固
定
資
産
税
の
額
･
欄
外
の
月
当
た
り
の
セ
コ
ム
リ
ー
ス
の
額
･
欄
外
の
月
当
た
り
の
機
械
保
険
の
額
、
貸
借
対
照
表
の
金
額
欄
の
額
、
損
益
計
算
書
の
金
額

 
 
欄
の
額
、
販
売
費
及
び
一
般
管
理
費
の
金
額
欄
の
額
(
手
書
き
で
記
録
さ
れ
た
額
を
含
む
)
、
利
益
金
処
分
計
算
書
の
金
額
欄
の
額
、
残
高
証
明
書
に
印
字
さ
れ
た
銀
行
名
(
マ
ー
ク
を
含
む
)
･
銀
行
名
を
判
読
す
る
こ
と
が

 
 
で
き
る
印
影
･
預
金
の
科
目
(
種
類
又
は
勘
定
)
欄
の
預
金
種
別
･
取
引
番
号
(
口
座
番
号
)
欄
の
取
引
番
号
(
口
座
番
号
)
･
金
額
欄
の
額
･
合
計
欄
の
額
･
銀
行
名
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
銀
行
の
住
所
･
銀
行
名
を
特
定
す
る

 
 
こ
と
が
で
き
る
銀
行
の
電
話
番
号
･
(
内
決
済
未
確
認
証
券
類
)
欄
の
額

2
.
平
成
1
6
年
度
株
式
会
社
パ
ル
テ
き
た
こ
し
定
時
株
主
総
会
議
案
書
(
た
だ
し
、
第
3
号
議
案
、
第
4
号
議
案
、
第
5
号
議
案
及
び
第
6
号
議
案
を
除
く
)
の
う
ち
、
監
査
報
告
書
の
監
査
役
の
印
影

3
.
平
成
1
7
年
度
株
式
会
社
パ
ル
テ
き
た
こ
し
定
時
株
主
総
会
議
案
書
(
た
だ
し
、
第
3
号
議
案
、
第
4
号
議
案
及
び
第
5
号
議
案
を
除
く
)
の
う
ち
、
貸
借
対
照
表
の
当
期
欄
･
前
期
欄
･
差
額
欄
の
額
及
び
前
期
対
比
欄
の
数
値
、

 
 
損
益
計
算
書
の
当
期
欄
･
前
期
欄
･
差
額
欄
の
額
及
び
前
期
対
比
欄
の
数
値
、
販
売
費
及
び
一
般
管
理
費
の
当
期
欄
･
前
期
欄
･
差
額
欄
の
額
及
び
前
期
対
比
欄
の
数
値
、
利
益
金
処
分
計
算
書
(
案
)
の
当
期
欄
･
前
期
欄
･
差
額

 
 
欄
の
額
及
び
前
期
対
比
欄
の
数
値
、
残
高
証
明
書
に
印
字
さ
れ
た
銀
行
名
(
マ
ー
ク
を
含
む
)
･
銀
行
名
を
判
読
す
る
こ
と
が
で
き
る
印
影
･
預
金
の
科
目
(
種
類
又
は
勘
定
)
欄
の
預
金
種
別
･
取
引
番
号
(
口
座
番
号
)
欄
の
取

 
 
引
番
号
(
口
座
番
号
)
･
金
額
欄
の
額
･
合
計
欄
の
額
･
銀
行
名
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
銀
行
の
住
所
･
銀
行
名
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
銀
行
の
電
話
番
号
･
(
内
決
済
未
確
認
証
券
類
)
欄
の
額
、
パ
ル
テ
き
た
こ
し
売

 
 
上
/
客
数
前
年
比
《
1
6
年
度
》
の
店
舗
別
(
東
急
ス
ト
ア
～
キ
ッ
ズ
ラ
ン
ド
)
売
上
(
%
)
欄
の
数
値
･
店
舗
別
(
東
急
ス
ト
ア
～
キ
ッ
ズ
ラ
ン
ド
)
客
数
(
%
)
欄
の
数
値
･
店
舗
総
売
上
(
%
)
欄
の
数
値
、
パ
ル
テ
き
た
こ
し
売
上
/
客

 
 
数
実
績
《
1
6
年
度
》
の
店
舗
別
(
東
急
ス
ト
ア
～
キ
ッ
ズ
ラ
ン
ド
)
売
上
欄
の
額
(
欄
外
の
売
上
額
を
含
む
)
･
店
舗
別
(
東
急
ス
ト
ア
～
キ
ッ
ズ
ラ
ン
ド
)
客
数
欄
の
客
数
(
欄
外
の
客
数
を
含
む
)
･
店
舗
総
売
上
欄
の
額
(
欄
外

 
 
の
売
上
額
を
含
む
)
･
1
時
間
券
回
収
金
額
換
算
欄
の
額
(
欄
外
の
前
年
度
及
び
差
額
の
額
を
含
む
)
･
3
0
分
券
回
収
金
額
換
算
欄
の
額
(
欄
外
の
前
年
度
及
び
差
額
の
額
を
含
む
)
･
現
金
収
入
欄
の
額
(
欄
外
の
前
年
度
及
び
差
額

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会

異
議
申
立
て
の
内
容

異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定

実
施
機
関

（
所
管
課
）

※ 1
.
平
成
1
5
年
度
株
式
会
社
パ
ル
テ
き
た
こ
し
定
時
株
主
総
会
議
案
書
の
｢
報
告
事
項
･
駐
車
場
運
営
状
況
｣
の
う
ち
、
住
宅
棟
収
入
欄
の
額
、
大
京
負
担
分
欄
の
額
、
駐
車
場
総
収
入
欄
の
額

2
.
平
成
1
6
年
度
株
式
会
社
パ
ル
テ
き
た
こ
し
定
時
株
主
総
会
議
案
書
の
｢
報
告
事
項
･
駐
車
場
運
営
状
況
｣
の
う
ち
、
住
宅
棟
収
入
欄
の
額
、
大
京
負
担
分
欄
の
額
、
駐
車
場
総
収
入
欄
の
額
、
駐
車
場
管
理
費
等
固
定
支
出
水

　
光
熱
費
そ
の
他
諸
経
費
欄
の
額
、
収
支
(
販
売
実
績
)
欄
の
額
、
欄
外
の
月
当
た
り
の
管
理
費
及
び
1
4
年
度
管
理
費
の
額
、
欄
外
の
月
当
た
り
の
委
託
費
及
び
4
月
～
9
月
ま
で
の
月
当
た
り
の
委
託
費
並
び
に
差
額
の
額
、
欄

　
外
の
月
当
た
り
の
5
階
年
間
費
及
び
年
当
た
り
の
管
理
組
合
借
地
料
の
額
、
欄
外
の
月
当
た
り
の
固
定
資
産
税
の
額
及
び
年
間
の
固
定
資
産
税
の
額
、
欄
外
の
月
当
た
り
の
セ
コ
ム
リ
ー
ス
の
額
、
欄
外
の
月
当
た
り
の
機

　
械
保
険
の
額

3
.
平
成
1
7
年
度
株
式
会
社
パ
ル
テ
き
た
こ
し
定
時
株
主
総
会
議
案
書
の
｢
報
告
事
項
･
駐
車
場
運
営
状
況
｣
の
う
ち
、
住
宅
棟
収
入
欄
の
額
、
駐
車
場
総
収
入
欄
の
額
、
駐
車
場
管
理
費
等
固
定
支
出
水
光
熱
費
そ
の
他
諸
経
費

　
欄
の
額
、
収
支
(
販
売
実
績
)
欄
の
額

4
.
平
成
1
8
年
度
株
式
会
社
パ
ル
テ
き
た
こ
し
定
時
株
主
総
会
議
案
書
の
｢
報
告
事
項
･
駐
車
場
運
営
状
況
｣
の
う
ち
、
住
宅
棟
収
入
欄
の
額
、
駐
車
場
総
収
入
欄
の
額

に
つ
い
て
、
公
開
を
求
め
る

受
付

番
号

年
月
日

原
処
分
の
内
容
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公
開
決
定

等
の
区
分

理
由

非
公
開
部
分

諮
問
年
月
日
答
申
年
月
日

答
申
の
内
容

年
月
日

内
容

1
1
9
.
8
.
2
0

非
公
開
部
分
の
公
開
を
求
め
る

部
分
公
開

第
7
条

第
1
号

第
2
号

第
6
号

イ
･
オ

※

1
9
.
9
.
1
2

1
9
.
1
2
.
1
9
実
施
機
関
の
決
定
は
、
妥
当

で
あ
る

2
0
.
1
.
1
8

棄
却

市
　
長

(
公
園
緑
地
課
)

※ ･
対
象
不
動
産
･
公
示
地
及
び
取
引
事
例
地
の
位
置
図
(
縮
尺
1
/
1
0
,
0
0
0
)
1
葉
、
取
引
事
例
地
の
所
在
、
所
在
位
置
略
図
2
葉
、
用
地
交
渉
に
係
る
地
権
者
の
意
見
等
(
地
権
者
の
意
見
等
が
推
測
さ
れ
る
市
の
回
答
を
含
む
)
、

 
地
権
者
の
買
取
要
望
価
格
及
び
早
期
処
分
の
理
由

･
個
人
、
自
治
会
長
印
、
法
人
の
登
記
済
印
及
び
不
動
産
鑑
定
士
の
職
印
の
印
影

･
法
人
の
振
込
先
の
銀
行
名
、
支
店
名
及
び
普
通
預
金
口
座
番
号

 
 
の
額
を
含
む
)
･
テ
ナ
ン
ト
定
期
欄
の
額
(
欄
外
の
前
年
度
及
び
差
額
の
額
を
含
む
)
･
住
宅
棟
収
入
欄
の
額
(
欄
外
の
前
年
度
及
び
差
額
の
額
を
含
む
)
･
未
収
金
欄
の
額
･
サ
ー
ビ
ス
券
販
売
実
績
欄
の
額
(
欄
外
の
前
年
度
及
び

 
 
差
額
の
額
を
含
む
)
･
駐
車
場
時
間
延
長
照
明
費
そ
の
他
収
入
の
額
･
駐
車
場
総
収
入
欄
の
額
(
欄
外
の
前
年
度
及
び
差
額
の
額
を
含
む
)
･
駐
車
場
管
理
費
等
固
定
支
出
水
光
熱
費
そ
の
他
諸
経
費
欄
の
額
･
収
支
(
販
売
実
績
)

 
 
欄
の
額
(
欄
外
の
前
年
度
及
び
差
額
の
額
を
含
む
)

3
.
平
成
1
7
年
度
株
式
会
社
パ
ル
テ
き
た
こ
し
定
時
株
主
総
会
議
案
書
(
た
だ
し
、
第
3
号
議
案
、
第
4
号
議
案
及
び
第
5
号
議
案
を
除
く
)
の
う
ち
、
監
査
報
告
書
の
監
査
役
の
印
影

4
.
平
成
1
8
年
度
株
式
会
社
パ
ル
テ
き
た
こ
し
定
時
株
主
総
会
議
案
書
(
た
だ
し
、
第
3
号
議
案
及
び
第
4
号
議
案
を
除
く
)
の
う
ち
、
貸
借
対
照
表
の
金
額
欄
の
額
、
損
益
計
算
書
の
金
額
欄
の
額
、
販
売
費
及
び
一
般
管
理
費

 
 
の
金
額
欄
の
額
、
利
益
金
処
分
計
算
書
(
案
)
の
金
額
欄
の
額
、
残
高
証
明
書
に
印
字
さ
れ
た
銀
行
名
(
マ
ー
ク
を
含
む
)
･
銀
行
名
を
判
読
す
る
こ
と
が
で
き
る
印
影
･
預
金
の
科
目
(
種
類
又
は
勘
定
)
欄
の
預
金
種
別
･
取
引

 
 
番
号
(
口
座
番
号
)
欄
の
取
引
番
号
(
口
座
番
号
)
･
金
額
欄
の
額
･
合
計
欄
の
額
･
銀
行
名
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
銀
行
の
住
所
･
銀
行
名
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
銀
行
の
電
話
番
号
･
(
内
決
済
未
確
認
証
券
類
)
欄
の

 
 
額
、
パ
ル
テ
き
た
こ
し
売
上
/
客
数
前
年
比
《
1
7
年
度
》
の
店
舗
別
(
東
急
ス
ト
ア
～
キ
ッ
ズ
ラ
ン
ド
)
売
上
(
%
)
欄
の
数
値
･
店
舗
別
(
東
急
ス
ト
ア
～
キ
ッ
ズ
ラ
ン
ド
)
客
数
(
%
)
欄
の
数
値
･
店
舗
総
売
上
(
%
)
欄
の
数
値
、

 
 
パ
ル
テ
き
た
こ
し
売
上
/
客
数
実
績
《
1
7
年
度
》
の
店
舗
別
(
東
急
ス
ト
ア
～
キ
ッ
ズ
ラ
ン
ド
)
売
上
欄
の
額
･
店
舗
別
(
東
急
ス
ト
ア
～
キ
ッ
ズ
ラ
ン
ド
)
客
数
欄
の
客
数
･
店
舗
総
売
上
欄
の
額
･
1
時
間
券
回
収
金
額
換
算
欄

 
 
の
額
(
欄
外
の
前
年
度
及
び
差
額
の
額
を
含
む
)
･
3
0
分
券
回
収
金
額
換
算
欄
の
額
(
欄
外
の
前
年
度
及
び
差
額
の
額
を
含
む
)
･
現
金
収
入
欄
の
額
(
欄
外
の
前
年
度
及
び
差
額
の
額
を
含
む
)
･
テ
ナ
ン
ト
定
期
欄
の
額
(
欄
外

 
 
の
前
年
度
及
び
差
額
の
額
を
含
む
)
･
住
宅
棟
収
入
欄
の
額
(
欄
外
の
前
年
度
及
び
差
額
の
額
を
含
む
)
･
サ
ー
ビ
ス
券
販
売
実
績
欄
の
額
(
欄
外
の
前
年
度
及
び
差
額
の
額
を
含
む
)
･
延
長
時
間
照
明
費
(
商
業
管
理
組
合
)
水

 
 
道
料
金
返
還
欄
の
額
(
欄
外
の
前
年
度
及
び
差
額
の
額
を
含
む
)
･
駐
車
場
総
収
入
欄
の
額
(
欄
外
の
前
年
度
及
び
差
額
の
額
を
含
む
)

4
.
平
成
1
8
年
度
株
式
会
社
パ
ル
テ
き
た
こ
し
定
時
株
主
総
会
議
案
書
(
た
だ
し
、
第
3
号
議
案
及
び
第
4
号
議
案
を
除
く
)
の
う
ち
、
監
査
報
告
書
の
監
査
役
の
印
影

異
議
申
立
て
の
処
理
状
況
（
第
７
号
事
案
）

受
付

番
号

年
月
日

異
議
申
立
て
の
内
容

実
施
機
関

（
所
管
課
）

原
処
分
の
内
容

異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
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表１３ 審査会の開催状況 

 開 催 日 主  な  内  容  

第１回 平成１９年 ４月１６日 ・第６号事案について審査 

第２回 平成１９年 ４月２３日 ・第６号事案について審査 

第３回 平成１９年 ４月２７日 ・第６号事案について審査（持ち回り）、

 答申 

第４回 平成１９年１０月１７日 ・会長、会長職務代理者の選出 

・第７号事案について審査 

・その他 

第５回 平成１９年１１月 １日 ・第７号事案について審査 

第６回 平成１９年１１月２７日 ・第７号事案について審査 

第７回 平成１９年１２月１９日 ・第７号事案について審査、答申 
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４ 審査会答申  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答申第６号                      越情審査 第  ２  号 

平成１９年４月２７日 

 

 越谷市長 板 川 文 夫 様 

 

 

越谷市情報公開・個人情報保護審査会 

会   長     右 崎 正 博 

 

 

公文書の公開請求に係る異議申立ての審査について（答申） 

 

 平成１９年１月２６日付け越企第３９６号で諮問のあった下記の 

事案について、別紙のとおり答申します。 

 

記  

 

越谷市長が平成１８年１１月２４日付け越企第３０２号で異議 

申立人に対して行った公文書部分公開決定の変更を求める旨の 

異議申立てについて 
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答   申 

 

第１ 審査会の結論 

 越谷市情報公開条例（平成１１年条例第１０号。以下「本件条例」という。）

に基づき異議申立人が行った「平成１５年度株式会社パルテきたこし定時株主

総会議案書（第３号議案、第４号議案及び第５号議案を除く）」等４件の公文書

（以下「本件公文書」という。）の公開請求に対し、本件条例第７条第２号等に

該当する情報が含まれているとして、本件条例第１１条第２項に基づき、越谷

市長が平成１８年１１月２４日付けで行った部分公開決定は、妥当であると判

断する。 

 

第２ 異議申立ての趣旨 

 異議申立人は、本件条例第６条の定めるところにより、平成１８年１１月６

日に公文書公開請求書によって本件公文書の公開請求（以下「本件公開請求」

という。）を行ったが、越谷市長が同年１１月２４日付け越企第３０２号の公文

書部分公開決定通知書により、公文書の一部を除いて公開とする部分公開決定

（以下「本件部分公開決定」という。）を行ったため、その変更を求めて、本件

異議申立てに至ったものである。 

 

第３ 異議申立人の主張要旨 

 平成１８年１２月２３日付けの異議申立書、平成１９年２月２４日付けの意

見書及び同年３月２６日に行われた異議申立人による口頭意見陳述によれば、

異議申立人の主張要旨は、以下のとおりである。 

「駐車場運営状況」の公開しない部分のうち、５階住宅用駐車場（４階屋上

駐車場。以下「本件駐車場」という。）に関する情報については、以下の理由に

より公開すべきである。 

１ 本件駐車場は、マンション住民の入居前に決定された管理規約に基づいて、

株式会社パルテきたこし（以下「当該法人」という。）に専用使用権が設定さ

れている。 

しかし、本件駐車場の運用状況はマンション標準管理規約に反しており、

全体共用部分である本件駐車場の収益は、全体管理組合の修繕積立金に繰り

入れられるべきである。 

２ 当該マンションの適正な管理運営を目指し本件駐車場の問題を解決するた

めに、当該法人に対し本件駐車場の運営状況について説明等を求めてきたが、

いまだ納得できる回答が得られないため、本件公開請求に至ったものである。 

本件公開請求で得られた情報は、当該法人と話し合いをするために活用す

るのみであり、何ら当該法人の企業活動に悪影響を及ぼすものではない。 

３ 市は会社法を理由に非公開としているが、本件駐車場は、建物の区分所有

等に関する法律第３０条の衡平の原則及びマンション標準管理規約に基づい
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て議論されるべきである。つまり、全体共用部分である本件駐車場の料金収

入は、当該法人の収益とすべきではなく、当該マンションの大規模修繕を実

施するための原資として、広く公共的な性格を有するものである。 

４ 一区分所有者（当事者）でもある市が、修繕積立金の負担増につながるこ

うした現状を見過ごしていることは、違法若しくは不当な公金の支出を問わ

れることでもある。 

５ したがって、本件駐車場に関する情報については、本件条例第７条第２号

ただし書イ（市民の生活に影響を及ぼす違法又は著しく不当な行為に関する

情報）に該当し、公開すべきである。 

 

第４ 実施機関の主張要旨 

 平成１９年２月１３日付け越企第４２０号の部分公開決定に係る理由説明書

及び同年３月２６日に行われた実施機関に対する意見聴取によれば、実施機関

の主張要旨は、以下のとおりである。 

 本件公開請求は、その内容から、越谷市企画部企画課を所管課としたもので

ある。 

１ 本件駐車場は当該マンションの全体共用部分の一部であり、専用使用権に

ついては、建物の区分所有等に関する法律に基づき定められたマンション管

理規約第１４条に基づき、当該法人が使用することで承認されている。 

２ 異議申立ての対象となった「駐車場運営状況」は、会社法の規定により作

成が義務付けられているものではないが、定時株主総会における報告事項と

して、議案とセットで株主総会に報告された資料であり、閲覧等も株主等に

限られている。 

会社法第４４２条において、株式会社は、計算書類等の備置き及び閲覧等

が義務付けられているが、異議申立てに係る当該法人の「駐車場運営状況」

は、作成の目的、内容、保管状態、閲覧等の請求時における取扱い等を踏ま

えると、当該法人の内部管理情報である計算書類等と一体であると考えられ

るため、公開されることの利益と公開されないことの利益を比較衡量した結

果、一部を除き非公開としたところである。なお、当該法人は非上場会社で

ある。 

３ 異議申立人は、本件駐車場の専用使用権の設定を定めた管理規約について、

入居以前の住民は一切かかわることができなかったことや、駐車場の運用状

況がマンション標準管理規約（国が策定した標準モデル：参考として示され

ているもの）に反しており収入の内容説明が不十分であること等から、問題

の解決にあたり、本件公開請求に至ったと主張しているが、管理規約の内容、

問題については、管理規約にかかわる当事者間のことであり、基本的に当事

者間で解決すべきものと考える。 

４ 本件公開請求で得られた情報は、入居している住民のために利用するのみ

であり、当該法人の企業活動に悪影響を及ぼすものではないとの主張につい

ては、情報公開制度が市民との情報の共有を目的としている趣旨を踏まえる
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と、公開・非公開の区分は、非公開情報に該当するか否かにより判断される

ものであり、利害関係者であるか否かによって公開・非公開の判断基準が変

わるものではない。 

５ 全体共用部分である本件駐車場の収入は広く公共的な性格を有するもので

あり、かかる収入が修繕積立金に繰り入れされないことを見過ごしている市

の対応は、市の違法若しくは不当な公金の支出が問われることでもあるとい

う主張については、市は修繕積立金を一区分所有者として管理規約に基づき

負担しているが、本件駐車場は管理規約に規定された入居者専用駐車場（月

極駐車場）であることから、本件駐車場の収入が公共的な性格を有するとい

うことに対しては、同意し難い。 

また、本件駐車場は管理規約に基づいて運営されているものであるため、

本件駐車場の収入が修繕積立金に繰り入れされないことをもって、違法若し

くは不当な公金の支出を見過ごししているとは考えていない。 

６ 以上の理由から、本件条例に基づき適正に判断したものと考えており、こ

れ以上の当該法人の内部管理情報の公開については、当該法人の自主的な判

断によるべきであると考える。 

なお、市が当該法人に対し一部出資している（出資金１，０００万円、出

資比率１２．５％）ことから、当該法人は公益性の高い法人であると考えら

れるが、市は一株主の立場であり、他の株主等の権利利益や当該法人の独立

性等を踏まえると、市の出資法人であることのみをもって異議申立人が変更

を求める部分について公開するということにはならないと考える。 

７ したがって、異議申立人が変更を求める部分については、本件条例第７条

第２号に規定する非公開情報に該当すると判断し、本件条例第１１条第２項

により部分公開とした。 

 

第５ 参加人の主張要旨 

平成１９年３月２６日に行われた参加人（当該法人）に対する意見聴取によ

れば、参加人の主張要旨は、以下のとおりである。 

１ 専用使用権は管理規約に基づくものであり、当該法人の立場としては現在

の管理規約に従わざるを得ない。 

２ 平成１６年に全体管理組合に対し本件駐車場の収支に関する資料を提出し

説明をしているが、理解を得られないのは残念である。 

 

第６ 審査会の判断 

１ 本件条例の趣旨・目的について 

本件条例制定の趣旨は、その前文にあるとおり、「市政に関する情報につい

ての知る権利を尊重し、市民の理解と信頼の確保を図り、市民参加の促進に寄

与する」ことにある。本件条例は、このような趣旨のもとに、「市の行政活動

について説明する責任を全うするようにするとともに、公正で開かれた市政の

一層の推進に資すること」（第１条）を目的としており、市政に関する情報を
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広く公開することにより、市民の的確な理解と評価を可能とし、市政に関する

市民の責任ある意思形成を促進するという公共的利益の実現に資するための

制度を定めたものである。 

そして、このような趣旨を踏まえて、実施機関は、公開請求があったときは、

原則として、請求に係る公文書を公開しなければならないこととされている

（第 7条本文）。 
２ 本件条例第７条各号の趣旨・目的について 

しかしながら、実施機関の保有する情報のなかには、公開した場合に個人

や法人等の正当な利益を害し、あるいは公正な行政運営を阻害するものなど

があり得る。したがって、公開されることの利益と公開されないことの利益

が、適切に保護されるよう両者の間に調整がなされなければならない。本件

条例第７条は、このような利益調整の要請を踏まえ、公文書の公開請求があ

ったときは、実施機関は、公開請求に係る公文書に本条各号に掲げる情報（非

公開情報）が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を

公開する義務を負うとの基本的枠組みを定めたものである。 

そして、本件条例第７条各号に定められた非公開情報のうち、第２号は、「法

人その他の団体（実施機関並びに国及び他の地方公共団体を除く。以下「法

人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で

あって、公開することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位

その他正当な利益を明らかに害するもの」について、非公開情報とする旨を

定めたものである。 

３ 本件異議申立てに係る公文書の内容について 

平成１８年１１月２４日付け公文書部分公開決定通知書（越企第３０２号）

において非公開とされた情報のうち、同年１２月２３日付け異議申立書（以

下「異議申立書」という。）により非公開処分の変更が申し立てられている情

報は、 

  平成１５年度株式会社パルテきたこし定時株主総会議案書「報告事

項・駐車場運営状況」のうち、 

① 住宅棟収入欄の額 

② 大京負担分欄の額 

③ 駐車場総収入欄の額 

   平成１６年度株式会社パルテきたこし定時株主総会議案書「報告事

項・駐車場運営状況」のうち、 

④ 住宅棟収入欄の額 

⑤ 大京負担分欄の額 

⑥ 駐車場総収入欄の額 

⑦ 駐車場管理費等固定支出水光熱費その他諸経費欄の額 

⑧ 収支（販売実績）欄の額 

⑨ 欄外の月あたりの管理費及び１４年度管理費の額 

⑩ 欄外の月あたりの委託費及び４月～９月までの月あたりの委託費並び
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に差額の額 

⑪ 欄外の月あたりの５階年間費及び年あたりの管理組合借地料の額 

⑫ 欄外の月あたりの固定資産税の額及び年間の固定資産税の額 

⑬ 欄外の月あたりのセコムリースの額 

⑭ 欄外の月あたりの機械保険の額 

  平成１７年度株式会社パルテきたこし定時株主総会議案書「報告事

項・駐車場運営状況」のうち、 

⑮ 住宅棟収入欄の額 

⑯ 駐車場総収入欄の額 

⑰ 駐車場管理費等固定支出水光熱費その他諸経費欄の額 

⑱ 収支（販売実績）欄の額 

  平成１８年度株式会社パルテきたこし定時株主総会議案書「報告事

項・駐車場運営状況」のうち、 

⑲ 住宅棟収入欄の額 

⑳ 駐車場総収入欄の額 

についての情報（以下「本件情報」という。）である。 

４ 本件情報の性格について 

ところで、以上の「駐車場運営状況」に係る本件情報は、当該法人の「損

益計算書」の科目の「売上高」の「受取家賃」の一部を構成する駐車場収入

実績の明細を示すものである。この「駐車場運営状況」に係る本件情報は、

当該法人の定時株主総会における報告事項として、議案とセットで株主総会

に報告されたものであるが、当該法人は、非上場会社で株主もごく限られた

人数にとどまることから、「駐車場運営状況」の内容が一般に広く周知されて

いるとはいえない。 

本件情報は、いずれも当該法人が運営する駐車場の収益を算出するための

基礎となる金額であり、これらの金額を基にして分析すれば、駐車場経営の

収支の実態など経理状況の詳細が明らかとなる情報、すなわち、企業の経理

上の秘密に属する情報である。さらに、大京負担金（②、⑤）や欄外の委託

費（⑩）及びセコムリースの金額（⑬）は、当該法人の取引先企業の営業上

の秘密に属する情報でもある。 

５ 第７条第２号本文の該当性について 

このような情報は、企業の内部管理情報であり、通常は、公にすることが

予定されているものとはいえない。いずれにせよ、本件情報を公開した場合

には、当該法人及び当該法人の取引先企業の経理上ないし営業上の秘密を明

らかにすることになる。したがって、本件情報は、本件条例第７条第２号本

文に定める「公開することにより当該法人等……の権利、競争上の地位その

他正当な利益を明らかに害するもの」に該当すると認められる。 

異議申立人は、異議申立書の（異議申立ての理由）④において、本件公開

請求で得られた情報は、当該法人と話し合いをするために活用するのみであ

り、何ら当該法人の企業活動に悪影響を及ぼすものではない旨主張する。こ
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の点について、市の「情報公開制度の手引」（以下「手引」という。）の第７

条第２号に関する【運用】欄では、「法人等に関する情報の公開により、万一

この法人等の利益が侵害された場合の事後救済は困難であることから、……

この情報を公開した場合に生ずる影響等について慎重に検討し、客観的に判

断しなければならない」とされている。つまり、当該法人等の「権利、競争

上の地位その他正当な利益を明らかに害する」かどうかの判断は、公開請求

者の利用目的によって左右されるものではなく、公開措置自体が通常もたら

すであろう結果の予測によって判断すべきものである。したがって、この点

に関する異議申立人の主張も採用できない。 

６ 第７条第２号ただし書イの該当性について 

異議申立人は、また、本件駐車場の料金収入のうち正当な管理経費を除い

た収益はすべて全体管理組合の修繕積立金に繰り入れされるべきであり、本

件駐車場収入の運用状況は、マンション標準管理規約に反することを理由と

し、本件条例第７条第２号ただし書イに該当すると主張していると判断され

るので、この点を検討する。 

「手引」によれば、本件条例第７条第２号ただし書イの「違法又は著しく

不当」とは、「法令等の規定に明らかに違反するか、又は違反しないまでも社

会通念に照らして著しく妥当性を欠くことをいう」とされている。しかし、

当該法人の本件駐車場収入の運用行為が、「法令等の規定に明らかに違反す

る」といえないことはもちろん、「社会通念に照らして著しく妥当性を欠く」

ともいえないから、本件情報が、第７条第２号ただし書イに該当するともい

えない。 

さらに異議申立人は、本件駐車場収入の大部分が修繕積立金に繰り入れさ

れないことは、一区分所有者である市の修繕積立金の負担金額を増やすこと

になり、かかる現状を見過ごしていることは市の違法若しくは不当な公金の

支出が問われることになるから、第７条第２号ただし書イにいう「違法又は

著しく不当な行為」にあたる旨を主張している。 

しかしながら、第７条第２号ただし書イにいう「違法又は著しく不当な行

為」の主体として想定されているのが「法人その他の団体又は事業を営む個

人」であり、実施機関が除かれていることは、規定の文言上明らかであり、

市の違法又は不当な行為（仮にそれがあるとして）を挙げて、第７条第２号

ただし書イの適用を論じることはできないといわなければならない。 

７ 結論 

以上のとおり、本件部分公開決定により非公開とされた本件情報は、いず

れも本件条例第７条第２号本文に該当し、かつ、同号ただし書イには該当し

ないと判断されるので、本件公開請求について本件情報を非公開とした実施

機関の本件部分公開決定は妥当であると判断する。よって、「第１ 審査会の

結論」のとおり答申する。 
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第７ 審査の経過 

 審査会は、本件異議申立てについて、次のような審査を行った。 

平成１９年１月２６日   実施機関（越谷市長）から諮問を受けた。 

  平成１９年１月２９日   処分庁に対して理由説明書の提出を求めた。 

平成１９年２月１３日   処分庁から理由説明書が提出された。 

  平成１９年２月１３日   異議申立人に対して、理由説明書の写しを送 

              付するとともに、理由説明書に対する意見書の 

提出を求めた。 

  平成１９年２月２８日   異議申立人から理由説明書に対する意見書が 

提出された。 

平成１９年３月 １日   処分庁に対して、理由説明書に対する意見書 

            の写しを送付した。 

平成１９年３月 ６日   審査 

平成１９年３月１３日   審査 

平成１９年３月２６日   異議申立人の口頭意見陳述、処分庁の意見及 

び参加人の意見を聴取した。 

平成１９年４月１６日   審査 

平成１９年４月２３日   審査 

平成１９年４月２７日   審査（持ち回り） 

 

 

 

 

平成１９年４月２７日 

越谷市情報公開・個人情報保護審査会 

会 長   右 崎 正 博 

委 員   茅 沼 英 幸 

委 員   近 藤  勲 
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答申第７号                      越情審査 第 ２０ 号 

平成１９年１２月１９日 

 

越谷市長 板 川 文 夫 様  

 

 

越谷市情報公開・個人情報保護審査会 

会   長     右 崎 正 博 

 

 

公文書の公開請求に係る異議申立ての審査について（答申） 

 

 平成１９年９月１２日付け越公園第５０号で諮問のあった下記の 

事案について、別紙のとおり答申します。 

 

記  

 

越谷市長が平成１９年７月１８日付け越公園第３３号で異議申 

立人に対して行った公文書部分公開決定の取消しを求める旨の 

異議申立てについて 
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答   申 

 

第１ 審査会の結論 

 越谷市情報公開条例（平成１１年条例第１０号。以下「本件条例」という。）

第６条に基づき異議申立人が行った「（仮称）御殿町公園用地買収事業に関する

経過がわかる書類」の公開請求（以下「本件公開請求」という。）に対し、「御

殿町ふれあい公園の用地取得に対する要望書について（報告）（平成１４年４月

５日決裁）」など２３件の公文書（以下「本件公文書」という。)を特定し、そ

れらに本件条例第７条第１号、第２号並びに第６号イ及びオに該当する情報が

含まれているとして、本件条例第１１条第２項に基づき、越谷市長が平成１９

年７月１８日付けで行った部分公開決定は、妥当であると判断する。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

異議申立人は、本件条例第６条の定めるところにより、平成１９年７月３日

に公文書公開請求書によって本件公開請求を行ったが、本件公文書に本件条例

第７条第１号、第２号並びに第６号イ及びオに該当する情報が含まれていると

して、越谷市長が同年７月１８日付け越公園第３３号の公文書部分公開決定通

知書により、公文書の一部を公開しないとする部分公開決定（以下「本件部分

公開決定」という。）を行ったため、その取消しを求めて、本件異議申立てに至

ったものである。 

 なお、当審査会は、実施機関から本件部分公開決定に係る理由説明書の提出

があった後に、異議申立人に対して、理由説明書の写しを送付するとともに、

理由説明書に対する意見書の提出を求めたが、同年１０月２９日に異議申立人

から「意見書提出」及び「口頭意見陳述」をしない旨の申し出があった。 

 

第３ 異議申立人の主張要旨 

 平成１９年８月２０日付けの異議申立書によれば、異議申立人の主張要旨は、

以下のとおりである。 

１ 公園用地の取得経過には不明瞭な部分が多く、また、担当課から納得のい

く回答が得られないため、市の事業が適正に執行されたものであるか否か甚

だ疑問がある。 

２ 本件部分公開決定において公開しないとされた部分すべての公開を求める。 

３ 本件公開請求は、本件用地取得に至る事実関係を含めた一切の経過を明ら

かにすることによって、市の適正な事業の執行の有無を明らかにしたいがた

めのものであり、それにかかわった特定の個人を中傷したりするものではな

い。 

４ この疑問に対する市の説明責任に鑑み、非公開とされた情報は、まさしく

公益上の理由によって公開されるべきものである。 
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第４ 実施機関の主張要旨 

 平成１９年９月２５日付け越公園第５２号の、本件部分公開決定に係る理由

説明書によれば、実施機関の主張要旨は、以下のとおりである。 

 なお、本件公開請求は、その内容から、越谷市都市整備部公園緑地課を所管

課としたものである。 

１ 実印を含む「個人（地権者）の印影」については、土地の買い受け要望書、

土地売買に関する契約書等に押印されたもので、当該個人の印影は、押印を

もって当該個人の意思等を表明した個人の意識・内心に関する情報であり、

また、実印は当然のこととして、一般に個人の印影は、認印であっても、通

常他人に知られたくない情報と認められることから、非公開としたところで

ある。 

２ 「自治会長印、法人の登記済印及び不動産鑑定士の職印の印影」、「法人の

振込先の銀行名、支店名及び普通預金口座番号」については、当該法人等の

内部管理情報であって、公開するかしないかは当該法人等が自主的に決定す

べきことであり、当該法人等は公開すべき相手方を限定する利益を有するこ

とから、本市としては当該法人等に押印する場合の取扱いやこれらの情報の

管理状況等を確認し、非公開としたところである。 

３ 不動産鑑定評価書に記録されている「対象不動産・公示地及び取引事例地

の位置図（縮尺 1/10,000）１葉」、「取引事例地の所在」、「所在位置略図２葉」

については、対象公園用地に係る評価金額を算出するにあたって不動産鑑定

士が参考にした実際の取引事例の具体的な所在地をあらわすものである。 

このような取引事例は私人間の売買であり、その価格は当事者の経済状況

（資産価値）を示す指標になり得るとともに、地価公示法に基づく公示価格や

基準地の標準価格とは異なり一般に公開されていないものである。 

よって、知る権利を最大限尊重し、取引事例地の価格は公開としたが、その

所在地が判明し個人が特定されることになる情報については非公開としたと

ころである。 

４ 「用地交渉に係る地権者の意見等（市の回答の部分で地権者の意見等が推

測されるものを含む）」、「地権者の買取要望価格及び早期処分の理由」につい

ては、特定の地権者に対して行われた買収に至るまでの用地交渉の経過記録

簿の一部であり、相手方の資産や権利関係などの資産譲渡等に関して具体的

に話し合われた内容の記録となっている。また、用地交渉は、相手方との協

力、信頼関係を得てはじめて成立する事務事業であり、内容を公開しないこ

とを前提として実施されるものである。 

特に、交渉経過記録の地権者の意見等については、市の回答等を含め一体と

して個人情報が形成されており、公開できる情報と非公開情報とを容易に区分

することが困難な情報と考える。 

よって、これらの情報を公開すると、相手方の資産や権利関係などのプライ

バシー情報が明らかになることに加えて、相手方と市との信頼関係を失うとと

もに市の信用、立場が失墜することになり、また、相手方が自己の財産等が公
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開されることをおそれて交渉に応じないなどの事態が生じ、今後の同種の用地

交渉事務又は事業の適正な遂行が著しく困難になると認められることから、非

公開としたところである。 

５ なお、公開・非公開の区分については、市民との情報の共有を目的とする

情報公開制度の趣旨を踏まえ、基本的に非公開情報に該当するか否かにより

判断されるものと考える。 

異議申立人は、「非公開とされた情報は、まさしく公益上の理由によって公

開されるべきものである」と主張している。 

しかし、法人等の情報については、本件条例第７条第２号ただし書アの「人

の生命、身体又は健康に危害が生じるおそれがあると認められる情報」あるい

はただし書イの「市民の生活に影響を及ぼす違法又は著しく不当な行為に関す

る情報」に該当する場合には、非公開情報から除外されるが、異議申立ての対

象となった本件公文書には、これらの規定に該当する情報は含まれていないと

考える。 

また、個人のプライバシー情報や法人等の情報、事務事業情報を犠牲にする

ほどの本件条例第９条に該当するような公益上の理由による裁量的公開情報

も、本件公文書には含まれていないと考える。 

６ 以上の理由から、非公開とした部分については、裁量的公開を含め、公開

されることの利益と公開されないことの利益を十分に比較衡量するなかで、

本件条例第７条第１号、第２号並びに第６号イ及びオに規定する非公開情報

に該当すると判断したところであり、本件部分公開決定は、本件条例の規定

に基づき適正に判断したものと考えている。 

 

第５ 審査会の判断 

１ 本件条例についての基本的考え方 

本件条例は、「市政に関する情報についての知る権利を尊重し、市民の理解

と信頼の確保を図り、市民参加の促進に寄与する」（前文）との考え方に立っ

て制定されたものであり、そのような趣旨のもとに、「市の行政活動について

説明する責任を全うするようにするとともに、公正で開かれた市政の一層の推

進に資すること」（第１条）を目的としており、市政に関する情報を広く公開

することをとおして、市政の運営状況に対する市民の的確な理解と評価を可能

とし、市政に関する市民の責任ある意思形成を促進するという公共的利益の実

現に資するための制度を定めたものである。 

しかしながら、実施機関の保有する情報のなかには、公開した場合に個人

や法人等の正当な権利利益を害し、あるいは公正な行政運営を阻害するもの

などがあり得る。したがって、公開されることの利益と公開されないことの

利益が、適切に保護されるよう両者の間に調整がなされなければならない。 

本件条例第７条は、このような利益調整の要請を踏まえ、公文書の公開請

求があったときは、実施機関は、公開請求に係る公文書に同条各号に掲げる

情報（非公開情報）が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該
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公文書を公開する義務を負うとの基本的枠組みを定めたものである。 

そして、本件条例第７条各号に定められた非公開情報のうち、第１号は「個

人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人が識別

され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの」を、ま

た、第２号は「法人その他の団体（実施機関並びに国及び他の地方公共団体

を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事

業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該個人の権

利、競争上の地位その他正当な利益を明らかに害するもの」を、さらに、第

６号は「実施機関及び国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、

公開することにより、公正な行政運営を阻害する次に掲げるもの」として「イ

契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の財産上の利益又

は当事者としての地位を不当に害する情報」及び「オ アからエまでに掲げ

るもののほか、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行

を著しく困難にする情報」を非公開情報とする旨を定めている。 

しかしながら、上記非公開情報規定の解釈・運用に際しては、前記のよう

な本件条例の趣旨・目的を踏まえると、限定的に解釈すべきであり、当審査

会においても、そのような観点から本件部分公開決定の妥当性について審査

すべきものと考える。 

なお、異議申立人は、平成１９年８月２０日付けの異議申立書において、

本件公開請求は、「本件用地取得に至る事実関係を含めた一切の経過を明らか

にすることによって、市の適正な事業の執行の有無を明らかにしたいがため

のもの」であり、「それにかかわった特定の個人を中傷したりするものではな

い」と主張しているが、情報公開制度のもとにおいては、条例に規定する非

公開情報に該当するか否かの判断は、公開請求されている情報自体の内容に

即して客観的になされるべきもので、請求者の立場、請求の理由・目的、請

求情報の使途などによって左右されるべきものではないと考えられるので、

その点に関する異議申立人の主張は、理由がないものと判断する。 

２ 本件異議申立てに係る本件公文書に記載された情報の内容について 

平成１９年７月１８日付け公文書部分公開決定通知書（越公園第３３号）

において公開しないとされた部分に記載された情報の内容及びその理由は、

当審査会が実施機関に対して提出を求めた分類整理資料（別紙「異議申立て

に係る非公開情報一覧」）に記載のとおりであるが、異議申立人は、本件異議

申立てにおいて、公開しないとされた部分のすべてについて非公開決定の取

消しを求めているものである。取消しを求められている部分が記載された本

件公文書の内訳及びそこに記載され公開しないとされた情報の内容は、以下

のとおりである。 

  御殿町ふれあい公園の用地取得に対する要望書について（報告）（平成

１４年４月５日決裁） 
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① 要望書                        個人の印影 

② 土地の買い受け要望書     個人の印影 

③ 土地の買い受け要望書     個人の印影 

④ 土地使用貸借契約書      個人の印影 

⑤ 土地使用貸借契約書      個人の印影 

  （仮称）御殿町公園用地の取得について（伺い）（平成１６年２月２日

決裁） 

① 要望書                        個人の印影 

② 土地の買い受け要望書     個人の印影 

③ 土地使用貸借契約書      個人の印影 

④ 土地使用貸借契約書      個人の印影 

⑤ ふれあい公園管理協定書    自治会長印の印影 

  土地鑑定評価の発注について（伺い）（平成１６年２月２６日決裁） 

① 不動産鑑定評価委託契約書   法人の登記済印の印影 

  土地鑑定評価額について（報告）（平成１６年３月２４日決裁） 

① 完了報告兼確認書              法人の登記済印の印影 

② 請求書            法人の登記済印の印影 

                 法人の振込先の銀行名・支店名・普 

通預金口座番号 

③ 承諾書             法人の登記済印の印影 

④-1 不動産鑑定評価書       法人の登記済印の印影 

④-2 同  上             不動産鑑定士の職印の印影 

④-3 同  上                  対象不動産・公示地及び取引事例地 

の位置図（１葉） 

   土地鑑定評価の発注について（伺い）（平成１８年３月３日決裁） 

① 不動産鑑定評価委託契約書    法人の登記済印の印影 

  土地鑑定評価額の算定結果について（報告）（平成１８年３月２４日決

裁） 

① 完了報告兼確認書          法人の登記済印の印影 

② 完了報告兼確認書          法人の登記済印の印影 

③ 請求書             法人の登記済印の印影 

④ 請求明細            法人の登記済印の印影 

⑤ 承諾書             法人の登記済印の印影 

⑥-1 不動産鑑定評価書            不動産鑑定士の職印の印影 

  ⑥-2 同  上                     取引事例地の所在 

  ⑥-3 同  上                     所在位置略図(２葉)          

   （仮）御殿町公園用地の取得方針について（伺い）（平成１８年８月８

日決裁） 

 ① （仮称）御殿町公園用地売買     個人の印影 

契約に係る確認書 

-58-



 

 -8 打ち合わせ・協議記録簿（平成１３年４月１０日） 

 ① 記録簿             地権者の意見等 

 -9 打ち合わせ・協議記録簿（平成１３年１０月２５日） 

 ① 記録簿             地権者の意見等 

 -10 打ち合わせ・協議記録簿（平成１３年１２月２７日） 

 ① 記録簿             地権者の意見等 

 -11 打ち合わせ・協議記録簿（平成１４年１０月２２日） 

 ① 記録簿             地権者の意見等 

 ② 要望書             個人の印影 

 ③ 土地の買い受け要望書      個人の印影 

 -12 打ち合わせ・協議記録簿（平成１６年２月２６日） 

 ① 記録簿             地権者の意見等 

 -13 打ち合わせ・協議記録簿（平成１６年３月９日） 

 ① 記録簿             地権者の意見等 

 -14 報告事項（平成１６年１０月２８日） 

 ① 記録簿             地権者の意見等 

 -15 報告事項（平成１６年１１月１６日） 

 ① 記録簿             地権者の意見等 

 -16 報告事項（平成１７年２月１０日） 

 ① 記録簿             地権者の意見等 

 -17 報告事項（平成１７年８月１７日） 

 ① 記録簿             地権者の意見等 

 -18 報告事項（平成１７年１２月１５日） 

 ① 記録簿             地権者の意見等 

 -19 報告事項（平成１８年３月１６日） 

 ① 記録簿             地権者の買取要望価格 

                  早期処分の理由 

 -20 報告事項（平成１８年４月１０日） 

 ① 記録簿             地権者の意見等 

 -21 報告事項（平成１８年８月２２日） 

 ① 記録簿             地権者の意見等 

 -22 報告事項（平成１８年１１月２日） 

 ① 記録簿             地権者の意見等 

 ② （仮称）御殿町公園用地売買     個人の印影 

契約に係る確認書 

 ③ 同意書             個人の印影 

 -23 報告事項（平成１８年１２月７日） 

 ① 土地売買に関する契約書     個人の印影 

３ 本件条例第７条第１号の該当性について 

  地権者の個人の印影 
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本件異議申立てに係る本件公文書 の①の要望書から⑤の土地使用貸借

契約書まで、 の①の要望書から④の土地使用貸借契約書まで、 の①の

(仮称)御殿町公園用地売買契約に係る確認書、 -11 の②の要望書及び③の

土地の買い受け要望書、 -22 の②の(仮称)御殿町公園用地売買契約に係る

確認書及び③の同意書、 -23 の①の土地売買に関する契約書において公開

しないとされた部分はいずれも地権者の個人の印影であり、実施機関が公

開しない理由として主張しているのは、それらが本件条例第７条第１号に

いう個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るものであり、

かつ、通常他人に知られたくないと認められるものにあたるということで

ある。 

   そこで、それらの印影が本件条例第７条第１号に該当するか否かについ

て判断する。当審査会が見分したところによると、本件公文書 -23 の①の

土地売買に関する契約書には、本件土地の売主である地権者の実印が押印

されており、その他の公文書には地権者の認印が押印されている。これら

の印影は、実印であるか認印であるかを問わず、それが押印された文書に

おける作成名義人の氏名とあいまって、当該文書が作成名義人の意思に基

づいて作成されたものであることを証するものであり、個人に関する情報

であって、特定の個人が識別され得るものであることは明らかである。 

   また、それらの印影が、土地の使用貸借に関する契約書や土地の売買に

関する契約書等に押印された印影であり、個人の資産のなかで大きな比重

を占める土地の処分に関する書類に押印されたものであることを考えると、

当該地権者にとって重要度の高い書類に使用されている印鑑の印影である

ことが推認され、このような印影については、通常他人に知られることを

望まないものであると認められる。本件条例第３条が「実施機関は、個人

に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなけ

ればならない」と規定していることをも勘案すれば、上記地権者の個人の

印影は、本件条例第７条第１号にいう「個人に関する情報であって、……

特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認め

られるもの」に該当すると判断される。 

  対象不動産・公示地及び取引事例地の位置図並びに取引事例地の所在及

び所在位置略図 

本件公文書 の④-3並びに の⑥-2及び⑥-3において公開しないとされ

たのは、不動産鑑定評価書に添付された対象不動産・公示地及び取引事例

地の位置図（縮尺 1/10,000）１葉、取引事例地の所在及び所在位置略図２

葉である。これらは、本件売買の対象となった土地に係る評価額を算出す

るにあたって不動産鑑定士が参考にした実際の取引事例の具体的な所在地

を示すものである。 

これらの取引事例は、実際に私人間において行われた土地売買の例であり、

これらの情報を公開した場合には、取引事例地の所在が明らかとなり、土地

の登記事項証明書等と照合することにより取引事例地の土地の所有者が特
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定され、しかも上記不動産鑑定評価書中の取引事例地の地積、取引時点、平

米あたりの取引価格等が公開されていることから、いつ誰がいくらの値段で

取引事例地の土地を売買したかが容易に明らかにされ、売買当事者の経済状

況（資産価値）を示す指標になり得ることとなる。また、それら取引事例地

の土地の売買価格は、実施機関が主張するように、地価公示法に基づく公示

価格や基準地の標準価格とは異なり、一般に公開されていないものである。 

したがって、そこに記録された情報のうち、取引事例の所在地が判明し、

個人が特定され得ることとなる情報については、本件条例第７条第１号にい

う「個人に関する情報であって、……特定の個人が識別され得るもののうち、

通常他人に知られたくないと認められるもの」に該当すると判断される。 

  地権者の意見等、買取要望価格及び早期処分の理由 

本件公文書 -8 の①から -11 の①まで、及び -12 の①から -22 の①

までの打ち合わせ・協議記録簿ないし報告事項の記録簿において公開しな

いとされた部分には、用地交渉に係る地権者の意見等（市の回答の部分で

地権者の意見等が推測されるものを含む）のほか、地権者の買取要望価格

及び早期処分を望む理由が記載されている。これらの情報は、特定の地権

者を相手にして行われた買収に至るまでの用地交渉の過程でなされた具体

的なやり取りの内容を示すものであり、そのなかには地権者の意向や意見、

要望、早期に処分をしたいと望む事情の表明などを含んでいる。 

本件用地交渉は、特定の地権者との間で行われたものであり、すでに地

権者の氏名は公開されていることから、公開しないとされた情報が、地権

者自身の個人に関する情報であり、かつ、特定の個人が識別され得る情報

であることも明らかである。しかも、地権者の意向や意見、要望、早期に

処分をしたいと望む事情などについては、通常他人に知られたくないと容

易に認められるものであるから、本件公文書 -8の①から -11の①まで、

及び -12 の①から -22 の①までの打ち合わせ・協議記録簿ないし報告事

項の記録簿において、公開しないとされた部分に含まれる情報は、本件条

例第７条第１号にいう「個人に関する情報であって、……特定の個人が識

別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの」に

該当すると判断される。 

４ 本件条例第７条第２号の該当性について 

   自治会長印の印影 

本件公文書 の⑤のふれあい公園管理協定書において公開しないとされ

た部分は、当該公園管理協定の当事者となった４自治会の自治会長印の印

影である。これらの印影は、４自治会と市とがふれあい公園の維持管理に

ついての協定に合意したことを証するため、４自治会長が押印した自治会

長印の印影であり、４自治会の意思を表示するものとして使用されたもの

である。このように、自治会長印はそれぞれの自治会の意思を証明するた

めに使用されるものであって、それらの印影も、それぞれの自治会の内部

管理情報として、それぞれの自治会が公開の可否及びその範囲を自ら決定
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することができ、それを自己の意思によらないでみだりに他に公開又は公

表されない権利ないし利益を有しているというべきであり、それぞれの自

治会の意思によらないでその内部管理情報を公開又は公表することは、そ

れぞれの自治会の権利その他正当な利益を明らかに害することとなる。 

また、それらの自治会長印の印影は、本件条例第７条第２号ただし書の

いずれにも該当しないことが明らかであるから、本件条例第７条第２号に

いう「法人その他の団体に関する情報であって、公開することにより当該

法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を明らかに害するもの」に

該当すると判断される。 

    法人の登記済印の印影及び不動産鑑定士の職印の印影 

本件公文書 の①の不動産鑑定評価委託契約書、 の①の完了報告兼確

認書、②の請求書、③の承諾書及び④-1 の不動産鑑定評価書、 の①の不

動産鑑定評価委託契約書、 の①の完了報告兼確認書から⑤の承諾書まで

において公開しないとされた部分、また、本件公文書 の④-2 の不動産鑑

定評価書及び の⑥-1 の不動産鑑定評価書において公開しないとされた部

分は、いずれも法人の登記済印の印影又は不動産鑑定士の職印の印影であ

る。 

一般に、事業者が取引のために使用している印章及びその印影はいわゆ

る内部管理情報として秘密にしておくことが認められ、これらの内部管理

情報について、当該事業者は、公開の可否及びその範囲を自ら決定するこ

とのできる権利ないしそれを自己の意思によらないでみだりに他に公開又

は公表されない利益を有していることが認められているところである。し

たがって、事業者の意思によらないで事業者が取引のために使用している

印章及びその印影が公開されることは、当該事業者の権利その他正当な利

益を明らかに害するものというべきである。 

上記各公文書において公開しないとされた法人の登記済印の印影は、不

動産鑑定業を営む法人が登記所に登録した印章の印影であり、また、不動

産鑑定士の職印の印影は、不動産の鑑定評価に関する法律第３９条第２項

の規定に基づき押印された印影である。これらの印影は、いずれも不動産

鑑定評価書に押印されることによって、当該不動産鑑定評価が適正なもの

であることを証明するものであり、不動産鑑定業を営む法人にとっても、

不動産鑑定士にとっても、業務遂行上重要な役割を果たしており、かつ、

鑑定評価を依頼した者など限られた範囲で公開されているものであって、

不特定多数の者に広く知られることを容認していたり、広く知られ得る状

態においていたりするような事情も存在しない。 

したがって、これらの印影は、当該法人又は不動産鑑定士の内部管理情

報として秘密にしておくことが是認され、当該法人や不動産鑑定士の意思

によらないで公開されることは、当該法人や不動産鑑定士の権利その他正

当な利益を明らかに害するものであり、本件条例第７条第２号にいう「法

人その他の団体に関する情報であって、公開することにより当該法人等の
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権利、競争上の地位その他正当な利益を明らかに害するもの」に該当し、

かつ、同号ただし書のいずれにも該当しないと判断される。 

   法人の振込先の銀行名・支店名・普通預金口座番号 

本件公文書 の②の請求書において公開しないとされた部分には、本件

土地の鑑定評価を請け負った不動産鑑定士事務所の振込先銀行名、支店名

及び普通預金口座番号が記載されている。一般に、法人等の振込先金融機

関名、預金種別、口座番号等は、いわゆる内部管理情報として秘密にして

おくことが認められ、これらの内部管理情報について、当該法人等は、公

開の可否及びその範囲を自ら決定することのできる権利ないしそれを自己

の意思によらないでみだりに他に公開又は公表されない利益を有している

ことが認められているところであり、一般の飲食業者のように不特定多数

の者に自らの口座番号等が広く知られることを容認し、広く知られ得る状

態においているような特別な事情がない限り、法人等の口座番号等の情報

は十分に保護されるべきであると考えられている。 

本件において公開しないとされた不動産鑑定士事務所の振込先銀行名、

支店名及び普通預金口座番号も、まさにそのような情報に該当するもので

あって、本件条例第７条第２号にいう「法人その他の団体に関する情報で

あって、公開することにより当該法人等の権利、競争上の地位その他正当

な利益を明らかに害するもの」に該当し、かつ、同号ただし書のいずれに

も該当しないと判断される。 

５ 本件条例第７条第６号イ及びオの該当性について  

  実施機関はまた、本件公文書 -8 の①から -11 の①まで、 -12 の①から

 -18 の①まで、及び -20 の①から -22 の①までの、いずれも記録簿に記

載された地権者の意見等について、本件条例第７条第６号イ及びオにも該当

する旨を主張するが、そこに記載された地権者の意見等は、すでに本件条例

第７条第１号に定める非公開情報に該当することが明らかであり、非公開決

定が妥当と判断されるので、本件条例第７条第６号イ及びオ該当性の有無の

判断をまつまでもなく、非公開の決定は妥当であると判断する。 

６ 本件条例第９条に基づく裁量的公開の主張について 

  なお、異議申立人は、その異議申立書において、「市が適正に事業の執行を

行っていることへの説明責任を果たす立場にあることに鑑みれば、このたび

非公開の決定がされた情報は、まさしく公益上の理由によって公開されるべ

き情報であると考える」との主張をなしており、本件条例第９条に基づく裁

量的公開を求めているようにも見受けられるが、本件部分公開決定において

公開しないとされた部分に含まれる情報が本件条例第７条第１号又は第２号

所定の非公開情報に該当することは、上記３及び４の考察によって明らかで

あり、かつ、異議申立人において、個人のプライバシーの権利や法人等の権

利その他正当な利益を犠牲にしてもなお公開すべきいかなる公益上の利益が

あるのかについて具体的に立証がなされていないので、この点に関する異議

申立人の主張も理由がないと判断せざるを得ない。 
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７ 結論 

以上のとおり、本件部分公開決定により公開しないとされた部分に記載さ

れた情報は、本件条例第７条第１号又は第２号本文に該当し、かつ、第２号

ただし書のいずれにも該当しないと判断される。よって、実施機関の行った

本件部分公開決定は妥当であると判断し、「第１ 審査会の結論」のとおり答

申する。 

 

第６ 審査の経過 

 審査会は、本件異議申立てについて、次のような審査を行った。 
平成１９年 ９月１２日   実施機関（越谷市長）から諮問を受けた。 

  平成１９年 ９月１３日   処分庁に対して理由説明書の提出を求めた。 
平成１９年 ９月２５日   処分庁から理由説明書が提出された。 

  平成１９年 ９月２７日   異議申立人に対して、理由説明書の写しを 
               送付するとともに、理由説明書に対する意見 

書の提出を求めた。 
平成１９年１０月１７日   審査 

  平成１９年１０月２９日   異議申立人から意見書提出及び口頭意見陳 
述をしない旨の口頭申出があった。 

平成１９年１１月 １日   審査 
平成１９年１１月２７日   審査 
平成１９年１２月１９日   審査 

 

 

 

 

平成１９年１２月１９日 
越谷市情報公開・個人情報保護審査会 

会 長   右 崎 正 博 
委 員   茅 沼 英 幸 
委 員   近 藤  勲 
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異議申立てに係る非公開情報一覧

イ オ
要望書 個人の印影 ○
土地の買い受け要望書 個人の印影 ○
土地の買い受け要望書 個人の印影 ○
土地使用貸借契約書 個人の印影 ○
土地使用貸借契約書 個人の印影 ○
要望書 個人の印影 ○
土地の買い受け要望書 個人の印影 ○
土地使用貸借契約書 個人の印影 ○
土地使用貸借契約書 個人の印影 ○
ふれあい公園管理協定書 自治会長印の印影 ○

土地鑑定評価の発注について（伺
い）（平成１６年２月２６日決裁）

不動産鑑定評価委託契約書 法人の登記済印の印影
○

完了報告兼確認書 法人の登記済印の印影 ○
請求書 法人の登記済印の印影 ○

法人の振込先の銀行名・支店
名・普通預金口座番号

○

承諾書 法人の登記済印の印影 ○
不動産鑑定評価書 法人の登記済印の印影 ○

不動産鑑定士の職印の印影 ○
対象不動産・公示地及び取引
事例地の位置図 (１葉)

○

土地鑑定評価の発注について（伺
い）（平成１８年３月３日決裁）

不動産鑑定評価委託契約書 法人の登記済印の印影
○

完了報告兼確認書 法人の登記済印の印影 ○
完了報告兼確認書 法人の登記済印の印影 ○
請求書 法人の登記済印の印影 ○
請求明細 法人の登記済印の印影 ○
承諾書 法人の登記済印の印影 ○
不動産鑑定評価書 不動産鑑定士の職印の印影 ○

取引事例地の所在 ○
所在位置略図 (２葉) ○

（仮）御殿町公園用地の取得方針
について（伺い）（平成１８年８月８
日決裁）

（仮称）御殿町公園用地売買
契約に係る確認書

個人の印影
○

8
打ち合わせ・協議記録簿（平成１３
年４月１０日）

記録簿 地権者の意見等
○ ○ ○

9
打ち合わせ・協議記録簿（平成１３
年１０月２５日）

記録簿 地権者の意見等
○ ○ ○

10
打ち合わせ・協議記録簿（平成１３
年１２月２７日）

記録簿 地権者の意見等
○ ○ ○

記録簿 地権者の意見等 ○ ○ ○
要望書 個人の印影 ○
土地の買い受け要望書 個人の印影 ○

12
打ち合わせ・協議記録簿（平成１６
年２月２６日）

記録簿 地権者の意見等
○ ○ ○

13
打ち合わせ・協議記録簿（平成１６
年３月９日）

記録簿 地権者の意見等
○ ○ ○

14 報告事項（平成１６年１０月２８日） 記録簿 地権者の意見等 ○ ○ ○
15 報告事項（平成１６年１１月１６日） 記録簿 地権者の意見等 ○ ○ ○
16 報告事項（平成１７年２月１０日） 記録簿 地権者の意見等 ○ ○ ○
17 報告事項（平成１７年８月１７日） 記録簿 地権者の意見等 ○ ○ ○
18 報告事項（平成１７年１２月１５日） 記録簿 地権者の意見等 ○ ○ ○
19 報告事項（平成１８年３月１６日） 記録簿 地権者の買取要望価格 ○

早期処分の理由 ○
20 報告事項（平成１８年４月１０日） 記録簿 地権者の意見等 ○ ○ ○
21 報告事項（平成１８年８月２２日） 記録簿 地権者の意見等 ○ ○ ○

記録簿 地権者の意見等 ○ ○ ○
（仮称）御殿町公園用地売買
契約に係る確認書

個人の印影
○

同意書 個人の印影 ○
23 報告事項（平成１８年１２月７日） 土地売買に関する契約書 個人の印影 ○

5

報告事項（平成１８年１１月２日）

打ち合わせ・協議記録簿（平成１４
年１０月２２日）11

22

8

6

7

土地鑑定評価額の算定結果につ
いて（報告）（平成１８年３月２４日
決裁）

（仮称）御殿町公園用地の取得に
ついて（伺い）（平成１６年２月２日
決裁）

土地鑑定評価額について（報告）
（平成１６年３月２４日決裁）

4

2

3

1

御殿町ふれあい公園の用地取得
に対する要望書について（報告）
（平成１４年４月５日決裁）

非公開理由
文書名

２号
６号

１号

別紙

番
号

非公開部分
小
番
号
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第５ 情報公開・個人情報保護審議会の運営状況 

  

１ 情報公開・個人情報保護審議会 

審議会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の適正で円滑な運営を図るた

めに設置された市長の附属機関です。 

この審議会は、情報公開条例及び個人情報保護条例の規定により、審議会の

意見を聴くこととされた事項について審議し、答申するとともに、実施機関か

ら新たに届け出された個人情報取扱事務開始届出書等の報告を受けるほか、情

報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、市長に意

見を述べる機関です。 

審議会は、市民の方（公募による３人を含む）や学識経験者等からなる１０

人の委員で構成されています（表１４）。 

  

表１４ 審議会委員           （平成２０年３月３１日現在） 

氏  名 備  考 

青 木 冷 子  

神 谷 園 江  

河 内 智 子 会   長 

川 俣   薫  

塚 田 有 祥 副 会 長 

深 野 秀 樹  

藤 井 マリ子  

星 野 和 枝  

宮 下   毅  

村 田 奇 一  

（五十音順） 

 

２ 審議会の開催状況 

平成１９年度は、審議会を２回開催しました。実施機関から新たに届け出さ

れた個人情報取扱事務開始届出書等の報告を受けるほか、個人情報保護条例の

規定により審議会の意見を聴くこととされた事項（市民課窓口及びリサイクル

プラザにおける防犯等カメラ設置事務）について審議しました。 

審議会の開催状況は、表１５のとおりです。 
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表１５ 審議会の開催状況 

 開  催  日  主  な  内  容  

第１回  平成１９年１１月２８日 ・会長、副会長の選出 

・会議の公開及び録音について 

・平成１８年度情報公開制度及び個人

情報保護制度の実施状況について 

・個人情報取扱事務の各種届出につい

 て 

・その他 

第２回  平成２０年 ３月３１日 ・防犯等カメラ設置事務に係る本人以

外収集・目的外利用等に関する審議

及び答申について 
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３ 審議会答申 

 

越情審議 第 ５ 号 

平成２０年３月３１日 

 

 越谷市長 板 川 文 夫 様  

 

 

越谷市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長       河 内 智 子 

 

 

本人以外収集・保有個人情報目的外利用等に関する 

意見照会について（答申） 

 

平成２０年３月１７日付け越環資第１７０号及び越環資第１７１号

で意見照会のありました越谷市個人情報保護条例第６条第３項第８

号、第６条第４項ただし書及び第８条第３項ただし書の規定による

「本人以外収集・保有個人情報目的外利用等」については、公益性の

観点からその内容を適当なものと認めましたので答申します。 

なお、防犯等カメラの運用にあたっては、「防犯等カメラの設置等に

関する取扱要領」に従い、万全を期すよう要望します。 
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越谷市情報公開条例 

                  

平成１１年３月３１日 

                          条 例 第 １ ０ 号 

改正 平成１２年９月２９日条例第３７号  平成１７年３月３１日条例第１号 

 

前 文 

越谷市は、開かれた市政の実現を図るべく、情報を積極的に提供する努

力を重ねてきたところである。また、地方分権が進展する中においては、

個性豊かな地域社会の形成に向けて、行政の公正の確保と透明性の向上や

市民参加の拡充がより一層求められており、情報公開の重要性がますます

高まっている。 

情報公開制度は、地方自治の本旨に基づいて、市政に関する情報につい

ての知る権利を尊重し、市民の理解と信頼の確保を図り、市民参加の促進

に寄与するものでなければならない。 

このような考え方に立って、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、公文書の公開を請求する権利を保障し、公文書の公

開等に関し必要な事項を定めることにより、市の行政活動について説明

する責任を全うするようにするとともに、公正で開かれた市政の一層の

推進に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、次に掲げる機関をいう。 

  市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業

委員会及び固定資産評価審査委員会 

  議会 

  越谷市土地開発公社、財団法人越谷コミユニテイセンター及び財団

法人越谷市施設管理公社 

２ この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、

又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られた記録をいう。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いる

ものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲

げるものを除く。 

  一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することが

できる施設において閲覧若しくは視聴に供されているもの 

  市の図書館等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究

用の資料として特別の管理がされているもの 

（この条例の解釈及び運用） 

第３条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公

開を請求するものの権利を尊重するものとする。この場合において、実

施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大

限の配慮をしなければならない。 
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（適正使用） 

第４条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、こ

れによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければな

らない。 

（公文書の公開を請求できるもの） 

第５条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文

書の公開を請求することができる。 

（公開請求の手続き） 

第６条 公文書の公開を請求するものは、次に掲げる事項を記載した書面

（以下「公開請求書」という。）を当該請求に係る公文書を管理してい

る実施機関に提出しなければならない。 

  氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名

及び事務所又は事業所の所在地） 

  公開を請求しようとする公文書の名称その他の公文書を特定するに

足りる事項 

  その他実施機関が定める事項 

２ 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開

請求をしたもの（以下「公開請求者」という。）に対し、相当の期間を

定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関

は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなけ

ればならない。 

（公文書の公開義務） 

第７条 実施機関は、前条第１項の規定による請求（以下「公開請求」と

いう。）があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情

報（以下「非公開情報」という。）のいずれかが記録されている場合を

除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。 

  個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等

により特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたく

ないと認められるもの 

  法人その他の団体（実施機関並びに国及び他の地方公共団体を除く。

以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事

業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該個

人の権利、競争上の地位その他正当な利益を明らかに害するもの。た

だし、次に掲げる情報を除く。 

ア 人の生命、身体又は健康に危害が生じるおそれがあると認められ

る情報 

イ 市民の生活に影響を及ぼす違法又は著しく不当な行為に関する情

報 

  実施機関と国等（国、他の地方公共団体及び公共的団体等をいう。

以下同じ。）との間における協議、依頼等により作成し、又は取得し

た情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関

係を著しく損なうと認められるもの 
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  公開することにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩

序の維持に支障を及ぼすことが明らかであると認められる相当の理由

がある情報 

  実施機関の内部若しくは相互又は実施機関と国等との間における審

議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直

な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市

民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しく

は不利益を及ぼすと認められるもの 

  実施機関及び国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、

公開することにより、公正な行政運営を阻害する次に掲げるもの 

ア 監査、検査、取り締まり又は試験に係る事務に関し、正確な事実

の把握を困難にする情報又は違法若しくは不当な行為を容易にし、

若しくはその発見を困難にする情報 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の財産

上の利益又は当事者としての地位を不当に害する情報 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に

阻害する情報 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に著しい

支障を及ぼす情報 

オ アからエまでに掲げるもののほか、当該事務又は事業の性質上、

当該事務又は事業の適正な遂行を著しく困難にする情報 

  法令又は条例の規定により公開することができないとされている情

報 

（部分公開等） 

第８条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録さ

れている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分

して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部

分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有

意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。 

２ 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場

合であっても、期間の経過により非公開情報に該当しなくなったときは、

当該公文書を公開しなければならない。 

（公益上の理由による裁量的公開） 

第９条 実施機関は、公開請求に係る公文書に第７条第１号から第６号ま

でに規定する非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に

必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開する

ことができる。 

（公文書の存否に関する情報） 

第１０条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか

否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機

関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否する

ことができる。 
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（公開請求に対する決定等） 

第１１条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開するときは、

その旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかにその旨並びに公開の日

時及び場所その他実施機関が定める事項を書面により通知しなければな

らない。 

２ 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部を公開するときは、その旨

の決定をし、公開請求者に対し、速やかにその旨、その理由並びに公開

の日時及び場所その他実施機関が定める事項を書面により通知しなけれ

ばならない。この場合において、当該公文書が期間の経過により公開で

きるものである場合で、かつ、その期日が明示できるときは、その期日

を併せて通知しなければならない。 

３ 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき（前条の

規定により公開請求を拒否するとき、公開請求に係る公文書を保有して

いないとき及びその他の理由により公文書の全部を公開しないときを含

む。）は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかにそ

の旨及びその理由を書面により通知しなければならない。この場合にお

いて、当該公文書が期間の経過により公開できるものである場合で、か

つ、その期日が明示できるときは、その期日を併せて通知しなければな

らない。 

（公開決定等の期限） 

第１２条 前条各項の決定（以下「公開決定等」という。）は、公開請求

があった日から起算して１５日以内にしなければならない。ただし、第

６条第２項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要し

た日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当

な理由により同項に規定する期間内に公開決定等をすることができない

ときは、公開請求があった日から起算して６０日を限度としてその期間

を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者

に対し、遅滞なく、延長の期間及び理由を書面により通知しなければな

らない。 

（公開決定等の期限の特例） 

第１３条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求が

あった日から起算して６０日以内にそのすべてについて公開決定等をす

ることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、

前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうち相

当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、当該期間内に公開決定等

をすることができなかった公文書については相当の期間内に公開決定等

をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第１項に規定す

る期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しな

ければならない。 

  本条を適用する旨及びその理由 

  当該期間内に公開決定等をすることができなかった公文書について

公開決定等をする期限 
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（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第１４条 公開請求に係る公文書に実施機関及び公開請求者以外のもの

（以下「第三者」という。）に関する情報が記録されているときは、実

施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、

公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により

通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１１条第１項

又は第２項の決定（以下「公開決定」という。）に先立ち、当該第三者

に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書

面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。た

だし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

  第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場

合であって、当該情報が第７条第２号ア又はイに規定する情報に該当

すると認められるとき。 

  第三者に関する情報が記録されている公文書を第９条の規定により

公開しようとするとき。 

３ 実施機関は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第

三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合

において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日と

の間に少なくとも２週間の期間を設けなければならない。この場合にお

いて、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書（第１７条及び第１

８条において「反対意見書」という。）を提出した第三者に対し、公開

決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知し

なければならない。 

（公開の実施） 

第１５条 公文書の公開は、閲覧若しくは視聴又は写しの交付により、実

施機関が第１１条第１項又は第２項の規定により通知する書面で指定す

る日時及び場所において行う。ただし、閲覧又は視聴の方法による公文

書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるお

それがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しによ

り、これを行うことができる。 

２ 公開決定に基づき公文書の公開を受けた者は、最初に公開を受けた日

から起算して３０日以内に限り、実施機関に対し、更に公開を受ける旨

を申し出ることができる。ただし、当該期間内に当該申し出をすること

ができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 

（費用負担） 

第１６条 この条例の規定に基づく公文書の公開については、別表に定め

る手数料を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当するものが公

開請求をするときは、手数料を徴収しない。 

  市内に住所を有する者 

  市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

  市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

  市内に存する学校に在学する者 
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  前各号に掲げるもののほか、公開請求に係る公文書の内容に利害関

係を有するもの 

２ 前項本文の手数料は、公文書の公開の際、これを徴収する。 

３ 公文書の写しの交付を受ける場合の当該公文書の写しの作成及び送付

に要する費用は、公開請求者の負担とする。 

（審査会への諮問） 

第１７条 公開決定等について行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０

号）に基づく不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する決定

をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、越谷

市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該不

服申立てに対する決定を行わなければならない。 

  不服申立てが不適法であり、却下する場合 

  決定で、不服申立てに係る公開決定等（公開請求に係る公文書の全

部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第１９条において同

じ。）を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部

を公開することとする場合。ただし、当該公開決定等について反対意

見書が提出されている場合を除く。 

（諮問をした旨の通知） 

第１８条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対

し、諮問をした旨を通知しなければならない。 

  不服申立人及び参加人 

  公開請求者（公開請求者が不服申立人又は参加人である場合を除

く。） 

  当該不服申立てに係る公開決定等について反対意見書を提出した第

三者（当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。） 

（第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続き） 

第１９条 第１４条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定

をする場合について準用する。 

  公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する

決定 

  不服申立てに係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文

書を公開する旨の決定（第三者である参加人が当該公文書の公開に反

対の意思を表示している場合に限る。） 

（公文書の管理） 

第２０条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公

文書を適正に管理するものとする。 

（公文書の検索目録等の作成） 

第２１条 実施機関は、公文書の検索に必要な目録等を作成し、一般の利

用に供するものとする。 

（審議会への意見聴取） 

第２２条 実施機関は、この条例による情報公開制度の改善についての施

策を立案し、及び実施するに当たっては、越谷市情報公開・個人情報保

護審議会の意見を聴かなければならない。 
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（実施状況の公表） 

第２３条 市長は、毎年度、実施機関の公文書の公開決定等に関する実施

状況を取りまとめ、公表するものとする。 

（情報公開の総合的な推進） 

第２４条 実施機関は、この条例の定めるところにより公文書の公開決定

を行うほか、情報提供施策の拡充を図り、情報公開の総合的な推進に努

めるものとする。 

（出資法人等への協力要請） 

第２５条 市長は、市が出資その他財政上の援助を行う団体のうち市長が

定めるものに対し、この条例の規定による市の施策に準じた措置を講ず

るよう協力を要請するものとする。 

（他の法令等との調整） 

第２６条 法令又は他の条例（越谷市個人情報保護条例（平成１２年条例

第４０号）を除く。）の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本そ

の他の写しの交付の対象となる公文書については、この条例は、適用し

ない。 

（委任） 

第２７条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１１年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例は、次に掲げる公文書について適用する。 

  平成１１年４月１日（以下「適用日」という。）以後に作成し、又

は取得した公文書 

  適用日前に作成し、又は取得した公文書であって、その目録等の作

成が終了したもの 

（越谷市土地開発公社等に係る適用の特例） 

３ 前項の規定にかかわらず、第２条第１項第３号に掲げる実施機関（以

下「越谷市土地開発公社等」という。）に関しては、この条例は、次に

掲げる公文書について適用する。 

  平成１２年４月１日（以下「特例適用日」という。）以後に越谷市

土地開発公社等が作成し、又は取得した公文書 

  特例適用日前に越谷市土地開発公社等が作成し、又は取得した公文

書であって、その目録等の作成が終了したもの 

４ 越谷市土地開発公社等は、特例適用日が属する会計年度前に作成し、

又は取得した公文書の目録等について、越谷市情報公開条例の一部を改

正する条例（平成１７年条例第１号）の施行の日から起算して５年以内

に作成するよう努めるものとする。 

   附 則（平成１２年条例第３７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この条例の施行前になされた不服申立てで、この条例の施行の日以後

に決定が行われるものについて、この条例による改正前の越谷市情報公

開条例第１７条の規定により既に越谷市情報公開審査会に対して行った

諮問については、この条例による改正後の越谷市情報公開条例第１７条

の規定により越谷市情報公開・個人情報保護審査会に対して行った諮問

とみなす。 

   附 則（平成１７年条例第１号） 

この条例は、平成１７年７月１日から施行する。 
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別表（第１６条関係） 

公 開 の 区 分 手 数 料           

閲       覧 １件名につき２００円 

視       聴 １件名につき２００円 

写 し の 交 付          １件名につき２００円 

備考 

１ １件名とは、閲覧又は写しの交付においては決裁、供覧等の手続

きを一にするものをいい、視聴においてはフィルム、磁気テープ等

の規格、本数等にかかわらず、１事案をいう。 

２ 閲覧又は視聴に引き続いて、当該閲覧又は視聴に係る公文書の写

しを交付する場合においては、当該閲覧、視聴及び写しの交付に係

る手数料は、写しの交付の場合の手数料によるものとする。 
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越谷市個人情報保護条例 

 

平成１２年９月２９日 

条 例 第 ４ ０ 号 

改正 平成１７年３月３１日条例第２号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、市が保有する自己に関する保有個人情報の開示、訂

正等を請求する権利を明らかにし、個人情報の適正な取扱いの確保に関

し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図るととも

に、公正で信頼される市政の一層の推進に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

  実施機関 次に掲げる機関をいう。 

ア 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農

業委員会及び固定資産評価審査委員会 

イ 議会 

ウ 越谷市土地開発公社、財団法人越谷コミユニテイセンター及び財

団法人越谷市施設管理公社 

  個人情報 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する

情報を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等により特定の個人が識別され得るものをいう。 

  保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人

情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当

該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書（越谷市情報

公開条例（平成１１年条例第１０号）第２条第２項に規定する公文書

をいう。）に記録されているものに限る。 

  事業者 法人その他の団体（実施機関並びに国及び他の地方公共団

体を除く。）及び事業を営む個人をいう。 

  本人 個人情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により識

別され得る当該個人をいう。 

  電子計算組織 電子計算機及び関連機器を使用し、定められた一連

の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。 

（実施機関等の責務） 

第３条 実施機関は、個人の権利利益の保護を図るため、個人情報の保護

に関し必要な措置を講じなければならない。 

２ 実施機関の職員は、その職務に関して知り得た個人情報を漏らしては

ならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たっ

て個人情報の収集等をするときは、個人の権利利益を害することのない

ように努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなけ
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ればならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適

正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他

人の権利利益を害することのないよう努めなければならない。 

（収集の原則及び制限） 

第６条 実施機関は、個人情報の収集をするときは、個人情報を取り扱う

事務（以下「個人情報取扱事務」という。）の目的を明確にし、当該目

的を達成するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段によ

り収集しなければならない。 

２ 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別

の原因となるおそれがある個人情報の収集をしてはならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

   法令又は条例（以下「法令等」という。）に定めがあるとき。 

   実施機関が越谷市情報公開・個人情報保護審議会（以下「審議会」

という。）の意見を聴いて個人情報取扱事務の目的を達成するために

必要があると認めるとき。 

３ 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければな

らない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでな

い。 

  本人の同意があるとき。 

   法令等に定めがあるとき。 

   出版、報道等により公にされているとき。 

   争訟、選考、指導、相談等の事務又は事業を遂行するために個人情

報を収集する場合において、本人から収集したのではその目的を達成

することができないと認められるとき又は当該事務若しくは事業の適

正な遂行に支障が生ずると認められるとき。 

  所在不明、心身喪失その他の理由により本人から収集することがで

きないとき。 

  個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを

得ないと認められるとき。 

  国若しくは他の地方公共団体又は他の実施機関から収集する場合に

おいて、当該個人情報を収集することに相当の理由があり、かつ、本

人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。 

  前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて公益

上特に必要があると認めるとき。 

４ 実施機関は、前項第６号から第８号までの規定により本人以外の者か

ら個人情報を収集したときは、その事実を速やかに本人に通知しなけれ

ばならない。ただし、審議会の意見を聴いて特に必要がないと認めると

きは、この限りでない。 

（個人情報取扱事務の届出） 

第７条 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、

あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。 
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  個人情報取扱事務の名称 

  個人情報取扱事務の目的 

  個人情報の記録の対象者の範囲 

  個人情報の記録の項目 

  前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項 

２ 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を変更し、

又は廃止するときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならな

い。 

３ 前２項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ない理由

により、あらかじめこれらの規定による届出をすることができないとき

は、当該個人情報取扱事務を開始し、変更し、又は廃止した日以後、速

やかに、市長に届け出なければならない。 

４ 市長は、前３項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る事

項を審議会に報告しなければならない。 

５ 市長は、第１項から第３項までの規定による届出を受けたときは、そ

の内容を市民の閲覧に供さなければならない。 

（利用及び提供の制限） 

第８条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超える保有個人情

報の利用（以下「目的外利用」という。）又は実施機関以外の者への保

有個人情報の提供（以下「外部提供」という。）をしてはならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

  本人の同意があるとき。 

  法令等に定めがあるとき。 

  出版、報道等により公にされているとき。 

  個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを

得ないと認められるとき。 

  目的外利用をする場合又は国若しくは他の地方公共団体へ外部提供

をする場合において、当該保有個人情報を使用することに相当の理由

があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認めら

れるとき。 

  前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて公益

上特に必要があると認めるとき。 

２ 実施機関は、前項ただし書の規定により目的外利用又は外部提供（以

下「目的外利用等」という。）をしたときは、次に掲げる事項を市長に

届け出なければならない。 

  目的外利用等をした個人情報取扱事務の名称 

  目的外利用等をした理由 

  目的外利用等をした個人情報の記録の項目 

  前３号に掲げるもののほか、市長が定める事項 

３ 実施機関は、第１項第４号から第６号までの規定により目的外利用等

をしたときは、その事実を速やかに本人に通知しなければならない。た

だし、審議会の意見を聴いて特に必要がないと認めるときは、この限り

でない。 
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４ 実施機関は、外部提供をする場合において、必要があると認めるとき

は、外部提供を受ける者に対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用

方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必

要な措置を講ずるよう求めなければならない。 

（電子計算組織の結合の制限） 

第９条 実施機関は、電子計算組織を利用して個人情報を処理するときは、

実施機関以外の電子計算組織と通信回線による結合をしてはならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

   法令等に定めがあるとき。 

   実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めると

き。 

（適正な維持管理） 

第１０条 実施機関は、個人情報取扱事務を行うときは、次に掲げる事項

について必要な措置を講じ、保有個人情報の適正な維持管理に努めなけ

ればならない。 

  保有個人情報は、正確かつ最新なものとすること。 

  保有個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失その他の事故を防止す

ること。 

  保有する必要のなくなった個人情報（歴史的又は文化的価値が生ず

ると認められるものを除く。）は、速やかに、廃棄し、又は消去する

こと。 

２ 実施機関は、前項に規定する事務を処理させるため、個人情報保護管

理者を定めなければならない。 

（委託に伴う措置等） 

第１１条 実施機関は、個人情報取扱事務の処理を外部に委託するときは、

個人情報の保護を図るため、個人情報の適正な管理について必要な措置

を講ずるとともに、当該委託契約を締結した者（地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者を含む。

以下「受託者」という。）に、必要かつ適切な監督をしなければならな

い。 

２ 市長は、個人情報取扱事務の処理を外部に委託した場合において、個

人情報が不適正に取り扱われるおそれがあると認めるときは、受託者に

必要な報告を求め、又は実施機関の職員に当該受託者の事務所、事業所

その他当該委託を受けた業務（以下「受託業務」という。）を行う場所

に立ち入らせ、書類その他の物件を検査させることができる。 

３ 前項の規定により立入検査をする実施機関の職員はその身分を示す証

明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければ

ならない。 

４ 第２項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解釈してはならない。 

（受託者等の責務） 

第１２条 受託者は、受託業務の範囲内で、個人情報の適正な管理につい

て必要な措置を講じなければならない。 
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２ 受託業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して

知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならな

い。 

（保有個人情報の開示の請求） 

第１３条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し､当該

実施機関が保有する自己に関する保有個人情報の開示の請求（以下「開

示請求」という。）をすることができる。 

２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求

をすることができる。ただし、本人が未成年者で満１５歳以上のもので

ある場合には、本人の同意を得るものとする。 

（開示請求の手続き） 

第１４条 開示請求をする者は、次に掲げる事項を記載した書面（以下「開

示請求書」という。）を当該請求に係る保有個人情報を管理している実

施機関に提出しなければならない。 

   氏名及び住所 

   開示請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項 

   前２号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 

２ 開示請求をする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保

有個人情報の本人又はその法定代理人であることを確認するために必要

な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。 

３ 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示

請求をした者（以下「開示請求者」という。）に対し、相当の期間を定

めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、

開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければ

ならない。 

（保有個人情報の開示義務） 

第１５条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個

人情報に次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいず

れかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情

報を開示しなければならない。 

  開示請求者以外の者に関する情報を含む個人情報であって、開示す

ることにより、当該開示請求者以外の者の正当な権利利益を害するお

それがあるもの 

  個人の評価、診断、判定、選考、試験、相談、指導その他これらに

類する事項に関する情報であって、開示しないことが正当であると認

められるもの 

  実施機関と国等（国、他の地方公共団体及び公共的団体等をいう。

以下同じ。）との間における協議、依頼等により作成し、又は取得し

た情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関

係を著しく損なうと認められるもの 

  開示することにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩

序の維持に支障を及ぼすことが明らかであると認められる相当の理由

がある情報 
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  実施機関の内部若しくは相互又は実施機関と国等との間における審

議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直

な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市

民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しく

は不利益を及ぼすと認められるもの 

  実施機関及び国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、

開示することにより、公正な行政運営を阻害する次に掲げるもの 

ア 監査、検査、取り締まり又は試験に係る事務に関し、正確な事実

の把握を困難にする情報又は違法若しくは不当な行為を容易にし、

若しくはその発見を困難にする情報 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の財産

上の利益又は当事者としての地位を不当に害する情報 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に

阻害する情報 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に著しい

支障を及ぼす情報 

オ アからエまでに掲げるもののほか、当該事務又は事業の性質上、

当該事務又は事業の適正な遂行を著しく困難にする情報 

  法令等の規定により開示することができないとされている情報 

（部分開示等） 

第１６条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部に不開示情報

が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容

易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を

除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた

部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りで

ない。 

２ 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が記録されて

いる場合であっても、期間の経過により不開示情報に該当しなくなった

ときは、当該保有個人情報を開示しなければならない。 

（公益上の理由による裁量的開示） 

第１７条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に第１５条第１号か

ら第６号までに規定する不開示情報が記録されている場合であっても、

公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個

人情報を開示することができる。 

（保有個人情報の存否に関する情報） 

第１８条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在して

いるか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、

実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請

求を拒否することができる。 

（開示請求に対する決定等） 

第１９条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示すると

きは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかにその旨並びに開

示の日時及び場所その他実施機関が定める事項を書面により通知しなけ
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ればならない。 

２ 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部を開示するときは、

その旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかにその旨、その理由並び

に開示の日時及び場所その他実施機関が定める事項を書面により通知し

なければならない。この場合において、当該保有個人情報が期間の経過

により開示できるものである場合で、かつ、その期日が明示できるとき

は、その期日を併せて通知しなければならない。 

３ 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき（前

条の規定により開示請求を拒否するとき、開示請求に係る保有個人情報

を保有していないとき及びその他の理由により保有個人情報の全部を開

示しないときを含む。）は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に

対し、速やかにその旨及びその理由を書面により通知しなければならな

い。この場合において、当該保有個人情報が期間の経過により開示でき

るものである場合で、かつ、その期日が明示できるときは、その期日を

併せて通知しなければならない。 

（開示決定等の期限） 

第２０条 前条各項の決定（以下「開示決定等」という。）は、開示請求

があった日から起算して１５日以内にしなければならない。ただし、第

１４条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要

した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当

な理由により同項に規定する期間内に開示決定等をすることができない

ときは、開示請求があった日から起算して６０日を限度としてその期間

を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者

に対し、遅滞なく、延長の期間及び理由を書面により通知しなければな

らない。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第２１条 開示請求に係る保有個人情報に実施機関及び開示請求者以外の

もの（以下「第三者」という。）に関する情報が記録されているときは、

実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対

し、開示請求に係る保有個人情報の表示その他実施機関が定める事項を

書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 

２ 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を第

１７条の規定により開示しようとするときは、第１９条第１項又は第２

項の決定（以下「開示決定」という。）に先立ち、当該第三者に対し、

開示請求に係る保有個人情報の表示その他実施機関が定める事項を書面

により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただ

し、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

３ 実施機関は、前２項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第

三者が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出し

た場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施す

る日との間に少なくとも２週間の期間を設けなければならない。この場

合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書（第２８条及
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び第２９条において「反対意見書」という。）を提出した第三者に対し、

開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通

知しなければならない。 

（開示の実施） 

第２２条 保有個人情報の開示は、閲覧若しくは視聴又は写しの交付によ

り、実施機関が第１９条第１項又は第２項の規定により通知する書面で

指定する日時及び場所において行う。ただし、閲覧又は視聴の方法によ

る保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報の保

存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があると

きは、その写しにより、これを行うことができる。 

２ 第１４条第２項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者について準

用する。 

３ 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受けた者は、最初に開示を受

けた日から起算して３０日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受

ける旨を申し出ることができる。ただし、当該期間内に当該申し出をす

ることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 

（訂正、削除、目的外利用等の中止の請求） 

第２３条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関が保有する

自己に関する保有個人情報について、事実に誤りがあると認めるときは、

当該実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正の請求をすることができ

る。 

２ 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関が保有する自己に

関する保有個人情報が第６条の規定による収集の制限を超えて収集され

ていると認めるときは、当該実施機関に対し、当該保有個人情報の削除

の請求をすることができる。 

３ 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関が保有する自己に

関する保有個人情報が第８条第１項の規定によらないで目的外利用等を

されていると認めるときは、当該実施機関に対し、当該目的外利用等の

中止を請求することができる。 

４ 実施機関は、訂正、削除又は目的外利用等の中止（以下「訂正等」と

いう。）の請求に係る保有個人情報について、訂正等の権限がないとき

その他訂正等をしないことについて相当な理由があるときは、当該保有

個人情報の全部又は一部について訂正等をしないことができる。 

５ 第１３条第２項の規定は、訂正等の請求について準用する。 

（訂正等の請求の手続き） 

第２４条 訂正等の請求をする者は、次に掲げる事項を記載した書面を当

該請求に係る保有個人情報を管理している実施機関に提出しなければな

らない。 

   氏名及び住所 

   訂正等の請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な

事項 

   訂正等を求める内容及び理由 

   前３号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 
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２ 訂正の請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容

が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければ

ならない。 

３ 第１４条第２項及び第３項の規定は、訂正等の請求について準用する。 

（訂正等の請求に対する決定等） 

第２５条 実施機関は、訂正等の請求に係る保有個人情報の全部の訂正等

をするときは、その旨の決定をし、訂正等をした上で、訂正等の請求を

した者（以下「訂正等請求者」という。）に対し、速やかにその旨を書

面により通知しなければならない。 

２ 実施機関は、訂正等の請求に係る保有個人情報の一部の訂正等をする

ときは、その旨の決定をし、一部の訂正等をした上で、訂正等請求者に

対し、速やかにその旨及びその理由を書面により通知しなければならな

い。 

３ 実施機関は、訂正等の請求に係る保有個人情報の訂正等をしないとき

（訂正等の請求に係る保有個人情報を保有していないとき及びその他の

理由により保有個人情報の訂正等をしないときを含む。）は、訂正等を

しない旨の決定をし、訂正等請求者に対し、速やかにその旨及びその理

由を書面により通知しなければならない。 

（訂正決定等の期限） 

第２６条 前条各項の決定（以下「訂正決定等」という。）は、訂正等の

請求があった日から起算して１５日以内にしなければならない。ただし、

第２４条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に

要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 第２０条第２項の規定は、訂正決定等について準用する。 

（費用負担） 

第２７条 この条例の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正等に係る手

数料は、無料とする。 

２ 保有個人情報の写しの交付を受ける場合の当該保有個人情報の写しの

作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。 

（審査会への諮問） 

第２８条 開示決定等又は訂正決定等について行政不服審査法（昭和３７

年法律第１６０号）に基づく不服申立てがあったときは、当該不服申立

てに対する決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場

合を除き、越谷市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を

尊重して当該不服申立てに対する決定を行わなければならない。 

   不服申立てが不適法であり、却下する場合 

   決定で、不服申立てに係る開示決定等（開示請求に係る保有個人情

報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第３０条におい

て同じ。）又は訂正決定等（訂正等の請求に係る保有個人情報の全部

の訂正等をする旨の決定を除く。）を取り消し、又は変更し、当該不

服申立てに係る保有個人情報の全部を開示又は訂正等をすることとす

る場合。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されてい

る場合を除く。 
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（諮問をした旨の通知） 

第２９条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対

し、諮問をした旨を通知しなければならない。 

   不服申立人及び参加人 

   開示請求者（開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除

く。） 

   当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第

三者（当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。） 

（第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続き） 

第３０条 第２１条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定

をする場合について準用する。 

   開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する

決定 

  不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有

個人情報を開示する旨の決定（第三者である参加人が当該保有個人情

報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。） 

（実施機関に対する苦情の処理） 

第３１条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いについて苦

情の申し出があったときは、迅速かつ適切にこれを処理するように努め

なければならない。 

（事業者に対する苦情の処理） 

第３２条 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情の相談が

あったときは、迅速かつ適切にこれを処理するように努めなければなら

ない。 

２ 市長は、前項に規定する処理を行う場合に必要があると認めるときは、

事業者に対し、説明、資料の提出その他必要な措置を当該事業者に求め

ることができる。 

（区域内の事業者等への支援） 

第３３条 市長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、市の区域内

の事業者及び市民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。 

（審議会への意見聴取） 

第３４条 実施機関は、この条例による個人情報保護制度の改善について

の施策を立案し、及び実施するに当たっては、審議会の意見を聴かなけ

ればならない。 

（実施状況の公表） 

第３５条 市長は、毎年度、実施機関における個人情報の取扱い及び保有

個人情報の開示決定等に関する実施状況を取りまとめ、公表するものと

する。 

（国又は他の地方公共団体との協力） 

第３６条 市長は、個人情報の保護を図るために必要があると認めるとき

は、国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し、又は国若しくは他の

地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。 
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（出資法人等への協力要請） 

第３７条 市長は、市が出資その他財政上の援助を行う団体のうち市長が

定めるものに対し、この条例の規定による市の施策に準じた措置を講ず

るよう協力を要請するものとする。 

（他の法令等との調整） 

第３８条 他の法令等（越谷市情報公開条例（平成１１年条例第１０号）

を除く。）の規定により個人情報の開示、訂正等の請求ができる場合に

ついては、この条例は、適用しない。 

（委任） 

第３９条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。 

 （罰則） 

第４０条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務に従事し

ている者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘

密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって、

一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を

用いて検索することができるように体系的に構成したもの（その全部又

は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を提供したときは、２年

以下の懲役又は１,０００,０００円以下の罰金に処する。 

第４１条 前条に規定する者が、その職務又は業務に関して知り得た保有

個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は

盗用したときは、１年以下の懲役又は５００,０００円以下の罰金に処す

る。 

第４２条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外

の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、

写真、フィルム又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。）を

収集したときは、１年以下の懲役又は５００,０００円以下の罰金に処す

る。 

第４３条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報

の開示を受けた者は、５０,０００円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務についての第

７条第１項の規定の適用については、同項中「個人情報取扱事務を新た

に開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「個人情報取扱

事務を現に行っているときは、遅滞なく、」とする。 

３ この条例の施行の際現に実施機関において収集等をしている個人情報

の処理は、この条例の相当規定により行ったものとみなす。 

 （越谷市土地開発公社等に係る適用の特例） 

４ 第２項の規定にかかわらず、越谷市個人情報保護条例の一部を改正す

る条例（平成１７年条例第２号。以下「改正条例」という。）の施行の
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際現に第２条第１号ウに掲げる実施機関（以下「越谷市土地開発公社等」

という。）において行われている個人情報取扱事務についての第７条第

１項の規定の適用については、同項中「個人情報取扱事務を新たに開始

しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「個人情報取扱事務を

現に行っているときは、遅滞なく、」とする。 

５ 第３項の規定にかかわらず、改正条例の施行の際現に越谷市土地開発

公社等において収集等をしている個人情報の処理は、この条例の相当規

定により行ったものとみなす。 

 （越谷市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止） 

６ 越谷市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例（昭和５５年

条例第３３号）は、廃止する。 

附 則（平成１７年条例第２号） 

  (施行期日) 

１ この条例は、平成１７年７月１日から施行する。 

 （越谷市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

２ 越谷市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１１年条例第１１号）

の一部を次のように改正する。 

   〔次のよう〕略 

 （越谷市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正） 

３ 越谷市情報公開・個人情報保護審議会条例（平成１２年条例第４１号）

の一部を次のように改正する。 

   〔次のよう〕略 
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